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開会 午前１０時１６分

－－－－－－－○－－－－－－－

○議長（三森義高君） 大変お待たせをいたしました。会議に先立ち、町長のごあいさ

つをお願いいたします。町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） おはようございます。本年もいよいよ押し迫りまして、緊急事

案のない限り、本定例議会が納めの町議会になろうかと思います。この際、一言ご

あいさつを申し上げます。

議員の皆様におかれましては、年末、何かとご多忙の折り、ご参集いただきまし

て、心からお礼を申し上げます。

まず、全国町村長大会が、１１月２８日に開催されました。それに私も出席を

し、その概要を皆様方にご報告申し上げたいと思います。

さらに、私どもの財政面につきましても、さらに拡大を続けております地域間格

差の解消を目指しまして、新たな発想と地域特性や資源を生かした施策を展開しな

がら、豊かな住民生活と個性あふれる地域社会を実現するとともに、これに必要な

財政的自立のための財源を確保することが不可欠ということから、次のような決議

をいたしました。

第１に、地方交付税の持つ財源調整・財源保障機能を堅持するとともに、農山漁

村の持つ多様な機能を財政需要の算定に反映するよう、その算定方法を見直し、地

方交付税の総額を復元すること。第２に、町村が自主的な地域づくりを進めるため

の安定的な財政運営を行えるよう、税源移譲と偏在性の少ない地方税の体系を構築

すること。第３に、過疎地域集落をはじめとする農山漁村の総合的な対策の充実強

化を早急に図るとともに、過疎地域自立促進特別措置法に引き続き、新たな施策を

講じること。第４に、少子高齢化の進行に対応した医療・保険・福祉政策を強力に

推進すること。第５に、道路特定財源の現行税率を堅持し、市町村に対する配分割

合を高めて、その拡充を断行すること。第６に、市町村合併はいかなる形であれ、

強制はしない、以上の６点について、その実現を図るよう、強く要請がなされたと

ころでございます。

その他に、全国治水砂防促進大会、簡易水道促進大会、道路整備の促進を求める

全国大会、全国過疎地域自立促進連盟総会などに出席をし、要請活動を行ったとこ

ろでございます。どの会場におきましても、中央と地方の格差是正の声が叫ばれて

おりました。今後とも、機会あるごとに要望を続けてまいりたいと、そのように思

っております。
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また、県におきましても、１２月２日の日に、日曜日でございましたが、県の地

下会場におきまして、真の地方財政を維持するという大きな大会が行われました。

三森議長にも参加をしていただき、県・町村、４８市町村になりますが、全員ご参

加のもとに、大きな大会がございました。

いろんな、私の町の方も先月の、１１月１３、１４日とＤＭＶの試行を夜間に行

いました。大変好評であったかなと思っておりましたし、また、来年の３月２０日

から３日間ほど、はっきりは決定はいたしておりませんが、予定で今度は試乗を昼

間にやろうというようなお話が出ております。是非、皆様方にもご参加をいただ

き、そして、是非、南阿蘇鉄道の分に関しても、ご協力をお願い申し上げたいと、

そのように思っております。

また、おかげさまで、南阿蘇鉄道の方も２０周年を迎えまして、今年が２１年目

になりますが、２０年記念切符ということで、割り箸の有価証券みたいなものをつ

くってございます。今回、商工会の方にお願いしまして、約３００万ほど、約３,

０００枚ほど購入をしていただきました。各商工会の方からも、地域の方々に配布

されるというふうにお聞きをいたしておりますので、是非、有価でございますか

ら、是非、利用していただきたいと、是非、町民の方にも、皆様方の方からもご説

明をしていただければ、なお一層ありがたいなと、そのように思っておるところで

ございます。

本年も議員の皆様方におかれましては、数困難な問題が山積みいたしました中に

おいて、町民の代表として、重責を全うされ、本町の発展と町民福祉増進のため

に、絶大なるご尽力を賜りましたことに対し、深く敬意を表しますとともに、心か

らお礼を申し上げます。

いよいよ厳寒に向かいますことから、皆様方には切にご自愛くださいまして、ご

多幸な新春をお迎えになりますよう、心からお祈りを申し上げる次第でございま

す。

さて、今次定例議会におきまして、条例案１３件、予算案２件、その他の事件に

つきまして、議案２件を合わせて１７件のご審議をお願いを申し上げるところでご

ざいます。議案の内容につきましては、後ほど説明をさせていただきたいと存じま

すが、何とぞよろしくご審議をくださいまして、ご決定を賜りますよう、お願いを

申し上げ、あいさつといたします。よろしくお願いを申し上げます。

－－－－－－－○－－－－－－－

○議長（三森義高君） どうも、ありがとうございました。
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ただいまから、平成１９年第４回高森町議会定例会を開会いたします。

これから、本日の会議を開きます。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（三森義高君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定により、１０番 後藤英範君、１

番 立山広滋君を指名します。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第２ 会期の決定

○議長（三森義高君） 日程第２ 会期の決定を議題といたします。

会期の決定につきましては、議会運営委員会に付託してありましたので、委員長

の報告を求めます。議会運営委員長 甲斐廣國君。

○議会運営委員長（甲斐廣國君） おはようございます。５番 甲斐です。

会期の報告を申し上げます。

議会運営委員会に付託されておりました平成１９年第４回高森町議会定例会の会

期については、本日１２月１０日から１２月１７日までの８日間と決定しておりま

す。以上、報告終わります。

○議長（三森義高君） 議会運営委員長の報告のとおり決定したいと思いますが、これ

にご異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 異議なしと認めます。よって、会期は、本日から１２月１７日

までの８日間と決定しました。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第３ 議案第５２号 阿蘇広域行政事務組合の共同処理する事務及び規約の一部

変更について

○議長（三森義高君） 日程第３ 議案第５２号、阿蘇広域行政事務組合の共同処理す

る事務及び規約の一部変更についてを議題とします。

本案について、提案理由の説明を求めます。総務課長 岩下健治君。

○総務課長（岩下健治君） おはようございます。

それでは、議案第５２号、阿蘇広域行政事務組合の共同処理する事務及び規約の

一部変更について、提案理由をご説明いたします。

新旧対照表を見ていただきたいと思います。広域行政事務組合では、３条の表
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中、第１５号に係ります業務、結核予防法・老人保健法・労働安全法に基づきます

健康診査・予防等に関する事務、いわゆる健診業務でございます。を行ってまいり

ましたが、平成１９年度をもって、事業を終了することとなったために、組合規約

を変更するものでございます。また、１５号を削るため、１６号、１７号を１号ず

つ繰り上げ、それぞれ１５号、１６号とし、第１１条の条文を整理いたすものでご

ざいます。

関係市町村の同文議決案件となっておりまして、施行日は、来年４月１日からと

なっております。

慎重ご審議をいただきまして、ご決定賜りますよう、よろしくお願いを申し上げ

まして、説明といたします。

○議長（三森義高君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行いま

す。質疑はありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 質疑なしと認めます。

これから討論を行います。討論はありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 討論なしと認めます。

これから、議案第５２号についてを採決します。

本件については、原案のとおり決定したいと思います。これにご異議ありません

か。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 異議なしと認めます。したがって、議案第５２号、阿蘇広域行

政事務組合の共同処理する事務及び規約の一部変更については、原案のとおり可決

されました。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第４ 議案第５３号 公有財産の取得について

○議長（三森義高君） 日程第４ 議案第５３号、公有財産の取得についてを議題とし

ます。

本案について、提案理由の説明を求めます。産業観光課長 後藤正三君。

○産業観光課長（後藤正三君） おはようございます。

議案第５３号で提案いたしました公有財産の取得について、ご説明いたします。

まず、誠に申し訳ありませんけども、議案第５３号を開いていただきたいと思い
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ますが、その中の４、取得の相手方、高森町大字高森７０６番地、「岩下勝尚」と

名前がありますが、「ひさ」の字が「久しい」という字が間違っておりました。こ

れを「尚」の字ですね。「和尚」の「尚」の「尚」字ですけども、「ひさ」の字が

「尚」となっております。大変申し訳ありませんでした。お詫び申し上げます。

今回の提案は、第２回定例会で予算の議決をいただきました湧水トンネル公園の

駐車場用地を取得するために、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処

分に関する条例第３条の規定により、提案するものであります。

なお、農地法に関する農業委員会の許可については、平成１９年９月２１日に下

りております。

ご審議の上、ご決定いただきますよう、お願いを申し上げ、説明といたします。

○議長（三森義高君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行いま

す。質疑はありませんか。５番 甲斐廣國君。

○５番（甲斐廣國君） ５番 甲斐です。

こういう議案を出す場合に、全く、私達もこの場所がわからんわけですけれど

も、簡単な地図でも付けていただくと、結構かというふうに思っております。

このことについては、もう反対するわけでもございませんけれども、今、やっぱ

り非常に財政が厳しい中で、だんだん、こういう財産を求めていくのにどうかとい

う気持ちもするわけでございますが、湧水トンネル、年々、入場者も減りつつある

中で、また、いっぱい周囲に駐車場が、借地ですか、あるようでございますけれど

も、その利用率、利用状況ですね、いろいろ七夕祭りとか、今度は１２月、ファン

タジーがありますけれども、七夕祭りあたりに、私も今年は全然出席をしておりま

せんけれども、どういう状況であるか、まだ、あれでも足らないのかどうか、そう

いった点、お聞きをしたいというふうに思っています。

よろしくお願いいたします。

○議長（三森義高君） 産業観光課長 後藤正三君。自席からどうぞ。

○産業観光課長（後藤正三君） 今のご質問に対しまして、大変申し訳ありませんでし

た。第２回定例会の時に、かなりそこら辺、ご説明申し上げていましたので、今回

は付けてませんで、大変申し訳ありませんでした。

駐車場の利用状況についてですけども、大体、平成１８年度で２１万人ぐらいで

す。今年度が、少し下がりまして、１１月現在で１６万人ということになっており

ます。それから、駐車場の状況ですけども、なぜ財産の取得をするかと申します

と、町が借用している土地の所有者の方もどうしても処分をしたいというご相談が
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ありましたので、町といたしましても、駐車場がなくなりますと大変なことになり

ますので、それで、取得を考えております。

駐車場の利用状況ですけども、基本的には、夏場につきましては、普通の日でも

上の駐車場と下の駐車場の夏休み時期になりますと、大体、下の駐車場３分の１程

度は埋まります。それから、土曜日曜、夏休み、７月から９月ぐらいまでにかけて

ですけども、土曜日曜では７割・８割はまず入ります。それから、満車の状態、下

の駐車場ですね、上もありますけども、上は当然、満車になるんですけども、今

度、買おうとしている駐車場の７割・８割ぐらいは、大体満車になると。これまで

は、この土地がなくなりますと、この土地と今日の相馬議員さんの土地をお借りし

ているんですけども、この土地がない以前は、小学校のグラウンド等を借りており

ました。これにつきましては、教育財産で、土曜日曜の都度借りるということにつ

いては、非常にやっぱり問題があると、それから、以前は、私も近くに住んでいる

んですけども、道沿いにかなり止められていて、近辺の住宅の方がちょっと迷惑す

るという状況もございました。それで、これまで借りていた土地につきまして、何

とか購入したいと。トンネルの収入につきましては、こういう駐車場があるからあ

る程度収入があるということで、置き場がなければ、それだけお客さんがどうして

も入れませんので、収入が上がるというよりも、多分、近所のいろんな迷惑になる

のかなと思っております。そういう理由で、今回、提案しております。

以上でございます。

○議長（三森義高君） 他にございませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。

本案は、建設経済常任委員会に付託したいと思います。これにご異議ありません

か。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 異議なしと認めます。したがって、議案第５３号は、建設経済

常任委員会に付託することに決定いたしました。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第５ 議案第５４号 職員の自己啓発等休業に関する条例の制定について

○議長（三森義高君） 日程第５ 議案第５４号、職員の自己啓発等休業に関する条例

の制定についてを議題といたします。
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本案について、提案理由の説明を求めます。総務課長 岩下健治君。

○総務課長（岩下健治君） 議案第５４号、職員の自己啓発等休業に関する条例の制定

について、提案理由をご説明いたします。

今回、ご提案を申し上げました本条例につきましては、地方公務員法の一部改正

に伴いまして、法第２６条の５において、自己啓発等休業の規定がなされたことに

よります条例の制定でございます。

自己啓発等休業でございますけれども、これは、職員に自己啓発及び国際協力の

機会を提供することを目的として、職員が自発的に大学等における就学や国際貢献

活動のために職員としての身分を保有しつつ、職務に従事しない無休の制度でござ

います。休業の期間といたしましては、大学等課程の履修のための休業にあって

は、原則２カ年間、国際貢献活動のための休業にあっては３カ年間といたしており

ます。

また、５条の奉仕活動におきまして、独立行政法人国際協力機構法に基づく開発

途上地域における奉仕活動の他、現在まで国際交流で友好関係のありますモンタナ

州カリスペル市での奉仕活動も対象といたしております。

第６条から９条では、承認の申請・期間の延長・承認の取り消し等を規定し、ま

た、１０条におきましては、職務復帰後における号級の調整を規定いたしておりま

す。

施行日は、平成２０年１月１日といたしております。

どうぞ慎重ご審議をいただきまして、ご決定賜りますよう、よろしくお願いを申

し上げ、説明といたします。

○議長（三森義高君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行いま

す。質疑はありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。

本案は、総務常任委員会に付託したいと思います。これにご異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 異議なしと認めます。したがって、議案第５４号は、総務常任

委員会に付託すること決定いたしました。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第６ 議案第５５号 政治倫理の確立のための高森町長の資産等の公開に関する
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条例の一部改正について

○議長（三森義高君） 日程第６ 議案第５５号、政治倫理の確立のための高森町長の

資産等の公開に関する条例の一部改正についてを議題といたします。

本案について、提案理由の説明を求めます。総務課長 岩下健治君。

○総務課長（岩下健治君） 議案第５５号、政治倫理の確立のための高森町長の資産等

の公開に関する条例の一部改正について、ご説明を申し上げます。

今回、提案をいたしました条例の一部改正につきましては、提案理由にも掲げて

おりますように、郵政民営化法等の制定、及び証券取引等の一部改正がなされたこ

とによりまして、郵政公社の解散及び新会社の設立によりまして、郵便貯金・通常

郵便貯金という言葉が使われなくなりました。また、証券取引等が改正されまし

て、金融商品取引法に改められたことなどによります条文の整理を行ったものでご

ざいます。

施行日につきましては、郵政民営化法等の施行の日に合わせ、平成１９年１０月

１日からの適用といたしております。

以上、ご説明を申し上げましたが、慎重ご審議をいただきまして、ご決定くださ

いますよう、よろしくお願いを申し上げます。

○議長（三森義高君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行いま

す。質疑はありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。

本案は、総務常任委員会に付託したいと思います。これにご異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 異議なしと認めます。したがって、議案第５５号は、総務常任

委員会に付託すること決定いたしました。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第７ 議案第５６号 高森町情報公開条例の一部改正について

○議長（三森義高君） 日程第７ 議案第５６号、高森町情報公開条例の一部改正につ

いてを議題とします。

本案について、提案理由の説明を求めます。総務課長 岩下健治君。

○総務課長（岩下健治君） 議案第５６号、高森町情報公開条例の一部改正についての

提案理由をご説明申し上げます。
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本条例の一部改正につきましても、前議案同様、郵政民営化法等の制定に伴いま

す条文の整理でございまして、第７条２項中、日本郵政公社がなくなりましたの

で、これを削除するものでございます。

施行日につきましては、同じく、郵政民営化法の施行日に合わせ、平成１９年１

０月１日からの適用といたしております。

慎重ご審議をいただきまして、ご決定賜りますよう、お願いを申し上げ、説明と

いたします。

○議長（三森義高君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行いま

す。質疑はありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 質疑なしと認めます。

これから討論を行います。討論はありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 討論なしと認めます。

これから、議案第５６号についてを採決します。

本件については、原案のとおり決定したいと思います。これにご異議ありません

か。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 異議なしと認めます。したがって、議案第５６号、高森町情報

公開条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第８ 議案第５７号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について

○議長（三森義高君） 日程第８ 議案第５７号、職員の勤務時間、休暇等に関する条

例の一部改正についてを議題とします。

本案について、提案理由の説明を求めます。総務課長 岩下健治君。

○総務課長（岩下健治君） 議案第５７号、職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一

部改正についての提案説明をいたします。

今回の条例の一部改正につきましては、地方公務員の育児に関する法律が改正さ

れまして、育児のための短時間勤務制度が導入されたことによるものであります。

この短時間勤務とは、職員が職務を完全に離れることなく、育児を行うことがで

きるよう、常勤職員のまま、育児のため、短時間勤務を認める制度でございます。

職員は、この制度の導入によりまして、任命権者の承認を受けて、小学校就学の
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始期に至るまでの子供、いわゆる満６歳に達する以後の 初の３月３１日までの子

供ということであります。その子を養育するため、常時勤務を要する職を締めたま

まで、条例で定めるいずれかの勤務の形態によりまして、職員が希望する日、及び

時間帯において、勤務することができることとなります。その他、１週間の勤務時

間、週休日及び勤務時間、地域の勤務時間以外の時間における勤務等の範囲を定め

ております。

なお、給与等におきましては、当該職員の１週間当たりの勤務時間に応じた支給

割合ということになります。

以上、ご説明を申し上げましたが、慎重ご審議をいただきまして、ご決定賜りま

すよう、よろしくお願いを申し上げます。

○議長（三森義高君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行いま

す。質疑はありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 質疑なしと認めます。

これから討論を行います。討論はありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 討論なしと認めます。

これから、議案第５７号についてを採決します。

本案については、原案のとおり決定したいと思います。これにご異議ありません

か。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 異議なしと認めます。したがって、議案第５７号、職員の勤務

時間、休暇等に関する条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第９ 議案第５８号 職員の育児休業等に関する条例の一部改正について

○議長（三森義高君） 日程第９ 議案第５８号、職員の育児休業等に関する条例の一

部改正についてを議題といたします。

本案について、提案理由の説明を求めます。総務課長 岩下健治君。

○総務課長（岩下健治君） 議案第５８号、職員の育児休業等に関する条例の一部改正

について、提案理由をご説明を申し上げます。

本改正条例もまた、先の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する

条例と同様、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正がなされたことによ
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ります条例の改正でございます。

内容といたしましては、再度の育児をすることができる特別の事由の追加、育児

休業をした職員の職務復帰後における号級の調整に関する規定の改正、育児短時間

勤務制度及びそれに伴う短時間勤務制度の導入に係る規定の追加、部分休業の承認

要件の緩和などを規定しております。その他、育児休業法が条例に委任しておりま

す条番号等を追加、文言の修正を行っております。

以上、ご説明申し上げましたが、慎重ご審議いただきまして、ご決定賜りますよ

う、よろしくお願いをいたします。

○議長（三森義高君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行いま

す。質疑はありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 質疑なしと認めます。

これから討論を行います。討論はありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 討論なしと認めます。

これから、議案第５８号についてを採決します。

本件については、原案のとおり決定したいと思います。これにご異議ありません

か。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 異議なしと認めます。したがって、議案第５８号、職員の育児

休業等に関する条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第１０ 議案第５９号 高森町税条例の一部改正ついて

○議長（三森義高君） 日程第１０ 議案第５９号、高森町税条例の一部改正について

を議題といたします。

本案について、提案理由の説明を求めます。税務課長 桐原一紀君。

○税務課長（桐原一紀君） おはようございます。

それでは、議案第５９号、高森町税条例の一部を改正する条例について、ご説明

申し上げます。

今回の改正は、先の国の三位一体の一環として、国から地方への税源移譲に伴い

まして、住民税と所得税の税率の構造が変更になりました。すでに、本年１月から

所得税が減りまして、その分、６月から住民税が増え、基本的には、税源の移し替
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えで、所得税と住民税の合計額は変わりませんけども、平成１１年から景気対策の

ため、導入されました定率減税の制度が、本年廃止となったことに伴いまして、住

民税の負担の増が生じてまいりました。したがいまして、住民税の納期の３期を４

期に改善いたしまして、納税者の負担軽減を行うために、本条例の一部を改正する

ものであります。

以上、ご説明申し上げましたが、よろしくご審議を賜り、ご決定くださいますよ

う申し上げ、説明を終わります。

○議長（三森義高君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行いま

す。質疑はありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。

本案は、総務常任委員会に付託したいと思います。これにご異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 異議なしと認めます。したがって、議案第５９号は、総務常任

委員会に付託すること決定いたしました。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第１１ 議案第６０号 高森町国民健康保険税条例の一部改正について

○議長（三森義高君） 日程第１１ 議案第６０号、高森町国民健康保険税条例の一部

改正についてを議題といたします。

本案について、提案理由の説明を求めます。住民福祉課長 佐伯秀和君。

○住民福祉課長（佐伯秀和君） おはようございます。

それでは、議案第６０号、高森町国民健康保険税条例の一部改正について、提案

理由のご説明を申し上げます。

この改正は、国民健康保険法施行令の一部改正に伴いまして、条例を改正するも

のでございますけれども、その内容は、現在、納付書で納付いただいております普

通徴収に加え、６５歳以上７４歳以下の方を対象に、年金から直接徴収する特別徴

収制度を取り入れたことによるものでございます。

ただし、その家庭に６５歳以下の被扶養者がおられたり、また、年金の年収が１

８万円以下の家庭につきましては、従前どおり普通徴収となっております。

以上、今回の改正点を説明させていただきましたけれども、ご審議の上、決定い

ただきますように、お願い申し上げまして、説明といたします。
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○議長（三森義高君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行いま

す。質疑はありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。

本案は、文教厚生常任委員会に付託したいと思います。これにご異議ありません

か。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 異議なしと認めます。したがって、議案第６０号は、文教厚生

常任委員会に付託することに決定いたしました。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第１２ 議案第６１号 高森町保育所入所児童の費用徴収条例の一部改正につい

て

○議長（三森義高君） 日程第１２ 議案第６１号、高森町保育所入所児童の費用徴収

条例の一部改正についてを議題といたします。

本案について、提案理由の説明を求めます。住民福祉課長 佐伯秀和君。

○住民福祉課長（佐伯秀和君） それでは、引き続き、議案第６１号で提案いたしてお

ります高森町保育所入所児童の費用徴収条例の一部改正について、提案理由のご説

明を申し上げます。

これは、少子化対策の一環で、熊本県の単独事業として行われております保育園

及び幼稚園に通園する児童で、３人以上が同時に入所している児童のうち、第三子

以降が保育園に入所している児童の保育料を、現在の２分の１軽減から全額免除と

いうことに改正するものでございます。

ご審議いただきまして、決定いただきますよう、お願い申し上げまして、説明を

終わらせていただきます。

○議長（三森義高君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行いま

す。質疑はありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。

本案は、文教厚生常任委員会に付託したいと思います。これにご異議ありません

か。
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 異議なしと認めます。したがって、議案第６１号は、文教厚生

常任委員会に付託することに決定いたしました。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第１３ 議案第６２号 高森町奥阿蘇特産品加工場条例の一部改正について

○議長（三森義高君） 日程第１３ 議案第６２号、高森町奥阿蘇特産品加工場条例の

一部改正についてを議題とします。

本案について、提案理由の説明を求めます。産業観光課長 後藤正三君。

○産業観光課長（後藤正三君） 議案第６２号で提案しました高森町奥阿蘇特産品加工

場条例の一部改正について、ご説明いたします。

今回の改正は、平成２０年４月１日から予定している加工場の管理を指定管理者

制度へ移行するために、必要な条例改正を行うものであります。

なお、当施設は、指定管理者の指定の手続条例の規定に関わらず、つまり、公募

を必要としない方法により、指定管理者の選定を行おうとするものであります。

ご審議の上、ご決定いただきますようお願い申し上げ、説明といたします。

○議長（三森義高君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行いま

す。質疑はありませんか。２番 森田 勝君。

○２番（森田 勝君） ２番 森田です。

ただいま、加工場条例の一部改正についてという話がありました。私は、この問

題につきまして、町長のご意見をお聞かせ願いたい。

この物産館ができまして、加工場が後ろにできているわけでございます。これの

話を聞きますと、全額町補助、それから、個人の融資はなかったという話を聞いて

おりまして、本当に町のためにできた加工場が、私達に言いますならば、全然、町

のためになっていないというよう考えを受けるわけでございます。

ましてや、町でつくってもらったものの本人は、電気料から水道代、いろいろ自

分で金も出さないで利用ができたという話を聞きまして、本当に残念に思っている

わけでございます。これを農業に例えますならば、「土地も買って、家も建てて、

肥料も農薬もやるから、あんた、これで百姓しなさい」というような感じを、私は

受けるわけでございます。

これにつきまして、町長は、どのような考えで、これを実行されたのか、お伺い

いたします。

○議長（三森義高君） 町長 藤本正一君。
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○町長（藤本正一君） 今、２番議員さんのご質問でございますが、当初、物産館とい

うことで、名を連ね、組合組織というのがございまして、私のちょっと前でござい

ますけども、組合組織ができて、いろんな組織をやりながら、あまりにも町の負担

が多すぎるということで、いろんな諸問題が出てきました。電気料問題、それこそ

水道、浄化槽問題と、いろんな諸問題がありまして、大変、前議員さん方にも大変

苦慮されて、今、改革を一つ一つやっているところでございます。当初の計画をな

されて、また、あそこに実施される建物を建てるということは、ちょっと私もその

時点には、私もまだわかりませんものですから、その後、引き継いできている状態

で、本当に今、おっしゃいましたように、あまりにも持ちつ持たれつじゃなくて、

反対に上げ膳据え膳というような感じでございました。その分は、十分、私になり

ましてから、早急に解決しなさいということで、いろんな指示をして、今やっと、

ここまで来ているところが現状です。

早い話が、当初から、そういう目的のもとに、物産館、草部地域の一つの活性化

の起爆剤となればということで、当初の目的がございまして、今、実際に、ハム工

場をなされておりますが、ドイツかフランスかわかりませんけども、わざわざ３人

共同ということで、勉強をなされ、もちろん、あそこでやると、それと、また、後

ろの婦人会の方、地域の方々が地域のいろんな物産をつくるために、いろんな設備

をしてございますが、そこも、うまく事業ができていなかったということが現状で

ございます。私になりましてから、婦人会の方々に５名か６名か、ちょっと把握は

しておりませんけども、今、いろんなお菓子をつくって、また、そのお菓子は必

ず、そこの物産館に出していただくと、そのような条件をもとに、今、お話を進め

ておるところでございます。やっと、今、私もここまで改革ができていきよるかな

と、今、そのようなところが本心でございます。

内容につきましては、担当課長の方からご説明を申し上げますので、よろしくお

願いいたします。

○議長（三森義高君） 産業観光課長 後藤正三君。自席からお願いします。

○産業観光課長（後藤正三君） まず、特産品加工場の状況ですけども、奥阿蘇物産館

の特産品加工場につきましては、平成６年４月に開設されております。その時につ

きましては、草部地区だけに限定された山村振興事業ということで実施をしており

ます。その中で、ハム加工場につきましては、本来の当初の目的ですけども、地元

養豚農家さん等もいらっしゃいます。そこと連携して、ハム加工の地元の養豚場か

ら入れて、ハム加工をやって、草部地区の特産品にしようと、物産館をつくってお
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りましたけども、その時点で、大きな特産品がないということで、特産品としてそ

ういう養豚業者さんから仕入れてやろうという、本来の大きな目的がありました。

それを奥阿蘇物産館をベースにして、他のところに、消費者に売っていこうとい

う、元々やっておりまして、町長が言いましたように、当初３名程度で共同作業で

やっていこうと考えておりましたが、実際には、現在は１名しか残っておりませ

ん。

それで、今、お話がありましたように、独占的に利用されているということで、

確かに、今、ご指摘の部分がございました。しかし、平成１９年度からは、実際使

用される電気料というのは、メーターを付けまして、奥阿蘇物産館、特産品加工場

と一般加工場ですね、これについて、メーターを付けまして、使用料については、

お互いで払っていきましょうということで、取り決めを行って、現在は、電気使用

料とか諸々の使用料については、各利用される方でお願いをしております。

今後、指定管理者につきましては、そこら辺をさらに、もっと明確化し、町はど

ういう管理をやるんだと、特産品加工場はどういう管理をやっていくんだというこ

とで、指定管理者を明確にしていきたいということで、現在も一応、協定の取り決

めをやっておりますけども、それをはっきり指定管理者ではっきり出してしまうと

いう形で、明確化したいということで、今回提案しております。

以上でございます。

○議長（三森義高君） 他にございませんか。２番 森田 勝君。

○２番（森田 勝君） 加工場も指定管理者に移行するという議題でございまして、

今、町の箱物全部眺めてみますと、指定管理者、指定管理者ということで、大変、

私達も残念に思っています。町が建てた箱物を全部指定管理者にという、この本当

に何のために建てたのかという現実を思っているわけでございます。

今後、指定管理者に移行するわけでございますけど、まだ、この議案は通ってい

ませんけど、今後、このようなことが発生しないように、特に、町においては、一

生懸命人選の権威を持ちまして、指導なり、町からの方針なりを徹底してもらって

いきたいと思っています。

以上です。

○議長（三森義高君） 他にございませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。
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本案は、建設経済常任委員会に付託したいと思います。これにご異議ありません

か。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 異議なしと認めます。したがって、議案第６２号は、建設経済

常任委員会に付託することに決定いたしました。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第１４ 議案第６３号 高森町観光交流センター条例の一部改正について

○議長（三森義高君） 日程第１４ 議案第６３号、高森町観光交流センター条例の一

部改正についてを議題とします。

本案について、提案理由の説明を求めます。産業観光課長 後藤正三君。

○産業観光課長（後藤正三君） 議案第６３号で提案しました高森町観光交流センター

条例の一部改正につきまして、説明いたします。

今回の改正は、議案第６２号と同様に、平成２０年４月１日から予定している観

光交流センターの管理を指定管理者制度へ移行するために、必要な条例改正を行う

ものであります。

なお、当施設においては、指定管理者となり得る民間事業者のノウハウを広く活

用することが有効であるという考えに基づき、今まで使用料を徴収していた食のス

ペースを情報発信室と同様に、自由に使用できるスペースとするものであります。

ご審議の上、ご決定いただきますようお願い申し上げ、説明といたします。

○議長（三森義高君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行いま

す。質疑はありませんか。６番 後藤和昭君。

○６番（後藤和昭君） ６番 後藤です。

指定管理者と観光交流センター、みんなの注目しているところでございますが、

指定管理者の前に、交流センターのところにジュースボックスが据えてあるわけで

すね。あれは、食のスペースとか、要するに、今後、借用、要するに、賃貸契約を

結んで、管理者の人達が借られることと思いますが、どういう意向があって、ああ

いうことをやったか。交流センターを一括で、例えば、ここに上げてありますが、

借り上げの時はどれしことか、してあるのに、ああいうやつを事前にやるというこ

とは、ちょっと間違っていないかというふうに感じておりますが、説明お願いしま

す。

○議長（三森義高君） 総務課長 岩下健治君。自席から。

○総務課長（岩下健治君） 自席から失礼をいたします。
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まちづくり事業支援自販機の設置につきましては、９月の総務委員会の中でもご

説明を申し上げましたけれども、交流センターだけでなくて、この庁舎にも付けて

おります。町民体育館に１基、交流センターに１基設置をしております。

これにつきましては、いわゆる自主財源の確保という面からも考慮いたしまし

て、普通使用時ですと、内部では、ここも総合センターの方にあります。土日の対

応とか、休みの時間帯の、時間帯といいますか、始業から休業終わりまして、その

後の時間帯に使用される時に、便利が悪いという声も聞いておりましたし、体育館

にしても、開いていない時は、中にありますので、買えないというようなことでご

ざいます。交流センターにつきましても、中の方で販売をされておるということで

ございますけれども、あそこが開いていない時は、使用できないということで、先

ほども言いましたように、まちづくりの一環に、町民の方からの募金箱というよう

な意味もありまして、設置をいたしております。

これは、南九州コカコーラボトリングさんと設置の契約をいたしておりまして、

その売上の２割程度、町の方に還元していただくということで、１基当たり年間２

０万円程度見込んでおりますし、それを有効にまちづくり事業の方に使わせていた

だきたいということでございます。

まず、指定管理者の話ですけれども、これにつきましては、指定管理者になられ

た方の方とご相談を申し上げていきたいというふうに考えております。

今、設置したばかりですので、予定といたしましては、年間２０万円程度、１基

当たり考えておりますけれども、売上総額云々ということでございますので、１日

２０本程度売れますと、その程度になるという試算はいたしておるところでござい

ます。

以上です。

○議長（三森義高君） ６番 後藤和昭君。

○６番（後藤和昭君） 要するに、自主財源と、これ、私がずっと１期目から掲げてい

る言葉ではございますが、要するに、半年後に指定管理者に移行するというような

ことでございます。近くには、飲食店もございます。そういう説明もあったか、ま

た、指定管理者は、要するに、産業観光課、こっちの方であると、こっちの方は、

総務のまちづくりの方でやると、連帯感がないわけですね。いろんな話を打ち合わ

せしながら、いつも申しますが、役場の６人しかおらん課長さん達が横の連帯感も

ないままに、産業観光課は知らないままに、総務の方でやっていると、町民の不満

の声も相当あるわけです。話し合いもないままにやったと。また、観光協会の方も
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その申し入れはおそらくあっていると思いますが、いろんなことをまちづくりとい

うなら、町民総参加のもとのまちづくりをやっていかにゃいかんと申しますが、い

かがでございますか。

○議長（三森義高君） 総務課長 岩下健治君。

○総務課長（岩下健治君） 当然、まちづくりは、町民皆参加ということもわかります

けれども、私どもの方も産業観光課にもお話をいたしておりますし、設置の折りに

は、現在、あそこで管理をされております観光協会の方から申し入れがありました

けれども、その前にお話をしておりまして、指定管理者の折りに考慮するんだとい

う旨で、了解はいただいているつもりでございますし、また、まちづくり、総務課

と産業観光課、ばらばらじゃないかということでございますけれども、この交流セ

ンターにつきましても、元々は企画の方でまちづくり交付金事業ということで、企

画の方でそれぞれまとめて事業につきましては、それぞれ対応できる道路部門とか

につきましては建設課、湧水トンネルにつきましては、当時の産業観光課というこ

とでやっておりまして、計画そのもののまちづくり事業交付金事業につきまして

は、総務課の企画の方の対応でございます。

以上でございます。

○議長（三森義高君） ６番 後藤和昭君。

○６番（後藤和昭君） まちづくりというような言葉でございますが、その件に関して

は、産業観光課にお任せができないのかどうかと、今は事業の途中だから、お宅達

ががんばっておられるのは十分にわかりますが、観光方面といろんなお客さん、そ

れから、対応は、これは、そっちの方に任せて、お宅達はもうちょっと大きいこと

をせんと、これ、月に１万上がっても１２万円ですよ。高森町はそんだけ落ちぶれ

ておるなら、まだまだ改革せなんとこは相当ありゃせんどかと思いますが、いかが

でございますか。

○議長（三森義高君） 総務課長 岩下健治君。

○総務課長（岩下健治君） それぞれあと２カ年で、事業計画がすでになされておりま

す。当然、交付金事業でありますし、交流センターも先取りということで、事業し

た経緯もありますので、事業そのものにつきましては、各担当の方からの事業につ

きまして、取りまとめの上、申請をして、交付金等について、財源的に企画の方で

計画をしているということでございますので、内容に踏み込んでまで、私達がどう

だこうだというふうに、総務課の方でやっているわけじゃなくて、取りまとめを財

政も含めまして、企画とともにやっているということでございますので、ご理解を
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よろしくお願いをいたしたいというふうに思います。

○議長（三森義高君） ただいまの産業観光課の方のお話も出ておりましたので、産業

観光課長 後藤正三君。

○産業観光課長（後藤正三君） 先の自動販売機につきましてですけれども、これにつ

いては、総務課より合議が来ておりまして、私達の方でも一応、認めておりますと

いうか、そういうことですということで、指定管理者、まちづくりについて、一

応、今後、こういうふうに指定管理者に出していきたいと、現在、自動販売機もま

だ付けていませんと、産業観光課の方で交流センター付けていませんという説明は

一応しております。その中で、まちづくり支援自動販売機ということで、ちょっと

目的が通常の何て言うんでしょう、商売で営業の目的とは違いますので、私達の方

も合議を受けております。

それから、今の指定管理の中で、総務課長が説明がありましたように、その自動

販売機については、私達の方で、今、指定管理を出す場合の案作りをしておりま

す。その中で、今言いましたその自動販売機についてはどうするかということで、

あくまでも、町の１つとして、それだけを残していくのか、あくまでも、それを含

めた形で指定管理者の方に出していくのかということで、それは、現在、検討を加

えております。一応、案の中では、町にするのか、指定管理者に出すのかというこ

とでまだ決定はしておりませんけれども、１つの指定管理者に出す場合の項目には

入れております。

以上でございます。

○議長（三森義高君） ６番 後藤和昭君。

○６番（後藤和昭君） もうやめようと思うとったばってん、課長がそがん言うけん、

９月議会の中で、あなたの説明違うじゃないね。まちづくりの方でやったから、私

達はそれは関知しとらんような説明を委員会の中でしたじゃないですか。

○議長（三森義高君） 産業観光課長 後藤正三君。

○産業観光課長（後藤正三君） ９月の時点で、お話がありまして、こういうことを考

えていますということで、お話をしております。その後だったと思います。こうい

うことで、支援交付金をつくりたいということで、書類が合議で回ってきましたの

で、印鑑を押しました。実際の、今、後藤議員さんが言われた問題として、一応、

こういう問題がありますということで申し入れはしております。

以上でございます。

○議長（三森義高君） ６番 後藤和昭君。
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○６番（後藤和昭君） 説明については、詳細に、その時は通過していることを話して

から、今後、こういうことを考えておると、今後、こういうふうにやりたいという

ようなことを述べていかんと、９月の中の委員会の中の説明と、ここで述べる説明

が変わってくると、これは、問題が起きるですよ。

○議長（三森義高君） 産業観光課長 後藤正三君。

○産業観光課長（後藤正三君） すみません、９月の委員会の後、総務課の方が総務委

員会の方に９月に諮って、その後に書類が確か、回ってきたと思うんですけれど

も、委員会の前でなかったというのは、ちょっと私、記憶しておりますけども、申

し訳ありません。

○議長（三森義高君） ６番 後藤和昭君。

○６番（後藤和昭君） だから、いつも言うように、連帯感を持って、つながりを大事

にしながら、委員会で言うた言葉は、全員協議会と違うとだけん、委員会に付託さ

れた案件に対しては、その重さを感じとかんといかんですよ。ぴしゃっと皆記録し

とっとだけん。

○議長（三森義高君） 他にございませんか。１番 立山広滋君。

○１番（立山広滋君） １番 立山です。

今、お話にあっております高森町の観光交流センターですね、ちょっとお聞きい

たしますけれども、この観光交流センターの建設費用、事業開始年月日、１８年度

の利用状況及び決算状況をわかれば、教えていただきたいと思います。

以上です。

○議長（三森義高君） 産業観光課長 後藤正三君。

○産業観光課長（後藤正三君） １８年度ですけども、歳出につきましてが、電気料す

べて管理委託全て込みで、４４０万円程度でございます。それから、使用料金が１

４万円でございます。約１４万円です。建設費につきましては、すみません、持っ

てきておりませんけども、すべてで２億５,０００万円ぐらいだったと思います。

それから、使用開始が１８年４月１日でございます。

以上でございます。

○議長（三森義高君） １番 立山広滋君。

○１番（立山広滋君） 今、３つほど聞きましたけれども、事業開始年月日が１８年４

月１日ということで、ここ、文書を読みますと、平成２０年の４月１日から指定管

理者に移行する予定だということで、まだ、建設して２年しか経っていませんけれ

ども、どうして、短期間、２年しか経っていない施設を早急に指定管理者に出さな
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いといけないとか、それと、観光交流センターが建設される時には、下町公民館等

々で住民説明会がありました。非常に参加者も少なかって、いろいろ意見が出たわ

けなんですけれども、今、観光交流センターが建っておりますけれども、住民の皆

様も説明会に来なかったということも悪いんですけれども、建った後で、いろいろ

文句と言いますかね、そういう声が出ていますけれども、２年間、先ほども申し上

げましたように、２年間しか経っていないのに、どうして指定管理者に出すのか、

そういう予想をして建てたのか、全然計画性がなかったのか、その辺のところをち

ょっとお聞きしたいと思います。

○議長（三森義高君） 産業観光課長 後藤正三君。

○産業観光課長（後藤正三君） これは、先ほど、総務課長が説明しましたまちづくり

交付金の中で事業実施しているわけですけれども、指定管理者につきましては、当

初から２０年から出すという具体的な考えではなかったですけども、基本的には、

指定管理者に出すのを前提にということで、基本的には考えておりました。その中

で、なぜ、指定管理者に出すのかというような、できた年の翌年ぐらいからでも出

していこうかと、民間のノウハウを使うためにという考え方もありましたが、費用

の問題、算定する場合に、どのぐらいの費用がかかって、どのぐらいの指定管理者

に出す場合の費用が必要だということで、１年経過程度では、ちょっと試算がしづ

らいということです。

それから、住民説明会についてですけども、下町公民館で、確かに行っておりま

す。参加も非常に少のうございましたので、その後か以前かちょっと忘れましたけ

ども、高森広報等でもこういう計画を全体的計画、交流センターの計画について

は、高森広報等でも掲載しております。その後に、できた後に、利用が悪いどうの

といういろんな意見はありますし、逆に、良かったという意見もあります。ただ、

私達からすれば、せっかくつくった、つくることについては、町の風と森の会とい

う民間の組織がありますけども、そこら辺と話し合ってやっていたんですけども、

ただ、私達もちょっと悪い部分はつくった後のどうしても宣伝不足の部分があるの

かなということで、特に、中心市街地活性化という大きな項目がありますので、そ

の中で、町の人の単なる会議じゃなくて、いろんな催し物に使っていただきたいと

いうことで、今でもお願いはしているんですけども、ちょっと宣伝が悪いかなとい

うことで、利用状況が悪くなっていると思います。

それから、指定管理者につきましては、今言った民間のノウハウを使っていきた

いということで、食のスペースとかがご指摘のように、非常に利用度が悪うござい
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ます。これについては、民間のノウハウを使って、今後、有効利用をしたいという

考えのもとに指定管理者に出しております。

以上でございます。

○議長（三森義高君） 他にございませんか。３番 田上更生君。

○３番（田上更生君） ３番 田上です。

先ほど、今の観光交流センター、１８年度の４月１日から稼働というようなこと

でございますけれども、 初から民間のノウハウを入れるというような過程の中で

やっているというようなことが、私は、今回も指定管理者に出す基準額なりの算定

を誤らせているのではないかというふうに思うんですよ。なぜ、一番 初から民間

に意見を求められて、建設をされたというふうに思います。その中で、なぜ、今は

もう１年あまりの中で、民間のノウハウが必要なのか、私は、そこ辺に疑問を感じ

るんですが、藤本町長になられてからの建設でございますけれども、町長、そこら

辺、どういうふうにお考えですか。

○議長（三森義高君） 町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） 課長の方からも内容については説明がございましたが、風と森

の会というのと数年かかりまして、旧産交バスの跡地を購入し、何かを、町の拠点

づくりをやろうということで、前町長から引き継いで、その中に風と森の会という

のがございまして、そういうものを立ち上げた中に、約４年かかって計画なされ

て、それを私も議員の時に一緒にどういうものがよかろうと、いろんなお話をした

ところの経緯がございます。その中で、一番いいのは、町の拠点づくりの観光交流

センターということになって、地域の方々にご説明を申し上げたのが現状です。

それと、その時はまだ、風と森の会の時は、まだ指定管理者制度が、小泉さんに

なってから、指定管理者、民間のノウハウを使いなさいと一気に出てきたと。その

中に、まだ、交流センターができてありませんでしたから、どういうふうな使い

方、今の湧水館にもしかりです。湧水館ございましたが、そういうことで、指定管

理者も、ぽっと小泉政権になりましてから、そういう制度を早く民間に、国で大き

な制度でいいますならば、郵便局の話が民間になったみたいなもので、あれは国の

方でやりましたが、私どものところもそうやって、一つ一つを民間にお願いし、民

の活力が出るようにしてあげなさいというのが、一番私どもの目的である。それ

と、財政的なものが少しは軽くなるんじゃなかろうかなと、そういう民間の場合、

公よりも民の方がいいというような制度のもとに進めているのが現状です。

その時は、初めから管理者制度ということでございましたが、今、課長が申しま
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したように、いくらぐらい、どの程度の経費がかかるのかというのが、全然想像が

ついていないということで、今回、２年ほど経験し、どの程度の経費が必要ですよ

という案が出ましたから、今回、管理者制度に移行しようというようなところで

す。

管理者制度というのも、今、各地域、いろんなところで、温泉館にしかり、いろ

んなところで管理者制度ということで、今やってございます。今、堆肥センターも

そうでございますが、順次、町の方で行っているのは、順次、管理者制度に持って

いくのが、一番ベターなやり方ではなかろうかなというふうに考えております。当

初から管理者制度というのは、少し無理だったかなと、そのように思っておりま

す。

○議長（三森義高君） ３番 田上更生君。

○３番（田上更生君） 今、指定管理者制度というようなことで、町が建設をした箱物

を相当数、指定管理者に数件出ております。その中で、ほとんどの施設が赤字と、

町からの補填というようなことでなされておりますけれども、やはり、もう少し、

建設に当たって、やはり慎重な審議を加えて、そして、やはり、今回の観光交流セ

ンターにいたしましても、しっかりとした利用目的なり、そこら辺を何もないまま

に、今、課長、民間のノウハウを入れる、入れると言いますけれども、その時点か

ら、やはり、そういう議論は重ねておいてやるべき問題ではないだろうか。今、財

政が厳しい、厳しい言われる中で、町民にも相当な犠牲を強いているというふうに

思います。

だから、なおさら、今、財政が厳しくなったのは、今、ここ１、２年で始まった

ことではないだろうというふうに思いますけれども、やはり、そういう部分につい

ては、やはり、民間の人達、いろんな人達のいろんな団体等のご意見も伺いなが

ら、観光交流センター建設をされたというふうに思いますけれども、そこら辺、ど

うういうふうにお考えですか。

○議長（三森義高君） 産業観光課長 後藤正三君。

○産業観光課長（後藤正三君） 今、議員さんもありましたように、なぜああいう施設

ができたかというのは、今、言いました。民間の、民間と言いましても、すべての

民間の人じゃないですけど、地域住民の代表というか、そういう方との話し合いの

中ででてきております。その中で、今、おっしゃったみたいに、交流室につきまし

ては、ある程度、利用度かなり上がっております。さっき言いました１４万円のう

ち、利用者的には数万人ですね。不特定多数もいますので、イベントとかしますの
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で、不特定多数もいますので、はっきりした数字は言えませんけれども、申し込む

だけでは、ある程度把握できる分は１万人以上いると、しかし、今、言いました食

のスペースにつきましてが、いろんなそういう話し合いの中で要望として上がって

きて、具体的にどういうことに使いたいということで、要望等上がってつくってお

ります。それにつきましては、基本的に、イベントの時に使うと。ただ、暗黙で使

うじゃなくて、食のイベントとかいろんなので使っていきたいということで、ある

程度、考えてつくった施設ではあります。

ただし、今、ご指摘のように、食のスペースについてが、一番活かされていない

と。情報発信スペースにつきましては、もちろん、産交バスさん、いろんなバス、

いろんな観光協会が入っておりますので、観光等の情報のためにたくさんの方が寄

られているということで、食のスペースにつきましては、当初考えていたとおりに

運用されていない。

それと、もう１つ、交付金事業でありますけども、１業者さんに委託すれば難し

くない話じゃあるんですけども、そういう目的でつくった施設ではないし、そうい

うことをやっていれば、交付金事業にそぐわないという問題もございます。そこら

辺で、ある程度、指定管理で受けた業者さんが１業者さん、商売の事業者さんに出

すことについては、非常にある程度制約はしたいと思いますけども、そういう食の

開発、受けた方が新たな取り組みをされて、そこで収益を上げて、管理費をある程

度の収益が上がってくればとはいうふうに考えております。

ご指摘のとおり、非常にそこら辺があいまいな部分があったのは事実でございま

す。

以上でございます。

○議長（三森義高君） 他にございませんか。１０番 後藤英範君。

○１０番（後藤英範君） いよいよ回ってきました。

今、聞くところによると、食のスペースは、限られたことに貸すわけですか。イ

ベントしか使われないわけですかね。

○議長（三森義高君） 産業観光課長 後藤正三君。

○産業観光課長（後藤正三君） 限られたことしか使われないということじゃなくて、

ある食の業者さんが１人だけ入って、そこで商売をして、利益を１人だけ上げても

らうということは、ちょっと難しいわけですね。全く、例えば、高森、私達がどこ

かのやりたいという人に１個人に貸し与えるということはとても難しいと。ただ

し、指定管理者制度でとられたところが、それを採択して出すことはちょっと困る
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なと、私達は考えています。ただ、その指定管理が受けられた方が自分とことして

何かを経営していくと、食を経営していくという場合には、もちろん、私達と協議

になりますけども、そこら辺はいいのかなと。

今、言いました指定管理者について、案作りをしておりまして、具体的にこう決

まりましたということは、現時点ではまだちょっと言えない状況にございます。

以上でございます。

○議長（三森義高君） １０番 後藤英範君。

○１０番（後藤英範君） 聞きたいとは、１０日前だったと思うんですよ。病院に行っ

てから、ここばちょっと借ろうかと思ったら、断られましたと、断られたって、そ

ういうことが、私も内容がようわからんけど、おそらく、食の何かの何名かが使う

ところで、お借りになって断られたじゃないかと思うわけです。そこら辺はようわ

からんけど、そういうことはなかったですかね。この１カ月ぐらい前と思います。

○議長（三森義高君） 産業観光課長 後藤正三君。

○産業観光課長（後藤正三君） 現在は公の施設ですので、調理室とかございますけど

も、申し込みをして、基本的にいただければ、予約が重複していない限りは一般の

方が誰でも基本的には利用できます。

以上でございます。

○議長（三森義高君） １０番 後藤英範君。

○１０番（後藤英範君） 断ることはなかですか。

○議長（三森義高君） 産業観光課長 後藤正三君。

○産業観光課長（後藤正三君） うちの方からは書類が上がってきたのを、食のスペー

スを断った経緯はありません。ただし、さっき言いましたように、重複とか、たま

たま同じ日にかぶっている場合も、ここは使うようになっていますのでということ

で、申し込みされる以前にはっきりわかっていれば、断ることはあると思います。

ただし、申し込みにつきましては、一応、観光協会の方でも受付できるようになっ

ていますし、町でも受付できるようになっていますので、重複している場合に、申

込用紙を書かれる以前にわかっていれば、断る場合はありますので、はっきりとし

ては、町の方で断ったということについてはないだけで、実際、事前に断っている

可能性はあると思います。

以上でございます。

○議長（三森義高君） １０番 後藤英範君。

○１０番（後藤英範君） よく聞いてから、明日また、どうであったということを申し
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上げます。どうもありがとうございました。

○議長（三森義高君） 他にございませんか。２番 森田 勝君。

○２番（森田 勝君） ２番 森田です。

私は、交流センターの説明会につきまして、中学校、それから下町の公民館にも

２度足を運びまして、私は反対という意見を確か出しました。それにつきまして、

町長も答弁をされまして、この交流センターは、現在、湧水トンネルの観光客を町

の中に誘致するということで、私もそれは大変いいことだと思いましたけど、それ

にするには、現在の町の中の活気を行ってからで、取り組んで遅くないかという意

見も出したと思います。

本当に現在、湧水トンネル公園から観光客、足を運ばれているのか。それから、

あそこで、交流センターで月に、週１回とは申されなかったか、はっきり覚えてい

ませんけど、週に１、２回はあそこで交流センターの中で、何かイベントをするよ

うな話をされました。実質、現在、新酒祭、それから、風鎮祭では活用されていま

すけど、他に何も見えないところがございますが、その件について、町長の考えを

お願いします。

○議長（三森義高君） 町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） 先ほども申しましたように、中心街の活性化の拠点づくりとい

うことで、観光交流センターができました。もちろん、湧水トンネルから町全体を

５カ年計画で、まちづくり交付金というものを使いながら、町の内容を変えようと

いうことで、今、そういうのも含めまして、駅から湧水館まで工事が終わったとこ

ろでございます。

今から、設計が終わるんじゃなかろうかなと思っておりますけども、今から湧水

館から交流センターに向かって、安心して歩ける、また、横町あたりも、今、水船

とかいっぱいございます。それがちゃんとした計画の中に載ってございます。その

中期計画の案に従いまして、今、順次進めているのが現状であろうと、もちろん、

町の活性化につきましては、いろんなところでお話をしながら、なかなかこれとい

った策が見つからず、今、おっしゃいましたように、新酒祭なり、８月の風鎮祭と

か、できる限り、町の行事の一環といたしましては、観光交流センターを利用して

いこうと、また、できる限り、老人会の方々、また、婦人会の方々、いろんな会合

あるごとく、行事ある時には、必ず、町の交流センターを是非、利用していただき

たいということで、今、できるだけ、町の方に集まっていただくような、そういう

ことにつきましては、できるだけ、お話を申し上げているところでございます。
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町中の活性化というのは、なかなか個人の土地があったり、個人的にやはり、お

子さん方がよそに出て、熊本市内にお住みになったりとか、いろんな諸問題がござ

いまして、なかなかこれと、こうしてやるというのは、なかなか難しゅうございま

す。なかなかそこまで私の方の力不足と言いますか、なかなか家庭的な事情があっ

たりとか、プライベートなことがあったり、いろいろ大変な諸問題が、今、ありま

すが、できる限り、当初の目的に沿うように、がんばっているところでございます

ので、もうしばらくご理解をいただきたいと、そのように思います。

○議長（三森義高君） 他にございませんか。５番 甲斐廣國君。

○５番（甲斐廣國君） ５番 甲斐です。

皆さんのいろいろ意見を聞いて、当時、私もちょうど総務委員会でこれは決定を

して、事業に入ったわけでございますけれども、やっぱりなかなか、いいと思って

やったことが、結果的にこういうような形になると、責任の追及になってくるわけ

でございますけれども、 近のテレビも見ておりましたが、新幹線が通るからとい

うことで、大きな駅前の開発をやった結果、残念ながら、お客が通り越してしまっ

て、逆に、寂れていくというようなテレビの放映を見ておりました。

全くそういうことじゃないかというふうに思っております。これをつくる時は、

風と森の会と一緒になって、この企画課が４０回とか５０回とか、はっきりしてお

りませんけれども、会議を重ねながら、そしてまた、私達総務委員会もいろいろな

ところを見て回って、そして、 終的に、これより他にないだろうと、あれができ

る前に、産交跡地２段になっておりまして、町の中の格好も悪いということで、何

かやらにゃいかんということで、あれが結論になったわけでありますけれども、結

果的には、非常に全体的に何もかもが寂れておりますので、なかなか一挙に思うよ

うにならないのが今の現状じゃないかというふうに思っております。

やっぱり、批判することも大事です。しかし、これから、我々、この１０人の議

員なり、あるいは、執行部は同志、これに立ち向かって、少しでも前に進む、にぎ

やかな町を取り戻す、そういう提案をしながらやっていかにゃならんのじゃないか

と、私はそういうふうに感じております。

大変、難しい問題でありますけれども、企画課がなくなりましたけれども、産業

振興課に聞きたいと思いますけれども、あの当時、５億だったと思います、総額。

今年は、あまり目立った事業もなされておりませんけれども、継続事業がどうなっ

ておるのか、もう終わりなのか、あるいは、町中に今さっき話がありましたよう

に、石畳ですかね、そういったものをつくったりとか、あるいは、中間に山引きの
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優秀な山を展示するところをつくるとか、いろいろ構想があったわけですけれど

も、そういった問題がどうなっておるのか、お聞きをしたいというふうに思ってお

ります。

○議長（三森義高君） 産業観光課長 後藤正三君。

○産業観光課長（後藤正三君） 今、お話がありましたように、観光交流センターを含

めましたまちづくり交付金事業につきまして、一応平成２１年度まで計画しており

ます。本年度につきましてが、上在～昭和線の歩道整備、それから、下町～湧水館

線の、元専売公社の急カーブになっているところの整備、それから、西蓮寺線の町

道の狭い道があるんですけども、そこのカラー舗装等やっております。これにつき

ましては、今、先ほども話が出ましたように、私達からすれば、湧水トンネル公園

の方からお客さんが来たいということの歩道整備、それから、そういう補助事業に

のせて、町道を整備していきたいということの歩道整備と観光客の流れを町中に運

びたいというその線の道路整備でございます。

それから、２０年度以降につきましても、カラー舗装・歩道整備、それから、湧

水公園につきまして、今の公園内の再整備を考えております。ただし、これにつき

ましては、以前に、農業の補助事業をもらっておりますので、すべてが扱える補助

事業、もうもらって事業やっている部分がありますので、それについては、すべて

は使えないということで、さっきからもお話があっておりますように、じゃあ、お

客さんが町中に来ていないじゃないかということで、全くゼロではありません。し

かし、現時点では、非常に少ないし、もちろん、観光交流センターでバスで来られ

て、もちろん案内しますので、湧水トンネル行かれるという方もいらっしゃいま

す。しかし、たくさんではございません。

それから、もう１つ、先ほどから出ていますように、じゃあ、湧水トンネルに来

て、町中に何を来ても何もないじゃないかという事実、ございます。基本的には、

その事業につきましても、これは、まちづくり交付金事業とは関係ありませんけど

も、ソフト事業でちょっとメインをつくりたい、食でもいいですけども、そういう

メインをつくっていきたいと、本当は、先の食のスペースもそうなんですけども、

基本的には、人が集まるところの大体、何か有名になったというのは、大体食べ物

ですね、が多いですので、本当は食のスペースで、そういう食の開発とかをやって

いこうという考えでおりました。もちろん、民間でですけども、そこら辺がスムー

ズに動いていないと。

それと、今言ったように、メインが非常に弱いので、何か１つでもメインをつく



－ 35 －

り出して、湧水トンネルに来た方を町中の方に、ああいうことがある、ちょっと町

中まで歩いていこうと、交流センターに寄ろうと、そういうふうな形で持っていき

たいということでございます。

今言いましたように、事業自体がすべて終わって、交流センターが利用度が悪い

ということではなくて、事業の途中であるということは、ご理解いただきたいと思

います。

ただし、将来にわたって、そういうふうに増やすためにどうやったらいいんだと

いうことで、現在、そういうソフト面についても、考えて、ちょっと２０年度から

行動するような形ではあります。

以上でございます。

○議長（三森義高君） 他にございませんか。１番 立山広滋君。

○１番（立山広滋君） 今、先輩議員の方から、やや悲観的なご意見が出ましたけれど

も、やがて建設されて２年が経ちますけれども、いろいろ町長と担当課長にはご批

判もありますけれども、批判を受けないことには、先には進みませんので、来年の

４月１日、もし、指定管理者移行された後、どこが受けられるかわかりませんけれ

ども、受けられた後は、町としても、大いにバックアップしていただきたいと思い

ます。

それと、私、建設経済委員じゃありませんけれども、ちなみに申し上げますけれ

ども、食のスペースが非常に利用状況が悪いということで、私、ある一流な方に聞

いたんですよ。そしたら、あそこは、うどん・そば・ラーメン、そういうものしか

できないということで、非常に施設の設備が悪いということも聞きましたので、そ

の辺のところも頭に入れておいていただきたいと思います。

以上です。

○議長（三森義高君） 他にございませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。

本案は、建設経済常任委員会に付託したいと思います。これにご異議ありません

か。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 異議なしと認めます。したがって、議案第６３号は、建設経済

常任委員会に付託することに決定いたしました。
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－－－－－－－○－－－－－－－

○議長（三森義高君） お諮りいたします。

しばらく休憩したいと思いますが、ご異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 異議なしと認めます。それでは、１２時前１０分でございます

ので、１時から開きたいと思いますので、よろしくお願いいたしたいと思います。

－－－－－－－○－－－－－－－

休憩 午前１１時５０分

再開 午後 １時００分

－－－－－－－○－－－－－－－

○議長（三森義高君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第１５ 議案第６４号 高森町営住宅条例の一部改正について

日程第１６ 議案第６５号 高森町特定公共賃貸住宅条例の一部改正について

○議長（三森義高君） 日程第１５ 議案第６４号、高森町営住宅条例の一部改正につ

いて、及び、日程第１６ 議案第６５号、高森町特定公共賃貸住宅条例の一部改正

についてを一括議題といたします。

議案第６４号及び議案第６５号について、提案理由の説明を求めます。建設課長

瀬井公吉郎君。

○建設課長（瀬井公吉郎君） こんにちは。

議案第６４号及び議案第６５号について、提案説明を申し上げます。

まず、初めに、議案第６４号、高森町営住宅の一部を改正する条例について、ご

説明申し上げます。

今回の改正は、町営住宅における暴力団員の不法・不当行為等による殺人事件、

傷害事件や町営住宅の不正入居、不正使用、家賃滞納、職員や住民に対する恫喝

等、様々な問題が全国的に発生している状況となっております。

町営住宅の入居者及び周辺住民の生活の安全と平穏を確保するため、暴力団員の

排除に関する措置を明確化するための条例改正であります。

続きまして、議案第６５号、高森町特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例

について、ご説明申し上げます。

今回の改正は、特定公共賃貸住宅における暴力団員の不法・不当行為等による殺

人事件、傷害事件や特定公共賃貸住宅の不正入居、不正使用、家賃滞納、職員や住
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民に対する恫喝等、様々な問題が全国的に発生している状況となっており、特定公

共賃貸住宅の入居者及び周辺住民の生活の安全と平穏を確保するための暴力団員の

排除に関する措置を明確化するための条例改正であります。

以上、提案説明いたしましたが、よろしくご審議を賜り、ご決定くださいますよ

うお願い申し上げ、提案説明といたします。

○議長（三森義高君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行いま

す。質疑はありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。

本案は、建設経済常任委員会に付託したいと思います。これにご異議ありません

か。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 異議なしと認めます。したがって、議案第６４号及び議案第６

５号は、建設経済常任委員会に付託することに決定いたしました。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第１７ 議案第６６号 平成１９年度高森町一般会計補正予算について

○議長（三森義高君） 日程第１７ 議案第６６号、平成１９年度高森町一般会計補正

予算についてを議題といたします。

本案について、提案理由の説明を求めます。町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） 議案第６６号で提案いたしました平成１９年度高森町一般会計

補正予算（第６号）について、ご説明を申し上げます。

今回の補正予算の主なものは、職員退職に伴います給与関係経費の調整や、農林

業施設災害査定終了後の調整と、各事業の入札後の事業費確定によります減額調

整、町道維持補修経費、熊本県議会議員一般選挙、町長、町議会議員選挙、参議院

議員通常選挙、衆議院議員補欠選挙費用の 終調整などの補正であります。１,８

７０万８,０００円の増額補正を行うこととしております。これを現計予算と合算

いたしますと、歳入歳出予算の総額は３９億５,２３４万７,０００円となります。

まず、６ページから、第２表の債務負担行為につきましては、高森町観光交流セ

ンターの指定管理料を平成２０年度から２３年度までの３年間の各年度における３

５０万円を限度とした設定であります。

第３表の地方債補正は、退職金手当債を追加し、また、変更については、義務教
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育事業費債と臨時財政対策債の増額及び県道改良事業において、本町管内の県道の

改良に係る市町村振興資金貸付金の増額と、災害復旧債については、災害査定が終

了したことによります減額調整を行ったものであります。

以下、歳入予算の主なものをご説明を申し上げます。

９ページの町民税は、滞納繰越によります収納分と、固定資産税については、国

有資産等所在市町村交付金及び納付金として、日本郵政公社の決定分を計上いたし

ております。

同じく９ページの地方特例交付金については、特別交付金との組み換えと増減を

行ったものであります。

１０ページの災害復旧費負担金は、農地等災害査定によります高率な補助金が確

定見込みとなったことにより、受益者負担金を減額するものであります。

使用料及び手数料については、本年６月及び７月の降雨と台風等により、湧水公

園の集客数が減少したことによる減額を補正するものです。

１１ページの国庫負担金の民生費国庫負担金につきましては、高森保育園の未満

児入園数が見込みより増加したことにより、増額となりました。また、児童手当負

担金につきましては、児童手当の支払見込額を精査した結果、減額補正をするもの

であります。

同じく１１ページの国庫支出金の環境衛生費補助金の増額については、合併処理

浄化槽設置整備事業の申請者数が当初予算見込数よりも増加したことによる補正で

あります。

１２ページの県支出金の民生費及び衛生費関係につきましては、先ほど、説明い

たしました高森保育園の未満児の増加と児童手当の調整及び合併処理浄化槽設置整

備事業の増額によるものです。

農林水産業費県補助金につきましては、各補助金の確定見込みによります増額で

ありますが、畜産振興事業費補助金につきましては、新たな南阿蘇畜産農業協同組

合が実施する熊本県環境保全型農業総合支援事業において、総事業費７４６万８,

０００円の２分の１の３７３万４,０００円の補助金を県から受け入れることによ

る補正であります。

１３ページの災害復旧費県補助金につきましては、農業災害復旧事業と林道災害

復旧事業に係るものであります。

また、県支出金につきましては、本年度行われた熊本県県議会議員一般選挙、参

議院議員通常選挙、衆議院議員補欠選挙に係る委託金が確定したことにより調整を
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行ったものであります。

繰入金の基本繰入金につきましては、熊本県農協青壮年部協議会が開催する事業

について、本年、農業後継者２名がオーストラリアの研修参加のため、本町の補助

金等交付金要項に基づき、ふるさとづくり対策事業認定申請がありました。内容を

精査いたしましたところ、産業振興についての研修、研究のための派遣、及び交流

事業となると見られることによりますふるさとづくり対策事業基金から繰入を行う

ものであります。

続いて、１４ページの諸収入の延滞金につきましては、町民税の滞納繰越分に係

る延滞金であります。町債におきましては、事業費が確定したものの調整及び現時

点で確定見込みによる補正を行ったものであります。

次に、歳出予算の主なものについてご説明を申し上げます。

１５ページ以降に各科目において、給与費の増額等を行っておりますが、総務費

の一般管理費の退職職員の退職手当特別負担金を除きましては、先の人事院勧告を

受け、若年層の給料の改定及び扶養手当の改定に要する経費を計上いたしました。

また、企画費の負担金補助及び交付金は、ご承知のように、熊本県及び南阿蘇村

と一体となって、協議を重ね、導入に向けての検討をしておりますＪＲ北海道から

お借りして、平成２０年３月実施予定のＤＭＶに係る導入実証試験を行うための負

担金を計上したものでございます。

続きまして、１６ページと１７ページの総務費の選挙については、先ほど、説明

いたしました各選挙に係る費用が確定したことによります減額補正を行ったもので

あります。

１８ページの民生費、社会福祉総務費の負担金補助及び交付金につきましては、

高森町社会福祉協議会職員の減による運営補助金を減額補正するものであります。

１９ページの民生費、児童福祉施設費の扶助費につきましては、先ほど、ご説明

いたしました高森保育園未満児入園者の増加による運営費を増額補正したものであ

ります。児童運営費の扶助費の減額につきましては、児童手当の支払見込額を精査

し、減額補正を行うものであります。

２０ページの衛生費、保健衛生費につきましては、南阿蘇霊照苑の業務を行う職

員を１名増員して雇用することにより、広域行政事務組合の負担金の補正をしたも

のであります。

また、環境衛生費の負担金補助及び交付金につきましては、合併処理浄化槽設置

整備事業の当初見込数よりも申請者数が増加したことによる増額補正であります。
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母子保健費の扶助費につきましては、本町において、就学前までの児童の医療費

を助成するものでありまして、本年度の申請者数の増加により、増額補正するもの

であります。

続きまして、２１ページの農林水産事業費は各事業費の調整を行ったものであり

ます。

畜産事業費の負担金補助及び交付金につきましては、南阿蘇畜産農業協同組合が

実施する熊本県環境保全型農業総合支援事業において、総事業費７４６万８,００

０円の２分の１の３７３万４,０００円を県から受け入れる補助を行ったものであ

ります。事業の内容につきましては、堆肥化処理施設の整備及びホイルローダーを

購入するものであります。

続きまして、商工費の観光費につきましては、うそぐいの滝の管理道路の整備事

業について、一部災害復旧箇所の工法、線形等の変更により、予算の組み替えを行

ったものであります。

２３ページの土木費の道路維持費は、町道の維持補修に係る工事費の組み替えを

行ったものであり、道路新設改良費においては、本町管内の県道改良に伴います県

への負担金が確定したことによります増額を行ったものであります。

２４ページの教育費の事務局費は、各事業が確定したことによる減額調整を補正

したものであります。

２５ページの中学校費の委託料につきましては、高森東中学校のシロアリ調査と

駆除委託を行うための経費であります。

２６ページの農林水産業施設災害復旧費につきましては、各所の農地災害と林道

筒ヶ岳線、鍋の平線、札峠線の林道災害について、それぞれの事業査定が終了し、

その復旧事業費を調整したものであります。

以上、今回、提案しております補正予算の主なものについて、その概要を説明い

たしましたが、ご審議をいただき、ご決定を賜りますよう、よろしくお願いを申し

上げ、説明を終わります。

○議長（三森義高君） ありがとうございました。ただいまの債務負担行為につきまし

て、平成２０年度から２３年度と報告を受けたような気がいたします。２０年度か

ら２２年度ということで、訂正方をお願いいたしたいと思います。

提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。５番 甲斐廣國君。

○５番（甲斐廣國君） ５番 甲斐です。
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１２ページ、農林水産業費県補助金のところで、この環境保全型農業総合支援事

業の中身を説明方お願いをいたします。

それと、同じく、関連するとは思いませんが、地域営農育成緊急支援事業、この

２つについて中身をご説明をお願いいたします。

○議長（三森義高君） まず、産業観光課長 後藤正三君。

○産業観光課長（後藤正三君） まず、資源保全施策補助金についてですけども、これ

につきましては、環境保全型農業総合支援事業という５割補助事業がございます。

県の事業ですけども、これにつきましては、南阿蘇畜産農業協同組合さんが環境調

和型畜産施設緊急整備事業という事業、細かく分けるとその事業なんですが、これ

に基づきまして、堆肥処理施設ということで、ビニールハウスじゃないんですけど

も、もうちょっとそれをよくしたぐらいの堆肥の保管場所に３７５万円程度です

ね、それから、堆肥処理機械ということで、ホイルローダーを１台、これが３７０

万円程度です。これにつきましては、なぜかと言いますと、肥育牛を５０頭ほどの

増頭を計画されております。その基づきまして、堆肥保管場所が必要になるという

ことでございます。

それから、もう１つの地域農業組織育成緊急支援事業ですけども、これにつきま

しては、本町農業中心集落であります試験的なものでありますけども、昨年、２０

万円を出しておりましたが、南在集落において、リーダーを派遣して、本町集落営

農組織１号の設立に重点を置き、今後の品目横断経営安定対策等の事業に対応でき

る組織づくりということで、モデルケースとして、昨年は２０万円の事業で南在地

区でやっていただいたんですが、引き続き、今年度、１０万円で事業をやっていた

だくということでございます。

以上でございます。

○議長（三森義高君） 他にございませんか。６番 後藤和昭君。

○６番（後藤和昭君） 先日の新聞の中で、特別交付金、この市町村分の割合が出てお

ったわけですね。これのまだ中身についての詳細な説明はなされておらんと思いま

すが、災害とか、多かったところにおいては、多く配分があるような記事の内容で

ございましたが、その辺はどのように大体なっておりますか。

○議長（三森義高君） 総務課長 岩下健治君。

○総務課長（岩下健治君） 自席から失礼をいたします。

この件につきましては、１２月と３月に特別交付税ということで、町村に交付さ

れるわけですけれども、要件的には、今、おっしゃいました災害等とか特別な事情
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ということで交付をされております。

今回の交付額は、本町におきましては、１２月におきまして、４,３８９万７,０

００円ということで、災害分が４２０万円程度、これは、災害復旧と応急対策を含

めまして、１,０００万円弱となっております。その他に、がんばる地方応援プロ

グラムというのがありまして、これは、地方交付税の中の３,０００億円を総枠か

ら別枠にしたんじゃなくて、総枠の中から除きまして、その地方がいろんな単独事

業でがんばっているということで、１市町村当たり３,０００万円ということで、

その申請をいたしたわけでございますけれども、これも満額３,０００万円をいた

だいております。それに住基カード分が９,０００円とか、準用河川の１０万３,０

００円と、そういうのを含めて４,３８９万７,０００円でございます。

今年、特に変わったというのは、このがんばる地方応援プログラムの３,０００

万円ということでございます。昨年の１８年の１２月の交付分につきましては、５

２０万１,０００円でございました。今回は、この３,０００万円が含まれておりま

すので、それと災害が大きかったことという要因もありまして、４,３８９万７,０

００円となっております。

年間の予算といたしましては、９,０００万円を見込んでおります。昨年が年間

で１,１００万円程度、特別交付税がなされております。結果的には、３月の方が

去年は９,５００万円と多かったわけですけれども、今後もいろんな要件につきま

しては、全額上げて申請をいたしておりますので、大体９,０００万円は、間違い

ないぐらいの数字であろうと、ただし、全体的には、４.４％ほどの減額が国にお

いて算定がなされておるということでございます。

以上です。

○議長（三森義高君） ６番 後藤和昭君。

○６番（後藤和昭君） 市町村の配分が大体５０億内外のような新聞紙上に記載がして

ございましたが、その申請の仕方は適当であるかどうか、お尋ねしたいと思いま

す。あれは、申請した分、要求した分が配分されているかどうか、災害とかああい

うやつを重点的にやるということでございましたが、こっち高森も結構、上津留あ

たりが災害等起きておりますので、そういうやつの申請の配分がどういうふうにな

っているかとか、いろいろ事細やかに各町村ごとの金額が出してありませんでした

のでわかりませんが、単純計算ですと、市町村割合からすると、今の状態なら、も

うちょっと来るんじゃないかなというような憶測を持っておりますので、その辺の

説明をお願いいたします。
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○議長（三森義高君） 総務課長 岩下健治君。

○総務課長（岩下健治君） ここの特別地方交付税と言いますのが、全く算出法、この

配分があった時には、これに対する分がいくらですよということで来ますけれど

も、これ、すべての要件で単独費とかそういうやつを上げております。これが何％

来るということじゃなくて、今度は、それが国から県に割り当てられる、県からま

た町村に割り当てられるということですので、多分、災害が大きい能登半島あた

り、あちらの方に大きい配分が行っておるというふうに考えております。

先ほど申し上げましたように、昨年と比べましても、非常に５０１万円と４,３

００万円と、３,０００万円抜きましても、１,３００万円と５００万円ですので、

８００万円ほど余分に来ておるということですので、多分、そういう災害等のやつ

については、認められたんだということの他は、県でも、結局、災害等の経費を按

分して、払いますので、そこにつきましては、非常にここで見てなかったなら、こ

れだけ来なかったんですよという言い方ですので、県の中で、また、これを再配分

するということですので、そういう災害とかの要件の強い方が大きくなるというふ

うに思っておりますので、これにいくら、災害復旧費の関連を出したからいくらく

るというようなパーセンテージ的なものはないというふうに聞いております。

以上でございます。

○議長（三森義高君） ６番 後藤和昭君。

○６番（後藤和昭君） いろんなことがあるわけでございますが、要するに、いろんな

ことに対して、町の応分の負担、持ち出し金がないように、全力を傾注していただ

いて、できるだけ、そういう金は、過大に請求するといけないけれども、配分をい

ただけるように努力をしていただきたいと思います。

○議長（三森義高君） 他にございませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。

本案は、各常任委員会に付託したいと思います。これにご異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 異議なしと認めます。したがって、議案第６６号は、各常任委

員会に付託することに決定いたしました。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第１８ 議案第６７号 平成１９年度高森町簡易水道事業特別会計補正予算につ
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いて

○議長（三森義高君） 日程第１８ 議案第６７号、平成１９年度高森町簡易水道事業

特別会計補正予算についてを議題といたします。

本案について、提案理由の説明を求めます。建設課長 瀬井公吉郎君。

○建設課長（瀬井公吉郎君） 議案第６７号で提案いたしました平成１９年度高森町簡

易水道事業特別会計補正予算（第３号）について、ご説明申し上げます。

今回の補正は、歳入歳出それぞれ１４５万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそ

れぞれ２億８,４３２万６,０００円といたしました。

補正の内容につきましては、７ページからご説明申し上げます。

歳入は、第２款国庫支出金、野尻地区簡易水道水源管理道路災害復旧工事費の国

庫補助金１４３万３,０００円と、第６款諸収入、平成１７年度分消費税過払い分

の利息１万７,０００円を増額補正いたしました。

次に、歳出予算についてご説明申し上げます。８ページをお願いします。第１款

水道一般管理費の職員手当等２万４,０００円、賃金、野尻地区簡易水道水源管理

道路舗装人夫賃５万円、旅費、普通旅費２万円、委託料、草部地区簡易水道基幹改

良実施設計委託料入札算６１万５,０００円を減額し、工事費へ組み換え、工事請

負費４４１万５,０００円については、野尻地区簡易水道水源管理道路災害復旧工

事費３８０万円、草部地区簡易水道基幹改良工事費６１万５,０００円を増額、公

課費、平成１９年度確定申告により消費税１８１万円を減額、予備費６３万４,０

００円を減額補正いたしました。

以上、提案説明いたしましたが、よろしくご審議を賜り、ご決定いただきますよ

うお願い申し上げます。

○議長（三森義高君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行いま

す。質疑はありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。

本案は、建設経済常任委員会に付託したいと思います。これにご異議ありません

か。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 異議なしと認めます。したがって、議案第６７号は、建設経済

常任委員会に付託することに決定いたしました。
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－－－－－－－○－－－－－－－

日程第１９ 議案第６８号 高森町一般職員の給与に関する条例の一部改正ついて

○議長（三森義高君） 日程第１９ 議案第６８号、高森町一般職員の給与に関する条

例の一部改正についてを議題といたします。

本案について、提案理由の説明を求めます。総務課長 岩下健治君。

○総務課長（岩下健治君） 議案第６８号、高森町一般職員の給与に関する条例の一部

改正について、提案説明を申し上げます。

先の一般会計補正予算提案説明の折り、町長が触れましたように、今回の改正

は、人事院の勧告に基づき、改正するものでございまして、扶養手当につきまし

て、子などを扶養する職員の家計負担の実情や少子化対策が推進されていることか

ら、扶養親族であります子などに係る支給額を５００円引き上げ６,５００円に、

また、行政職俸給表１におきまして、初任給及び若年層の俸給月額を改定するもの

であります。改定率といたしましては、１級１.１％、２級０.６％、３級０.０％

で、俸給表全体での平均改定率は０.１％となりまして、４級以上についての改定

はございません。また、医療職給料表につきましても、行政職給料表１との均衡を

もとに、改定がなされております。また、１９条の改正は、国に準拠し、扶養手当

の加算額を削除いたしたものでございます。

施行期日といたしましては、平成１９年４月１日に遡及しての適用といたしてお

ります。

以上、ご説明申し上げましたが、慎重ご審議をいただき、ご決定賜りますよう、

よろしくお願いを申し上げます。

○議長（三森義高君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行いま

す。質疑はありませんか。３番 田上更生君。

○３番（田上更生君） ３番 田上です。

ただいま、下位級の職員の給与引き上げというようなことで、ご提案がありまし

たけれども、先般来、この給与引き上げ等につきましても、９月議会等におきまし

ても、不服申し立てなり、いろんな背景があるというふうに思っております。

私は、この下位級の人達の給与引き上げについて異議を唱えるものではございま

せん。反対でもなく、私は、特に、責任感を持って仕事をやってもらう上において

は、下位級の皆さんの給与引き上げには賛成をするものでございますけれども、先

般来の不服申し立て、そういう、今、町の環境を考えますと、町民にとっては、や

はり、不信感、給与引き上げに対する不信感というものが、非常に根強いものがあ
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るのではないかというふうに思うわけでございます。

議会の方からも、町長の方にはこの不服申し立てについての提案といいますか、

申し入れ等がなされているというふうに思っておりますけれども、私達はまず 初

に、その不服申し立てなり、そういう部分について、早く町民にわかるような解決

策を見出していただくことが、私は、まず、一番 初にやるべきことではないだろ

うかというふうに思うわけでございますけれども、町長のお考えをお聞かせいただ

きたいと思います。

○議長（三森義高君） 町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） ３番議員さんのご質問にお答えいたしますが、今、職員の方か

ら訴訟があってございます。約３０名だったかと思いますが、それと、今回の給料

の内容について、引き上げというのは、少し、今度の引き上げはあくまでも、人事

院勧告と、そういうものに基づいて、いろんなまだ打ち合わせなんとかまだ議員の

先生方と打ち合わせなんとかありますけど、この若年層については、やっとかにゃ

いかんかなと、それは民間と比べて、今、見てもらえばわかりますが、本当、ちょ

っとあらあらというような感じがあります。安い高いは別にして、これを基本にし

て高い安いと言われませんから、安い高いは別にしても、若年層の方々には、本当

にしとかんといかんかなという部分が、今回、提出した部分でございます。

それと、今、改革に伴います各個人からの不服申し立てということで、県の人事

院の方にあってございますが、順次、十分、打ち合わせながら、いろんな不服です

から、どのようなことが解決策になるものかということで、今、順次進めていると

ころでございます。内容につきましては、向こうの方も、相手の方も、ひとつそう

いうものの弁護士さんというのがございまして、今、そういうものの打ち合わせを

徐々に行っております。

○議長（三森義高君） ３番 田上更生君。

○３番（田上更生君） 先般の９月議会の時に、町長もこれがベストではないと、改善

の余地はあるような趣旨の発言を幾度となくされたというふうに、私もそういう解

釈で聞いております。私は、このような問題は、やはり、一日も早く解決をして、

そして、町民の理解のもとに、いろんなこれからの町の行政に取り組むべきではな

いだろうかというふうに思いますので、これについては、やはり、透明性のある、

町長としての説明責任なり、果たしていただきたいというふうに思っているところ

でございます。

○議長（三森義高君） 他にありませんか。２番 森田 勝君。
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○２番（森田 勝君） ２番 森田です。

今、３番議員の田上議員と同じ質問になりますけど、一般職員の現級は１級から

３、４級までという話がございます。それに比べて、幹部級が全然いじっていない

ということでございます。私が思うには、これから、職員、小学校・中学校・高校

と、だんだん金がいる時期でございます。行政改革はできていますけど、財政改革

がまだ本当にできているのかという、私なりに考えるわけでございます。

それについての一般職員の不服もあるんじゃないかと思っていますけれども、そ

のところ、町長にお伺いします。

○議長（三森義高君） 町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） まず、３番議員さんのお答えしておかないといかんかなと思い

ましたが、もちろん、透明性ですね、皆さんにご説明を、皆さんにお配りしてもい

いような内容じゃございますけども、ちょっと職員さんのプライバシーなこともご

ざいまして、なかなか、今、こういう状況で、これは不満ですと、それについて、

一つ一つ訴訟したり、いや、これはこうですよという内容を説明しながら、今、進

めているところです。皆さんに、本当は、議員さんにこういう問題でしよります

と、皆さんにお配りしたが一番、私も気持ちがいいとばってんですね、なかなか、

内緒じゃすまん話ですけども、それは近い将来、是非、皆さん方にもわかっていた

だきたいと思います。

また、改革については、９月の定例議会にも前議長さんからも質問がございまし

た。私は、いつも当初、改革する前から、決してこれがベストじゃありませんか

ら、何かいい方法があるなら変えていきましょうと、十分、職員にも朝礼後から私

は言うております。職員の方から思いつきでいいよるわけではありませんし、その

分は、このことについてということですから、やっぱり改革というのは、ご存じの

ように、改革というのは傷みを伴うものですから、傷みを伴わない改革はあり得な

いわけですから、その傷みが不服だということですから、その不服申し立てという

のを皆さんに名前を出して、こういう問題で、ここが不服ですといいよんなるです

よと説明すると、何ら問題はないわけですから、是非、機会を見つけたなら、皆さ

んに配布してもいいんじゃなかろうかなと、そのように思っております。

それこそ、これにも法律もあるだろうし、いろんな条例も絡みますから、してい

いものかどうかも、よく検討してから、皆さん方にお教えしたいなと、そのように

思っております。

３番議員のお話でございましたが、今、２番議員の財政についてということで、
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ご存じのように、財政は平成１１年をピークに、交付税にいたしましても、２４億

５、６,０００万円来ておりました。今、１８億ちょいでございます。約６億６,０

００万円ほど、交付税自体が減ってございます。

それと、私どもが言う町の私どもの自主財源というのは、約５億７、８,０００

万円ございましたが、今、４億７、８,０００万円で、約１億円自主財源自体も減

ってございます。本当、こういう意味では、昔の３割自治じゃなくて、本当に情け

ないほどの自治になってきているというのが、今の現状であります。また、その財

政面を何とか、前に戻せとまで言わんにしても、ある程度は、何らかの形で、この

地方の格差をなくするためにも、やってくださいと、なんとかお願いしたいと、県

・国にお願いする以外ないわけでございますから、そのことについて、先日来、一

緒にそういう陳情を行って、何とか、あまりにも地域間格差がありすぎる、また、

市場経済でいいのか、ただ、儲けさえすればどこでもいいかと、そうすれば、日本

の国土はなくなりますよと、そういうお話を今、一生懸命現在進めているところで

す。元の交付税までならんにしても、何らかの形で、もう少し地方をわかっていた

だきたいと。誰がこの国土を守っていきよるのかと、なして、あんた達はわからん

となぐらいまで、それは、本当に皆、ヤジが飛ぶぐらいの勢いでございます。これ

は、私、高森町だけの問題ではなく、全体的な熊本県全体、県全体もここ２、３年

の間に下手しよると、赤字団体に落ちるんじゃなかろうかと、そのようなことを踏

まえまして、財政面を何とかせにゃいかんということで、今、お願いをいたしてい

るところでございます。

今回は、道路財源が何とか今のままを維持するというような新聞紙上には載って

おりますが、それこそ、別に国会を通ったわけではございませんから、どのような

変化があるか、私も想像つきませんけども、地方の道路にいたしましても、一番ガ

ソリン税でも一番払うのは一番地方の人が車を乗って、道路がありませんから、車

を乗って一番税金を払いよりますよと、東京の人は車はいらんわけでございます。

地下鉄等、それはすばらしい道路網整備ができております。私どもはその道路網整

備さえ、家に行く道路さえも狭くて、救急車も危ない、火災でもきたら、本当にど

うしたら消火していいのかと、そのようにございますから、経済面を一生懸命お願

いをしているところです。

何とか、皆さんと一緒になって、経済持ち直し、また、いろんなうわさを聞きま

すと、衆議院解散も近い内あるんじゃなかろうかと、これはきっと地方の格差をな

くすための次の衆議院選挙になるんじゃなかろうかなと、そのような大きな期待も
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いたしておりますが、捕らぬ狸の皮算用じゃいけませんですから、皆さんと一緒に

その財政面も皆さんのお力を借りながら、今後、間違いない町財政運営に取り組ん

でまいろうと思っております。

よろしくお願いをいたします。

○議長（三森義高君） ２番 森田 勝君。

○２番（森田 勝君） 職員が同じ傷みを伴うならば、やはり、全員で傷みを伴わなく

ては、一般職員については、減額まではいきませんけど、減額ということ、管理職

については、ゼロと、こういう回答ではやっぱり下の職員からも不服があるのは当

然だと私は思っています。

そのことについて、もう少し詳しくお願いします。

○議長（三森義高君） 総務課長 岩下健治君。

○総務課長（岩下健治君） 管理職がゼロということではなく、人事院勧告が１級から

３級までしか出されなかったということでございます。これは、全国的なお話でご

ざいますので、それを私達がそうじゃなくて、傷みについてのお話でございましょ

ぅか。この給与関係じゃなくて、不服申し立てのことでしょうか。それにつきまし

ては、当然、町長とご相談してやっていかなければならないというふうに思っては

おりますけども、現給保障というのをしております関係上、そこを下げたら、また

追い越し追い抜きということも出てくるかと思いますので、今後、検討をさせてい

ただきたいというふうに思っております。

○議長（三森義高君） ２番 森田 勝君。

○２番（森田 勝君） 十分に検討されまして、回答の方、よろしくお願いしておきま

す。

以上です。

○議長（三森義高君） 他にありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。

本案は、総務常任委員会に付託したいと思います。これにご異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 異議なしと認めます。したがって、議案第６８号は、総務常任

委員会に付託すること決定いたしました。

－－－－－－－○－－－－－－－
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日程第２０ 休会の件について

○議長（三森義高君） 日程第２０ 休会の件についてを議題とします。

お諮りいたします。

１１日から１５日までは休会としたいと思います。これにご異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 異議なしと認めます。したがって、１１日から１５日までは休

会とすることに決定いたしました。

なお、各委員会が開かれますので、よろしくお願いいたします。

－－－－－－－○－－－－－－－

○議長（三森義高君） 以上で、本日の日程は全部終了しました。

本日は、これで散会します。

－－－－－－－○－－－－－－－

散会 午後１時５５分



１２月１６日（日）

（第２日）
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平成１９年第４回高森町議会定例会（第２号）

平成１９年１２月１６日

午前１０時００分開議

於 議 場

１．議事日程

開議宣告

日程第１ 一般質問について

議 席 氏 名 事 項 要 旨

① 介護保険給付金は適正に歳出
１ 番 立山 広滋 介護保険について されているのか。

② 介護保険給付金のチェック機
能はどうなっているのか。

① 町長の政治倫理に対する考え
２ 番 森田 勝 政治倫理について 方について

② 町工事の入札状況について

１ 職員の不服申し立て ① 弁護士費用の取扱いについて
等に関連する諸問題 ② 不服申立てへの対応について

３ 番 田上 更生 解決策について

２ 養豚業者進出につい 養豚業者の進出に対する町長の
て 考えは。

１ 過疎対策について ① 少子高齢化が進む中、町の過
疎対策をどう進めるか。

② 町の人口と地方交付税の推移
予想（１０年後）について

４ 番 甲斐 直三
２ 町の医療と福祉の現 医療機関の確保と福祉施設は万

状について 全であるか。

３ 介護保険について 介護保険法の改正に伴い、今後
の町の取組体制は。
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議 席 氏 名 事 項 要 旨

１ 町村合併の行方と町 ① 町村合併について、どのよう
財政について に考えておられるのか。

② 町財政の行方は大丈夫か。

５ 番 甲斐 廣國 ２ 企業誘致について ① 青山製作所の増設に伴う雇用
の見通しと、山東部に設置案
の風力発電は。

② 今後の企業誘致対策は。

３ 観光振興とマップ作 観光マップ作成や町のＰＲ対策
成について をどのように進めるのか。

１ 有害鳥獣駆除対策に ① 町内における有害鳥獣の被害
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② 有害鳥獣に関する行政の取組
状況と今後の施策について

７ 番 甲斐 正一
２ 高齢化対策について ① 本町における高齢者がおかれ

た現状と問題点は。
② 中高年層の健康づくり対策に

ついて

１ 「阿蘇ソフトの村」 ソフトの村用地を含む企業誘致対
について 策について

８ 番 相馬 俊行
２ 市町村合併について 合併に向けての町の方向性につ

いて

２．出席議員は次のとおりである。（１０名）

１ 番 立 山 広 滋 君 ２ 番 森 田 勝 君

３ 番 田 上 更 生 君 ４ 番 甲 斐 直 三 君

５ 番 甲 斐 廣 國 君 ６ 番 後 藤 和 昭 君

７ 番 甲 斐 正 一 君 ８ 番 相 馬 俊 行 君

９ 番 三 森 義 高 君 １０ 番 後 藤 英 範 君

３．欠席議員は次のとおりである。（０名）
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議会事務局長 古 澤 建 生 君 議会事務局係長 古 庄 良 一 君
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開議 午前１０時００分

－－－－－－－○－－－－－－－

○議長（三森義高君） おはようございます。

これから、本日の会議を開きます。

お諮りいたします。

お手元に配布してあります日程にしたがって、議事を進めたいと思います。これ

にご異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 異議なしと認めます。それでは、日程にしたがって議事を進め

ます。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第１ 一般質問について

○議長（三森義高君） 日程第１ 一般質問を行います。

順番に発言を許します。１番 立山広滋君。

○１番（立山広滋君） おはようございます。１番 立山でございます。

本日は、高森町始まって以来の日曜議会ということで、日曜議会開催に当たりま

して、ご尽力くださった議長はじめ、関係者各位に感謝申し上げたいと思います。

本日は、一般質問、私を含め７名の議員が登壇いたしますので、早速質問に入ら

せていただきます。

まず、はじめに、通告書どおり順を追っていきたいと思います。

介護保険給付金は適正に歳出されているのかについてです。先の９月定例会の本

会議等でこの件を質問しましたところ、おおよそ、国保連合会を通して、請求され

るので、連合会が認めた分について支払っているとの発言がありましたが、町民の

間では、まだまだうわさが絶えることがありません。

そこで、再度、お尋ねします。介護保険の給付金は、適正に歳出されているのか

いないのか、また、国保連合会及び県で、これまで指摘があったケースはあったの

かなかったのか、併せて、端的にお答えください。

○議長（三森義高君） 町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） 今、１番議員のご質問でございます。まず、年末押し迫りまし

て、こうやって１番議員さんがおっしゃいましたように、なかなか日曜日の一般質

問というのは、本当、今まで私も議員２期、また町長１期しておりますが、初めて

の経験で、こうやって皆さん方、多くの方々に傍聴に来ていただきまして、まず
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は、感謝を申し上げなきゃいかんかなと、本当に、この年末押し迫りまして、よう

こそいらっしゃいましたというわけにはいきませんが、本当に、心からお礼を申し

上げます。

まず、端的にと、今日は７名の方でございますから、端的に申しますが、今、介

護保険給付金は適正に歳出されているのかどうかということのお尋ねであったかと

思いますが、私自身は適正に処理されているものと思っております。介護給付金と

申しますと、その範囲内で、多岐に渡ります平成１８年度で申し上げますと、介護

等につきましても、５,９４７件の、そして、１億９,２４５万４,０００円、とて

も大きなお金でございますし、１つの施設のサービス料といたしましても、１,２

６８件で、３億２,９９７万円、大きなお金を歳出をいたしているのも現状でござ

います。全体的に見ますと、７,４０２件で、総額で５億７,１５１万３,０００円

の支出を、高森町としてはいたしているところでございます。

これだけの件数を私どもの町で精査するというのは、大変、物理的にも、いろん

なもので不可能でございまして、今は、先ほど、１番議員さんがおっしゃいました

ように、熊本県国民健康保険連合会に１件当たり９５円の手数料を支払って、それ

に対応をいたしているところでございます。

もう１つ、うわさと、何か、そういう話でございますが、不正請求があったんで

はなかろうかなというようなことをお聞きを、今、いたしましたが、私も正直申し

まして、県からの方のいろんなお話を、情報等をお聞きいたしますと、そういうも

のがあったように聞いております。その内容については、また、私どもの方には来

てございませんし、また、今どうこう申し上げる段階ではなかろうかなと思ってお

ります。内容については、担当の方が十分把握いたしておりますので、担当の方か

らお話をさせますので、よろしくお願い申し上げます。

○議長（三森義高君） 住民福祉課長 佐伯秀和君。自席からお願いします。

○住民福祉課長（佐伯秀和君） おはようございます。

ただいま、ご質問、１番議員さんの方のご質問をいただきましたけれども、町長

の方から、ただいまお答えをいたしたような状況でございます。状況的にはです

ね。件数等について、金額等についても、町長の方から答弁をさせていただきまし

たけれども、月当たりに約６００件ほどの請求が上がってまいります。したがいま

して、これをいちいち、私どもの方で精査するということはできないということ

で、連合会の方に委託をして、審査をいただいておるところでございますけれど

も、この内容も、サービスの単価とか、利用時間などのチェックということでござ
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いますので、その中に、不適正でない請求が含まれているかどうかという、非常に

具体的なところまでは、精査ができないということで、これ、私どもの方で抜粋し

て見ておりますけれども、こういうものについて、若干疑義かある場合について

は、私どもの方から指導をしているというような状況でございます。

以上でございます。

○議長（三森義高君） １番 立山広滋君。

○１番（立山広滋君） 自席から失礼いたします。

今、町長及び担当課長の方から適正に処理されているということを聞きましたけ

れども、町当局によりますと、町内には６つの事業所、３つの派遣事業所があると

のことです。介護保険を利用されている高齢者を中心にして、介護事業を展開され

ていますが、真に住民福祉の向上を願い、思い、それぞれ実行されている事業所も

あるのも事実であります。

そこで、ある郡内の市町村の方には、今週の初めに県から勧告が来ていて、議会

には説明があって、高森町は相当の人数だそうです、そういう話が入っておりま

す。それで、高森には、県の方から勧告が来ているのかいないのか、来ているとす

れば、どういう内容であるかをお答え願います。

以上です。

○議長（三森義高君） 住民福祉課長 佐伯秀和君。

○住民福祉課長（佐伯秀和君） 事業所につきましては、先ほど、私が申し上げました

ように、私どもの方で疑義を感じたものについては、指導をいたしております。

指導をやりましても、改善の方向が見出せないということになりますと、私ども

の方から県の方に実施指導のお願いをするようになるわけですが、その実施指導を

確かに県の方から入っていただいております。それについて、実施指導をした中

で、指導じゃなくて、これは監査すべきだという点が１、２点出たということで、

すでに勧告がなされております。

勧告につきましては、ご存じかと思いますが、改善命令になる前に、こうしてく

ださいという事業所からの改善を、私どもがじゃあ、今までについて、不適正にさ

れたものをこういうふうに改善しますという改善報告書が期日を切って出していた

だくようになっております。ただいま、その時点でございます。

以上でございます。

○議長（三森義高君） １番 立山広滋君。

○１番（立山広滋君） どうして、ちょっと前に戻りますけれども、どうしてこういう
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ことを聞くかと言うと、これ、もう担当の課長、ご存じのように、これ、財源が国

から２５％、県から１２.５％、そして、町が１２.５％、それで５０％ですね、そ

れで、全国の４０歳から６４歳までの方の保険料が３２％、それと、高森町在住の

６５歳以上の方の保険料が１８％なんですよね。それで、ご存じのように、来年の

４月から後期高齢者の医療制度も変わって、特に、年金をもらわれている方なんか

は、介護保険料と合わせて、後期高齢の医療費を払わなくちゃならないと、それも

合わせて１万円ぐらい、年間にすれば１２万円、大体そういうような計算になりま

すけれども、これ、私が前議会からいろいろ言っているのは、皆さん、血税なんで

すよね、これが。そういううわさがあって、私の耳にどんどん入ってきますけれど

も、再度、質問いたします。こういう過誤等で不正な請求は本当になかったかどう

か、端的にまた、お答え願います。

○議長（三森義高君） 住民福祉課長 佐伯秀和君。

○住民福祉課長（佐伯秀和君） なかったかどうかが、ただいま、ご本人の方から過誤

ということであれば、これは、過誤の申請をしていただいて、もちろん、そういう

ことがあれば、返納するということになろうかと思います。ただいま、私どもの方

でも再度、チェックをかけております。

以上でございます。

○議長（三森義高君） １番 立山広滋君。

○１番（立山広滋君） 今、課長の方からチェックという言葉がありましたけれども、

この請求の仕組み、もう前々から執行部の方から聞いておりますけれども、事業所

の方から国保連合会の方に請求があって、国保連合会が町に請求があるわけです。

町から国保連合会に支払って、国保連合会から事業所に支払う、そういう仕組みで

しょう。

それで、介護保険の方が９割、本人の、利用者の方が１割、それで１０割という

ことになりますけれども、直接、町が直接請求を受けるのではなくて、連合会が中

に入っております。その時点では、端的におかしい請求がない限りは、発見は不可

能ということで、しかし、町に連合会から給付分の請求が来た時に、チェックすれ

ば、業務に係わっている者であれば、すぐわかるという話もある町村の担当者から

聞いておりますけれども、どうでしょうか。

○議長（三森義高君） 住民福祉課長 佐伯秀和君。

○住民福祉課長（佐伯秀和君） 町長の方から冒頭、答弁をさせていただきましたよう

に、１８年の実績でいきますと、７,４００件の請求が上がっている、これは、月
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に直しますと６００件超になるわけですが、したがいまして、私どものただいま持

っておる人員では、日常の介護を受けておられる方のケアプランであるとか、そう

なる前の指導であるとか、事務職員が２人おりますけども、事務的な手続き等に忙

殺をされておりまして、そのチェックには至っていないというのが実態でございま

す。

したがいまして、逐一、それが非常に数字的に突出した数字が出てまいります

と、そこでチェックがかかるわけですけれども、人為的に、そこをチェックをかけ

るというのは、非常に体制的には厳しいというのが、実態でございます。

○議長（三森義高君） １番 立山広滋君。

○１番（立山広滋君） そういう説明を聞きながらも、チェック機能とちょっと外れま

すけれども、まだまだ不正疑惑のうわさが耳に入るわけなんですね。今、お答え、

聞いておくと、適正に処理されているということですけれども、これ、私、９月か

らずっと質問してまいっておりますけれども、ご存じのように、介護保険事業がス

タートしたのが２０００年、平成１２年４月１日から事業がスタートしたわけなん

ですけれども、そのころから、この前の議会でも言いましたように、ずっとそうい

ううわさが私の耳に入りまして、どうにかならないか、質問をしました。適正に処

理されているとか、確定していないので、お答えすることができませんとか、守秘

義務があるので、その件は発言は控えさせていただきますという、そういうお答

え、ずっともらっていたんですけれども、よくよく考えてみるなら、守秘義務なん

か、私がもし、高齢者の方がどういう介護を受けていらっしゃるんですかって、そ

ういう実際の中身については、多分、守秘義務があると思うんですよ。しかし、こ

ういう不正疑惑の云々が出てきた場合は、町当局がそういうのをつかんだ場合は、

議会なりに報告して、執行部と議会と町民と一体になって、どんどん精査すべきだ

と思うんですよ。私はどうも、そういう態度が悠長に構えていらっしゃるというこ

と、忸怩たる思いがするんですよね。そこのところ、どうお考えですか。

○議長（三森義高君） 住民福祉課長 佐伯秀和君。

○住民福祉課長（佐伯秀和君） ちょっと言葉の例えが悪いかもわかりません。その前

に、改善の勧告がなされるということは介護保険法で、これ、事業所名を公表して

はならないということになっております。ですから、冒頭申し上げましたように、

改善の勧告がなされて、期日を切って、改善の報告がない場合、これは、改善命令

に切替が県の方からなされます。したがいまして、その時は、県知事は公表しなけ

ればならないというふうになっております。
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それから、例えが悪いお話をしてという話を申し上げましたが、実は、ちょっと

わかりやすくお話をさせていただきますと、全然違う方向になりますので、ちょっ

とわかりにくいかもわかりませんが、例えば、飲酒運転がございますね、飲酒運転

の検問がございます。検問については、交通指導員が立ち会って、じゃあ、交通指

導員が知った時に、そこで検挙できるかというと、まさしく、交通指導員にはその

検挙する権限が与えてございません。しかし、通報は、おそらく、警察官に通報す

るだろうと思います。交通指導員であれば。ですから、そこの現地にちゃんとして

確実にわかった場合、交通指導員。高森町、町というものは、その交通切符を切る

権限が与えてございません。熊本県には、県知事にはその交通切符を切る権限が、

交通警察官と一緒で与えてあるわけです。したがって、私どもの方は、交通指導員

的立場から、警察官にただいま通報をしていると、そういう疑義が、疑義といいま

すか、一応、一部不適正な請求案件が見られるというようなことを発見いたしまし

て、これ、今１番議員さん、巷間、こういううわさが出ているんだというお話がご

ざいましたが、一番知り得る立場にあるのは、私どもでございますから、私どもが

知り得た範囲内で、そういうことを申し上げているということ、ですから、交通指

導に例えて悪いんですけれども、そういう立場から、私どもの方がそこで発見し

て、じゃあ、その方を呼んで、その方にいきなり、交通違反切符が切れるかとい

う、そういうシステムになっていないということで、したがって、それともう１

点、私どもの方が通報した時点で、酒気帯びなのか、飲酒運転なのか、酒気帯び以

下なのか、万が一、以下であれば、その方の名誉を非常に傷つけるわけでございま

す。したがって、守秘義務がかけられていると、ですから、交通警察官が中に入っ

て、ちゃんとアルコール度合い等も測って、その中でどういう判定をされるのかと

いうことの状況に、今あるということで、少し例えがわかりにくかったかもわかり

ませんが、そういう状況にあるのではないかなというふうに感じております。

以上でございます。

○議長（三森義高君） １番 立山広滋君。

○１番（立山広滋君） 今、福祉課長の答弁にちょっとのめり込みそうになりましたけ

れども、じゃあ、町が切符切れないなら、切符が切れる県に言えばいいじゃないで

すか。県から切ってもらえばいいじゃないですか、切符を。うわさがずっと耐えな

いというのは、何か、そこに、私がまた、疑惑の裏に何か疑惑を抱くんですよね。

何かあるんじゃないかということで。町の方でも県に何年か前からいらっしゃった

という話も聞いております。いろいろ指導もあったという話も聞いております。何
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か、その辺に隠れた何かがあるんじゃないかと、何か今一、動きが鈍いと思います

けれども、いかがでしょうか。

○議長（三森義高君） 住民福祉課長 佐伯秀和君。

○住民福祉課長（佐伯秀和君） 申し上げましたように、私どもの方からは県の方に実

地指導をお願いをいたして、その結果が現状に至っているということで、事業所に

対して勧告がなされているということでございます。

以上でございます。

○議長（三森義高君） １番 立山広滋君。

○１番（立山広滋君） 今、介護保険について、いろいろ質問して、町当局よりお答え

を願いましたけれども、まだまだ、私は答えに対して納得するものではありません

ので、今後、いろんな方法をとりながら、これ、白黒はっきりつけたいと思います

ので、その時は、議長の方、よろしくお願いしておきます。

これで、私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。

○議長（三森義高君） １番 立山広滋君の質問を終わります。

－－－－－－－○－－－－－－－

○議長（三森義高君） ２番 森田 勝君。

○２番（森田 勝君） おはようございます。

先ほど、１番の立山議員が申されましたように、日曜日の初めての開催というこ

とでございます。私も２、３、町長の方にご質問をいたします。

私は、町長の政治倫理に対する考えについて、ちょっとお伺いいたしたいと思い

ます。町政治倫理条例第４条の町の工事等の契約に対する遵守規定について、住民

より公開質問申し立てがありましたが、町長において、疑惑はないのか、ご質問い

たします。

○議長（三森義高君） 町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） ２番の森田議員のご質問にお答えを申し上げます。

町長の政治倫理についての考え方ということをお聞きいたしました。もちろん、

政治倫理とは、人格、倫理の向上に努め、その地位による影響力を使って、自分の

利益を図ってならずと、そのようなことであろうかと思っております。

その地位の影響力を不正に行使することのないように、公正・公平で、開かれた

行政をということかと思いますし、また、そういうことにおきまして、そういう意

味を含めまして、大きく町民の方々と一緒に行動するのも１つの私どもの目指す政

治倫理であろうかと思っております。
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なかなか管理する政治倫理というものの、やはり、自覚と自ら進んで潔白性を実

証するように努めていくべきだと、そのように私も思っておるところでございま

す。

人として、守る道を守ると、そういうことが一番大事なことであろうと、私はそ

のように感じておるところでございます。

まずは、地方自治法１４２条におきましても、そういうことに一切触れることが

ないように、私も皆さんと一緒に平成７年から２期８年間町議を努めさせていただ

きました。その後、町長になりまして、今、４年半近くなったところでございます

が、抵触をするということは、決して、自分自身は思うてもおりませんし、私は、

今、自分の気持ちといたしまして、政治倫理、もちろんのこと、私の町長としての

役目に、また、町長としての責務に専念をいたしているところでございます。

当然、これからも、町政を預かった以上は、この厳しさの中で、行財政はもちろ

んのこと、町発展のために、全身全霊を尽くし、一つ一つを必ず、実行するよう

に、努めてまいろうと、そのように思っております。

どうか、今後とも皆様方の今、何が必要かということを是非、ご理解をいただき

まして、ご協力いただきますように、重ねてお願いを申し上げます。

○議長（三森義高君） ２番 森田 勝君。

○２番（森田 勝君） 今、町長が申されましたように、自分の利益を考えてはいけな

いという話もございました。現在、私達、考えますに、町長も利益を考えないとい

うことでございます。それならば、私もちょっとお伺いします。

町長の配偶者及び同居親族、または二等親内血族において、町が発注する公共事

業等について、町民に疑惑を抱かせるようなことがないのか、これもまた質問いた

します。

○議長（三森義高君） 町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） 今、２番議員さんに申しましたように、決して自治法１４２条

に触れることはないと、そのように、自分自身も思っておりますし、また、今後も

そのようにしていこうと思っております。

今、２番議員さんがおっしゃいましたように、私も以前に野中議員さん、本田生

一議員さん、前議員さんになりますが、そういうご質問を確かに受けたことがござ

いますが、決して、私自身は、１４２条、いろんなものにまったく抵触することは

ないと、心に誓っておりますし、また、そういう気持ちもございません。

○議長（三森義高君） ２番 森田 勝君。
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○２番（森田 勝君） 現在、触れていないということでございます。

私が、現在、本当に思いますのは、町長が触れていないと言われまして、私もこ

の政治倫理について調べましたら、特に、町の工事関係においても、いろいろなう

わさも入っております。この工事関係につきましても、本当に実質、政治倫理につ

いての違反がないのか、私も少し勉強させていただきましたけど、町長が、現在、

違反はされていないということでございます。私は、この違反が本当にされていな

いか疑問に思うわけでございます。

それから、町長は、議員になられる前、藤本組の社長であられるかと思います。

現在、町長になられ、会社名も高梢に名義が変わっていますが、当然、株式会社で

ありまして、株を発行されていると思いますが、その株券を持っておられるのか、

また、持っておられるなら、どんな割合で持っておられるのかの質問をいたしま

す。

○議長（三森義高君） 町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） 今、会社名が藤本組から高梢に変わったというご質問が、今来

ましたが、それは何ら、私と、町長とは関係ないことでございます。

それと、もう１つは、株券をどれしこ持っているかということでございますが、

私も正直申しまして、関係ありませんから、株券があるのは事実でございますが、

どれほど、私が今持っているかというのは、今現在、覚えておりませんので、それ

はまた、後日、皆様方にご報告申し上げたいと思います。藤本組としてでなくて、

株券の話でございますから。

○議長（三森義高君） ２番 森田 勝君。

○２番（森田 勝君） 今、町長におかれまして、あとで報告するということでござい

ます。

高森町政治倫理条例第２条の町長及び議員の行動基準というのがありまして、

（５）に政治倫理に反する政治的、道義的批判を受けた時は、自ら真摯かつ誠実に

疑惑を解明し、その責任を明らかにすることということが載っております。後日と

いう言葉は、私は、できるなら、この本会議内において、しっかりとした答弁をお

願いいたしたいと思います。

○議長（三森義高君） 町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） 今、先ほどから申しますように、１４２条の中に私は抵触して

おりませんということですから、しておりませんということで、今、２番議員さん

にもご報告申し上げました。株がどのような関連で、その抵触するのか、株を持っ
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ているのかですよ、はい。株は、今日、言われても、それはなかなかそがんごつは

やっぱりなかなか難しい部分がございまして、今、申しましたように、私の株の話

は帰って後日、ご報告申し上げるしか方法はなかろうかなと、そのように今、意見

を申したところです。

株を持っていることが、１４２条に抵触すれば、それはまた別な意味でも、いろ

んな議員の先生方ともお話をせにゃいかんかなと、そのように思っております。

○議長（三森義高君） ２番 森田 勝君。

○２番（森田 勝君） 今、あやふやな返答でございます。株を持っておられるのか、

おられないのかを誠実に話してもらえば、私も納得するところでございますので、

その点をもう少し、慎重にお願いします。

○議長（三森義高君） 町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） 株は持っております。

○議長（三森義高君） ２番 森田 勝君。

○２番（森田 勝君） 持っておられるということでございます。この株を持っておら

れるということは、当然、政治倫理に対して、町の政治倫理に対して、違反をする

ような形がとられるのではないかと私は思っています。

また、工事についても、本人、今、高梢の役員でもないということを話されまし

て、株を持っているということは、事実、高梢の中の役員になられているのかとい

うこと、私は感じておりますが、その方面はいかがでしょうか。

○議長（三森義高君） 町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） 大変難しい質問で、株というのは、毎日新聞に出してあります

ように、売り買いするものが株でございまして、株を買うとるから、そこのどうこ

うというのは、ちょっと何か、少し政治倫理とは、失礼ですが、私自身は、そのよ

うには判断をいたしておりません。

それが、株を持っていることが、今、私どもの町の条例に違反するということに

なれば、また、別な意味で、今から、今後検討をしていくべきだろうなと、そのよ

うに思います。

株は、ご存じのように、十分売り買いができる品物でございますから、何かちょ

っと少しだけ、私はその辺が、ちょっと私もまだ理解しておりませんが、そこは、

２番 森田先生とは少し考え方が、私の方が理解をしておらんのか、よくわかって

いないのかわかりませんが、私自身は、株を持っていることについて、決して、自

治法の１４２条に抵触しているとは、決して思っておりませんということです。
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○議長（三森義高君） ２番 森田 勝君。

○２番（森田 勝君） 今、質問事項、町長の１４２条のことを申されますが、株を持

っているということは、私が考えますならば、役員になられているというような感

じも受けるわけでございます。ということは、町の政治倫理にも反するということ

でございます。

町長の考えをお願いします。

○議長（三森義高君） 町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） 再度、申し上げますが、株を持っているのが、１４２条に抵触

するかというのは、少し、何か、私自身も疑問に思いますが、株はご存じのよう

に、毎日毎日、売り買いをされます。また、株は、１年１年いろんな所得、法人

税、いろんなものを考えながら、株自体が１万円になったり、１,０００円になっ

たり、５,０００円になったりというようなものではなかろうかなと、私も全然関

係ないことではありますが、町長に立候補する時に、株式会社高森町をつくりたい

というような気持ちで立候補いたしました。その立候補する中において、株という

のは何ですかと聞かれましたから、町民の方々が皆さんが株主でございますと、そ

の社長がどぎゃんこつばしよるかはようとみるとが株主ですばいと、まさか、株主

の方々が損をするような町長ではないですよということを、株式会社高森町という

ような発想のもとに、私は町長に立候補したつもりです。いつも精一杯皆さん方に

目の前に見せて、精一杯やっていっているつもりです。

ちょっと、株、本当申し訳ございませんが、株、いろんなものがあると思います

が、それは、私自身は、決して、自治法第１４２条について、抵触していると思っ

ておりませんということをはっきり申し上げます。株は、再度申し上げますが、株

は持っております。

○議長（三森義高君） ２番 森田 勝君。

○２番（森田 勝君） 役員をされているという、私は、特に、この株があるならば、

役員は当然されていなくては株はないと思っております。この件につきまして、私

は、議長、調査委員会を設立をお願いします。

○議長（三森義高君） ただいま、２番議員さんの方から調査委員会の立ち上げという

意見が出ております。これにつきましては、また、休憩後、いろいろと相談をいた

していきたいと思います。この質問につきましては、持続していきますので、その

点、よろしくお願いいたしたいと思います。２番 森田 勝君。

○２番（森田 勝君） 今、政治倫理については、これで終わります。
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続きまして、町の工事の入札状況について、お伺いいたします。

現在、町のいろんな工事の入札について、町当局において、談合のようなことは

ないか、また、入札はどのように行われているのか、お願いします。

○議長（三森義高君） 総務課長 岩下健治君。

○総務課長（岩下健治君） 入札につきましては、総務課の方で事務分掌をいたしてお

りますので、私の方からお答えをいたしたいと思います。

談合があっているのかないのかということですけれども、私が現在、副町長が不

在でございますので、指名候補推せん審査委員会の会長の職務を代理しているとこ

ろでもございます。そういうことから、我々は談合はあっていないと思っておりま

す。

それから、ちょっと事務の流れをご説明をいたしたいと思いますけれども、これ

は、それぞれの関係課の方から施工伺いの決裁の内、総務課の方に入札依頼が来る

わけでございます。金額に応じまして、高森町建設業者指名候補推薦審査会設置要

項に基づき、審査会を開催するわけでございますけれども、この審査会では、設計

高が１,０００万円以上の工事につきまして、指名業者候補の推薦をいたしており

まして、設計高１,０００万円未満につきましては、各課長が会長を代理するとい

うとで、それぞれの審査会と同様の事務を行っているところでございます。

また、この指名審査会では、高森町工事指名参加資格審査格付要項及び高森町工

事請負業者選定要項に基づき、審査が行われているところでございます。

その後、町長の方にこの指名業者候補審査会の結果を推薦書を提出をいたすとこ

ろでございます。その推薦書により、指名を決定いたしておるというのが現状でご

ざいます。

その決定されました業者へ指名通知を発送いたしまして、その際、町では、公表

規定に基づきまして、予定価格の公表もいたしているところでございます。

また、入札結果等につきましては、建設工事の入札・契約に係る情報の公表要項

に基づき、公表をいたしているところでございます。特に、５００万円以上につき

ましては、広報たかもりの方に記載をいたしているところでございます。

また、財務規則の方で、５社以上等の指名に関しても、規定があるわけでござい

まして、入札の公平性・透明性の観点から、極力、多くの業者、例えば、１０社、

１２社というような指名をしているのが、現状でございます。

以上でございます。

○議長（三森義高君） ２番 森田 勝君。
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○２番（森田 勝君） 談合はあっていないというような総務課長からの答えでござい

ます。

しかし、現在、町の中のいろんな工事を見てみますと、特に、簡易水道、鋼管工

事において、町の水道管もう古いものでは２５年から３５年以上経っているという

ことでございます。

特に、この簡易水道工事において、ある現場では、丸投げ的な工事が行われてい

ると聞いておりますが、その件について、お願いします。

特に、大字津留地区水道管敷設工事の昨年９月から１１月ごろについて、行われ

た工事について、お伺いいたします。

○議長（三森義高君） 総務課長 岩下健治君。

○総務課長（岩下健治君） 工事発注後は、当然、各課の方に回しておりますので、丸

投げ等があったないということは、建設課長の方から答弁をいたさせたいというふ

うに思います。

○議長（三森義高君） 建設課長 瀬井公吉郎君。

○建設課長（瀬井公吉郎君） ２番議員さんの質問についてお答えします。

建設業法で、第２２条で、一括下請けの堅守という項目がうたわれておりますの

で、今、質問された件については、本町においての一括下請けはございません。そ

の中で、また、下請けをする場合は、発注者に承認をとってすることができるよう

になっております。その金額につきましては、土木工事・舗装工事については、２

００万円以上の工事を下請けする場合、建築とか電気・管・構造物については、３

００万円以上の下請けをする場合は、承認をとってしなさいということになってお

りますので、その旨、町の方で審査して、適正に下請けの工事もさせております。

以上です。

○議長（三森義高君） ２番 森田 勝君。

○２番（森田 勝君） 下請け業者には出していないということでございます。特に、

この工事につきまして、地区の人から、ある業者がとっていたのに、他の業者が仕

事をしていたと、そして、その入札した監督さんも全然見当たらなかったという話

を聞いております。これは、実質、丸投げではないかと、私は思っておりますが、

その件につきまして、お願いします。

○議長（三森義高君） 建設課長 瀬井公吉郎君。

○建設課長（瀬井公吉郎君） 工事につきましては、町内の方の下請けもございますけ

ど、指導監督、書類作成等も、十分元請けの方がされておりますので、一括下請け
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にはなっておりませんので、その旨、お答えいたします。

○議長（三森義高君） ２番 森田 勝君。

○２番（森田 勝君） 一括下請けにはなっていないということでございます。しか

し、現状的には、今、私が申したように、入札状況において、これは、問題があっ

たのではないかと私は思っております。

これがなくして、業者がとっていたのが、他の業者になっていたという、そうい

う事実がないのか、お願いします。

○議長（三森義高君） 森田議員さん、理解の違いもあろうかと思います。建設課長

瀬井公吉郎君、今一度、内容説明をお願いいたします。建設課長 瀬井公吉郎君。

○建設課長（瀬井公吉郎君） 一括下請けの質問であると思いますので、入札のどうの

こうのじゃなくて、入札してとられた後の下請けする場合のことについて、お答え

をしておりますので、その旨、よろしくお願いします。

○議長（三森義高君） ２番 森田 勝君。

○２番（森田 勝君） 今、私が入札工事の件、それから、政治倫理の件、質問いたし

ました。何も、本当に、町において、疑惑がないのかという正しい説明を私は待っ

ていましたけど、何か、あやふや返答でございました。私もまた、今後、この件に

つきまして、定例会の中で、また、質問をさせていただきたいと思います。

私の質問、これで終わらせていただきます。

○議長（三森義高君） ２番 森田 勝君の質問を終わります。

－－－－－－－○－－－－－－－

○議長（三森義高君） ３番 田上更生君。

○３番（田上更生君） おはようございます。

６月議会、そして、９月議会と、３回目の質問になりますけれども、新人という

ようなことで、こういう質問の機会を与えていただきまして、ありがとうございま

す。

それでは、早速、質問に入りたいと思います。

今回、私は、９月定例会において、提出され、追認というような形の中で、議決

をされました件につきまして、質問をしていきたいと思います。

もうすでに、新聞等でも報道がありました。機構改革等に伴います町職員の県人

事委員会への不服申し立てが行われまして、その回答書作成委託料ですか、弁護士

発注に対する委託料でございますけれども、議会への議決前に契約され、提案説明

をはじめ、付託をされました総務常任委員会でも契約をした事実の説明もなく、議
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決を見たわけでございます。 終日に議決を見たわけでございます。

その翌日に支払が実行されたということでありますけれども、このことは、議会

制民主主義を唱えておりますところによりますと、議会軽視はもとより、議会政治

をも無視した許し難い行為ではないかというふうに思っております。

町長は、このような提案について、どのようにお考えか、お伺いいたしたいと思

います。

○議長（三森義高君） 町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） 今、３番議員さん、田上議員さんからの弁護費用の取り扱い等

についてのご質問だったかと思います。

その前に、ちょっと、議長、よろしゅうございますか。ちょっと時間をいただけ

ますか。今までの経緯を少しだけお話を申し上げたいと思いますが。

○議長（三森義高君） はい、発言許します。

○町長（藤本正一君） 今までの機構改革の取り組みについてだけ、私が少しだけ時間

をいただきまして、お話申し上げますが、私どもも、本格的な少子高齢化の到来の

もとに、情報技術、また、飛躍的な発展の地球環境問題、いろんなものを、地方分

権とか、いろんな問題が税制問題、一番、私どもの課されております三位一体改革

などを基本とした地方自治体に、また、社会的な、私どもに急激な変化をもたらし

ているのも現状であろうかと、また、その現状を改革するために、機構改革という

のを行ったところでございます。

これを町におきましても、平成８年から行政改革大綱を策定をしてございます。

私は、１５年になりましたけれども、また、その前には、平成１３年には、硬直化

する財政状況及びそれを改正すべき補助金等検討委員会、また、行政改革委員会等

設置されまして、補助金・負担金見直し、いろんな特別職の報酬の改定、また、出

張時の日当一部廃止とか、いろんな傷みを皆様方に与えて、今現在に改革に至って

いるところであろうかと、そのように思っております。

平成１５年度末に、私ども思いますが、役場の中の簡素化、定数等を見直すため

に、各部局から係長級、名前がございますが、１４名になります高森町行政改革委

員会等を立ち上げまして、様々なことを検討いたしたところでございます。

それをいかに実行に移すかというのが、平成１９年６月１日でございました。そ

の中には、いろんな職員の方々に傷みを与えます、こうしますと、職員定数におき

ましても、１０３名から、平成２３年度には８６名にしたらどうだろうかと、いろ

んなことがございました。
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議員の先生方、今、３課２局でいいんじゃないかというご意見等もございまし

た。なかなか改革は、傷みを伴う、本当に情けない、もっとしっかり親方がしとれ

ば、ぴしゃっとできるとじゃないかと、そがん思いながら進めてきたのが、今の改

革でございます。

そして、いろんな地域に、いろんな職員の方々も機会あるごとに、研修会等、ま

た、地域の市町村の勉強会、できるだけ、ちっとでん勉強せにゃいかんということ

で、そのようなことを、今まで進めてきたところでございます。

その中で、私どもも、勝手に職員と私どもが勝手に決めるわけじゃございません

から、ひとつ、いろんな諸条件を提示していただくために、地域から１６年１１月

２９日に発令をいたしまして、５名、名前を申し上げますならば、有働和幸氏、佐

竹イマさん、住吉栄男さん、江藤明徳さん、甲斐康利さんと、いろんな方々に是

非、検討していただきたいということで、この改革を進めたところでございます。

そして、今年の３月の定例議会におきまして、議会に出したと、諮ったというこ

とでございます。もちろん、その議会の中にも、ご存じのように、３名の方は、

今、改革を本当にせにゃんとかと、もっと、なんびらっとする方法はないかとか、

いろんなご意見がございましたが、改革は、なんびらっと、人が忘れたころするの

は改革じゃございませんで、大変傷みを伴います。やるかやらんかですけん。誰も

好き好んでいやなことはしようごたなかですばい。一生懸命、よそのまねじゃいか

ん、高森町の独自の改革をしようじゃないかって、一生懸命職員と話してきまし

た。そうかというて、私は、先ほども当初の時も申しましたが、何もこれが正しい

とは言うとらん。何とかして、ちっとでんよか方法ば、話そうじゃないかいって、

一生懸命、そのように、また、今努力をしております。

ただ、質問と変わっておりますのは、弁護費用のどうのこうのでしょうから、私

も弁護費用というのは、なかなか、こうしてこうやっていくと、いつ払うて、いつ

こうしてというのは、なかなか、難しゅう部分がございます。確かに、支払いを命

じて支払いをしたのも事実でございまして、それが少し、議会軽視であるとすれ

ば、それは、本当に申し訳ないと、本当にお断りを申し上げたいと思います。正直

に申し上げたいと思います。

どうでん、こうでん、ここは、改革をせにゃん時だけん、どうか、いっちょ、一

緒にな、加勢してもらわにゃ、改革はもうせにゃいかんばいた。せんならせんでよ

かつばいた。はい。

○議長（三森義高君） ３番 田上更生君。
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○３番（田上更生君） 大変、これから、私が質問しようかなと思っておったところま

で、お答えが出てしまったような気もいたしますけれども、私は、単純に、今回の

議案の取り扱いについて、あまりにも、やはり議会軽視という部分が、これは、こ

れから先も、町長さん、前、町長は、町長になられる前、議員もされておったとい

うような話もされましたけれども、この取り扱いについては、やはり、議会軽視、

これは他町村から、いろんな角度から見ても、議会軽視、議会無視というのは、私

は、改革を否定をしているものではございません。今一度、お答えをお願いしま

す。

○議長（三森義高君） 町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） 私も真剣にしよりますから、少しムッとすりゃ、こやん言葉に

なります。すみません。決して、お宅を攻撃するものじゃございませんが、一生懸

命になるとですな、こがんなります。すみません。

だけん、今申しましたように、決して、議会軽視でしたつもりはございません。

もしも、それが今、そうとっとられるならば、本当に申し訳ございませんでしたと

いうことです。よろしくお願いいたします。

○議長（三森義高君） ３番 田上更生君。

○３番（田上更生君） それでは、この取り扱いについては、大変、やはり、こういう

取り扱いをしたということは、私は、総務常任委員会なり、本会議の中で説明でき

なかったんであれば、総務委員会の中ででも、説明をされて、あまりにも、やはり

議会を無視した行動ではなかったのかという部分を今、お話をしたわけでございま

す。

この後、また、不服申し立て等についても質問をいたしますけれども、今、町も

今回の行為は、どれだけ、議会に対する、議会あるいは町の行政に対する町民の皆

さん方の不信感と疑問というものが非常に大きいものがあると、私は思うわけでご

ざいます。

こぎゃん議会に任せとってええつかいというような声も聞こえてきます。ですか

ら、私は、今回の取り扱いというのは、非常に重いものがある、今、町長、申し上

げられましたけれども、ちょっと後の不服申し立ての件と質問が重複するかもしれ

ませんけれども、やはり、相当傷みを伴いますと、職員にも傷みを求められておる

以上、やはり、それなりの責任と言いますか、そういう責任というものを明確にし

ていかなければ、これから、機構改革なり、あるいは行財政改革を進めていく中

で、やはり、町が一丸となって取り組むということが、非常に厳しくなってくるん
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じゃないだろうかというふうに思いますが、町長、いかがですか。

○議長（三森義高君） 町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） もちろん、先ほど申しましたように、機構改革というのは、改

革ですから、傷みを伴うのは当然でございますけども、その前に、議員の方々も定

数減、また、私どもも報酬カットと、各三役とも報酬カットと、いろんな手立てを

して、今現在に至っております。

○議長（三森義高君） ３番 田上更生君。

○３番（田上更生君） 今回の不服申し立ての発端は、行政改革に伴いまして、庁舎内

での議論等もされたというふうに思いますし、また、議会においても、行財政改革

特別委員会等設置されまして、議論を重ねた上で、成立をされたというふうに思い

ます。

ところが、なぜ、ここに来て、今度は、考えますと、やはり、私は、ここで弁護

士を入れる必要があったのかなと、やはり、自分達でやった改革は、その不服申し

立て等に対する答弁書作成については、自分達の考えで、自分達の声でやはり回答

をしていくことが、より大きな信頼関係、職員に対しての信頼関係も生むのではな

いかというふうに思いますが、町長、いかがですか。

○議長（三森義高君） 回数が重なっておりますので、総務課長 岩下健治君。

○総務課長（岩下健治君） 今、３番議員からご質問の件でございますけれども、これ

は、先ほど、ちょっと町長が経緯について述べましたけれども、当然、私達も１６

年度からこの組織の改編、定数の見直し等について、会合を重ね、特に、改選前の

議会におきましても、先ほど、議員申されましたように、行政改革特別委員会が設

置をなされております。その中でも、全部、私達も考えをご報告し、またすり合わ

せをしてきたところでございますけれども、この１９年３月の提案の折りにも言い

ましたけれども、傷みが伴わない改革というのは、とにかく、課長も半減しました

し、課長補佐も半減をいたしております。順番にいきますと、課長が係長、さらに

は、それ以下になる恐れもありますよということで、ご提案を申し上げ、その職務

の級の変更につきまして、修正動議がなされて、今、町長申し上げましたように、

町の提案の方に賛成多数ということでご可決をいただいて、実行をしてきたところ

でございます。

ただ、職員の方にいたしますと、それは、給料が下がるからだめなんだよという

ことで、結局は、法に則ったことで、県の人事委員会の方に不服申し立てをされた

ということでございますので、当然、町の方で答弁書を作成すべきではないかとい
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うことでございますけれども、私、町長から、もちろん、この不服申し立てがあっ

た時に、町長の許可を得まして、弁護士も当然、顧問弁護士がおるわけでございま

すので、相談もいたしております。

初の答弁書の原案につきましては、私の方で作成をいたし、それに加筆訂正を

弁護士の方でしていただいたということですので、私の答弁書がほとんどそのまま

使われているということでございます。

ちょっと長くなりますけど、今後の対応ということで、しゃべらせていただいて

いいでしょうか。

○議長（三森義高君） ３番議員さんが２の対応でされますので、その中でお願いいた

します。

○総務課長（岩下健治君） そういうことで、いきなり、弁護士さんに答弁書をつくら

せたということではなくて、私がつくった分に対しまして、町長との打ち合わせを

いたした結果、それを送付いたしまして、弁護士さんに加筆訂正を行っていただい

たということでございます。（「議長、ようございますか。非常に質問・答弁等が

聞き取りにくい。もうちょっとマイクを寄せて、声量を、明確に答弁等をしていた

だきたいと思います。よろしくお願いします」と呼ぶ者あり）

○議長（三森義高君） ３番 田上更生君。

○３番（田上更生君） 私は、だんだん幅が広くなってきたような答弁がですね、何か

と言いますと、私が申し上げているのは、議会に提案された、その過程を申し上げ

ているんですよ。不服申し立てと内容については、後で質問いたします。

○議長（三森義高君） 総務課長 岩下健治君。

○総務課長（岩下健治君） 大変申し訳ありません。先ほど、町で答弁書をつくるべき

じゃなかったかということに対しまして、ご答弁を申し上げたつもりでございま

す。

○議長（三森義高君） ３番 田上更生君。

○３番（田上更生君） 後の不服申し立ての件と重複する部分がありますので、この内

容がいろいろ私の方が混乱をいたしておりますので、職員の次の不服申し立てにつ

いて、質問をさせていただきます。

国の三位一体の改革を受けて、地方では、行財政改革に取り組まれているところ

でございますし、本町におきましても、機構改革はじめ、行財政改革の声のもと

に、町長はじめ、職員・議会・議員の給与のカットをはじめ、いろいろな予算面で

の減額というようなことで、進めているところでございます。
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私は、このような行政改革を進めていく上においては、町長・執行部をはじめ、

職員、そして議会・町民の皆さんの大きな相互理解と大きな信頼がなければ、この

ような行政改革というものを取り組む中で、なかなか発展・振興させていくという

のは、非常に難しいのではないかというふうに思うわけでございます。

今回の不服申し立てというのが行われたということが、非常にそれを物語ってい

るんではなかろうかというふうに思うわけでございます。

これは、やはり、先ほどの件と重なりますけれども、やはり、これは、職員と町

執行部とも信頼関係、相互理解というのを、そこら辺の議論が足りなかったんでは

ないだろうかというふうに考えております。私も職員サイドに立つ側から質問をし

ているわけでございません。ですので、やはり、そういうところを議論が足りない

分は足りない分として、やはり、新しい形で議論を重ねて、そして、やはり、職員

との相互理解、信頼関係というのを築いていく必要があるのではなかろうかという

ふうに思っておりますが、町長、いかがですか。

○議長（三森義高君） 町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） 先ほど、時間をかけて、申し上げましたが、やはり、改革と言

いますのは、よそのまねじゃなく、高森町にふさわしい改革をしてほしいというこ

とで、１４名の職員の方々が１年間にわたりまして、改革案ができました。その改

革案をもとにして、今回、３月の定例議会に議員の先生方にご提案を申し上げ、議

会通過となったわけでございます。その通過をもとにして、６月１日付けで改革を

したということでございます。

何回も申しますが、独自でしたことですから、本当に傷みが伴いますから、そこ

は、お互い、決してこれはベストじゃないから、話していくぞというのが、私の本

来の筋でございます。もう何も思いつきで言うて、何でもずっと言ってます。たま

たまこうやってそういう訴訟ということになりましたものですから、この訴訟とい

うのは、私も詳しくございませんが、私がどうのこうのと言われる状況ではないと

いうのが訴訟でございます。私がやめてくださいとか、私が取り下げてください

と、そのようなものではないようにお聞きをいたしております。決して、訴訟をし

て、人に傷みを与えて、決していいものだとは決して思っておりませんし、いい時

期が来れば、先月の９月の定例議会でも議員の方からもありましたが、仲良うし

て、精一杯仕事をするように、精一杯がんばらにゃいかんという指示を受けまし

た。その時も、私もそのように申し上げました。決してベストじゃございません。

ただ、今はもう県の人事院会、そこに上がっておりますものですから、私がどうせ
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えと言われた時に、今はですね、今現在は。だから、今後は、十分、県人事委員会

と、また、私どもの方も弁護士さんがございますから、ご相談申し上げて、今後に

ついては、解決していきたいということでございます。

不服申し立て、人間誰しも、お金が減ったりすれば不服はございますが、泣きの

涙で断行を今いたしているところでございます。早い機会に議員の先生方も納得で

きるような解決策を見つけてまいろうと、そのように思っております。

○議長（三森義高君） ３番 田上更生君。

○３番（田上更生君） どうも、町長、訴訟というような言葉を出されましたけれど

も、これ、感覚的に訴訟じゃないんじゃないですか。私は、訴訟という考え方があ

るからこそ、なかなか町長の方から不服申し立てをなさっておられる方々に、私

は、この前も申し上げたと思いますけれども、一日も早い協議をもって、協議の場

をつくって解決をというお願いをいたしております。

私は、不服申し立てをされた職員の皆さん方も、これ、県の判断、結果が出たか

らと言って、あの人達が、職員の人達にプラスになるということは一つもないと思

います。なかなか、私は、その点については、町民の理解を得られるのは、職員の

皆さん方もやはり、厳しいものがあろうかというふうに思います。

今、このような時期に、町の行財政改革を進めていかなければならないという中

で、町執行部と職員がこういう関係の中で、本当に町民の負託に応えられる改革が

できていくのか、そのような中で、一番不利益を被るのは、町民の皆さんなんです

よ。今、町民の、私達に、これは人の話で、うわさ話みたいなのをここで申し上げ

るのは失礼かと思いますけれども、町民の皆さん方の声、「町は厳しい厳しい言い

ながら、何をやっとるのか」「まだ裁判費用でん出す銭があるけん、まだ町は銭が

あるぞ」という声が聞こえてきます。

やはり、そこら辺を住民の皆さんにももうすぐ２０年度の予算も編成しなければ

ならないというような時期に来ているという時に、今のような形の中で、町民の皆

さんにいろんな負担を強いる、血を流してくださいということを求めることが、私

はできないだろうと。町長、そこら辺のお考え、どぎゃんですか。

○議長（三森義高君） 町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） 大変失礼を申し上げました。訴訟じゃなくて不服申し立てでご

ざいます。大変失礼いたしました。

不服申し立てに対する弁護費用に関しまして、お金をだめだめと、だめかいいか

というのは、町民の方々が判断をする、そういうお話でございますが、一応は、改



－ 77 －

革をやる以上は、どうしても、なかなか１００人おって１００人の方が納得ができ

るというのは、大変難しゅうございます。その分が、今、不服申し立てとして形上

は、出てきているんだろうなと思っております。

ただ、不服申し立てが出た以上は、私どもも、３月定例議会で議員の先生方の許

可を得て、進めていく以上は、「はい、そうですか。これは取りやめます」という

のは、なかなか難しい部分がございます。今から、県人事委員会というのがござい

まして、その方とも対応を弁護士さんと一緒に対応をいたしておりますので、その

結果が出るのにはもうしばらく時間がかかるということでございます。その費用を

出す出さないというのは、ちょっとまだ、どなたがどやん考えでおっしゃるか、ち

ょっと私も理解できませんが、改革というのは、そういうものであろうかなと理解

をいたしております。

○議長（三森義高君） ３番 田上更生君。

○３番（田上更生君） 私も、行財政改革については、どうしてもやらなければならな

い状況にあるのは、十分理解をしておるつもりでございます。ただ、このような庁

舎内のいろんな仕事の機能的な部分を考えますと、やはり、庁舎内の上司になる立

場の方々がより多くの血を流すような考え方がなければ、上下関係がうまくいかな

いし、人間関係も厳しいものがあるんじゃないだろうか。そこら辺で、仕事の内容

が、仕事において、本当に今のような環境の中で、庁舎内の中で不平不満、不安、

いろんな部分があると思います。その中で、本当に住民本位の仕事をできるとは到

底、私は考えられないのですけれども、ですから、私は、一日も早い解決をと、町

長は、３月議会の議事録、あるいは、９月議会ですか、議会の議事録の中でも、ベ

ストではない、改善の余地はあるんだと、話し合いの余地があるんだというよう

な、また、議会の方も議会の行政改革特別委員会の副委員長もベストではないとい

う部分が議事録に上がっております。町長も９月議会以降、再三、改善の余地はあ

る、なぜ、テーブルにつけないのかなという部分があるわけでございます。

私は、一日も早い町民の不安、不満を取り除く、町民にも大きな不安、不満があ

ると思いますよ。ですから、その点を早く、一日も早い解決をお願いしたいという

ふうに思うわけでございますし、私は、職員組合の方も協議のそういう場がつくら

れれば、職員不服申し立てをされておる職員の皆さんも、やはり、取り下げなり、

なされて、協議に入られるんではないだろうかというふうに思いますが、町長、い

かがですか。

○議長（三森義高君） 町長 藤本正一君。
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○町長（藤本正一君） 今、３番議員さんおっしゃいましたように、県の人事委員会と

そのようなことは、弁護士さんにお願いをし、今、対応をいたしております。た

だ、今日したから明日というわけにもなかなか解決を見出せない。そして、また、

３月の定例議会で、議員の先生方にもご相談申し上げて、出た結果を実行に移した

と、施行したということでございます。それが、なかなか変わるというのも大変な

ことであろうと、ただ、再度申しますが、早い機会に、決してベストじゃございま

せんから、早い機会に解決策を見つけたいと、そのように思っております。

○議長（三森義高君） ここで、ちょっとお諮りいたしたいと思います。３番議員さん

につきましては、これにつきましては、 後の質問にしたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。３番 田上更生君。

○３番（田上更生君） それでは、一日も早い、不服申し立ての件につきましては、一

日も早い解決に向けて、そして、やはり、町民が安心して、暮らせる町をつくるた

めにも、町長のご努力をお願いしたいというふうに思うわけでございます。

それでは、次の質問に入らせていただきます。

○議長（三森義高君） ちょっとすみません。２番が終わりましたならば、項目２につ

きましては、皆様方にお諮りいたします。

しばらく休憩したいと思いますが、ご異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 異議なしと認めます。それでは、今、議場の時計が約２０分を

指そうとしておりますので、３０分から始めたいと思いますので、よろしくお願い

いたしたいと思います。

－－－－－－－○－－－－－－－

休憩 午前１１時１７分

再開 午前１１時３１分

－－－－－－－○－－－－－－－

○議長（三森義高君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

まず、執行部の答弁について、マイクをきちっと意識をされて、答弁されますよ

う、よろしくお願いいたします。

それでは、３番 田上更生君。

○３番（田上更生君） 休憩前に続きまして、質問を続けさせていただきます。

２番の養豚業進出についてというようなことで、お伺いをいたしたいと思いま

す。
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昨年以来、本町への養豚業者の進出というようなことで、議会とまた執行部にお

いても、自主財源の確保等視野に入れられまして、議論を相当されたというふうに

聞いております。

しかし、現在、その進出について、その建設予定地域周辺において、賛成・反対

というようなことで、大変入り乱れておりまして、高齢化が進んでおります集落に

おいて、大変いろんな意味で問題化しているところでございます。なぜかと言いま

すと、高齢になってお世話になるけん、なら、反対論か、判押そうかとか、同意書

に判押そうかというような話があったり、大変、この養豚業の進出について、苦慮

しているところでございますけれども、今までの経緯をふまえて、この養豚業者の

進出について、町長、どのようにお考えなのか、お伺いします。

○議長（三森義高君） 町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） 今、３番議員、田上議員さんのご質問でございますが、養豚業

者の方々の進出につきましては、私が思いますには、平成１６年ごろにそういうお

話がございました。その中で、議員の方々がよく理解しておりませんが、きっと

５、６名の方々が視察に行きなったような気がいたします。その視察の結果、大変

すばらしいものであると、そのような報告を受けたのは事実でございます。その

後、地域的に、いろんな場所選定、いろんな地域の方々の意見を拝聴しながら、結

果的には、ノーでしたということでございました。

今、田上議員さんがおっしゃるのは、 近、またということでございますが、私

は、３月の定例議会でも賛成・反対がございましたが、私自身は、地域の方々が納

得できる場所、今の現状であれば、到底、高森町では受け入れられませんというこ

とが本心でございます。

私自身、いつも申しておりますが、法的には、何ら問題はないように、皆さんお

っしゃいますけども、私自身といたしましては、地域の方々が納得、協力、いろん

な方々がご賛同いただかんことには、養豚業進出については、ノーでございます。

○議長（三森義高君） ３番 田上更生君。

○３番（田上更生君） 今の経緯については、私も理解をしておったところでございま

すけれども、私は、やはり、地域の方々の同意がなければという発言もありますけ

れども、町の町長として、町に公害の起きる心配がない、あるいは、心配があるん

だというような部分がすると、今回、草部南部水系には排水が流れるところには、

建設をしないという念書が入っているようでございますけれども、それについて

も、やはり、普通、町民から考えますと、そういう念書を入れさせたということ
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は、そこにそういう汚水なり、排水が流れる危険性があるという判断のもとで、そ

ういう念書を入れられたというふうに受け取り方をされている方も大変おられま

す。

そういう懸念があるのであれば、やはり、町長は町長として、高森町地域に、町

内に建設を拒否されることが、草部南部水系だけでなく、されることが妥当ではな

いかというふうに思いますが、町長、いかがですか。

○議長（三森義高君） 町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） 先ほど申しましたように、いろんな議論がございました。視察

と、賛成とか、いろんなもちろん議論はございましたが、 終的に、今、おっしゃ

いましたように、地域の方々が納得せにゃできんということです。何ら、私が汚染

するの、どうするのじゃなくて、今の現状であれば、養豚業を高森町に施設をつく

っていただくというのは、ノーでございますということでございます。よろしゅう

ございますでしょうか。

○議長（三森義高君） ３番 田上更生君。

○３番（田上更生君） 少し角度を変えて質問いたします。

今回、草部南部水系の方が昨年来、拒否されて、場所が変わりました。東小中学

校・東保育園周辺というようなことで、同意を業者さんがとっておられるというふ

うにお聞きをいたしています。

その施設には、そういう教育施設が一番近いわけでございます。どの人家よりも

近いわけでございます。そこの指導管理責任者として、教育長、どういうふうにお

考えですか。

○議長（三森義高君） 教育長 渡邉哲郎君。

○教育長（渡邉哲郎君） 今の３番議員さんのご質問にお答えさせていただきます。

先般、担当課の課長さんより、東小中学校の付近に養豚業の建設が計画されてい

ると、その業者さんには、学校が一番近いので、教育委員会か、学校に説明に行っ

てくださいというふうにお願いをしているという報告を受けました。

それで、私の方も各小中学校の校長の方にこういった建設の予定があるので、業

者さんの方が説明に来られるかもしれませんと、その際は、委員会の方にも連絡を

してくださいというふうにお願いをしております。しかし、未だ、まだ、業者さん

の方からお見えではございません。

以上でございます。

○議長（三森義高君） ３番 田上更生君。
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○３番（田上更生君） 私は、管理責任者であります教育長が、今までの経緯をふまえ

て、養豚場進出の経緯をふまえて、やはり、私は、教育長として、子供達のその教

育環境というのを守る責任があると、教育長の考えをお伺いしているんです。

○議長（三森義高君） 教育長 渡邉哲郎君。

○教育長（渡邉哲郎君） 今、申し上げましたように、業者の方からこういった施設で

すよ、こういった計画ですよという明確な説明があっておりません。それで、そう

いった分がはっきりした中において、学校、または保護者、委員会とも協議をして

いかなければならないというふうに思っております。

これは、やはり、いろいろ施設あたりがどういった分が出てくるかで、どういっ

た規模かという分をないと議論の方法がないと思っております。

以上でございます。

○議長（三森義高君） ３番 田上更生君。

○３番（田上更生君） 私は、議論をしなさいと言っているんじゃないですよ。教育長

の考えを聞いているんですよ。教育長の思いを。大丈夫なのか、今まで相当お話は

聞かれていると思いますよ。私も教育委員会の方に何回か足を運んで、電話もいた

しました。教育長のお考えを聞いているんですよ。協議をしてくださいということ

じゃありません。

○議長（三森義高君） 教育長 渡邉哲郎君。

○教育長（渡邉哲郎君） これにつきましては、町長の方がお話されましたように、地

域住民の方々が納得、協力をされなければだめだというふうに。ですから、やは

り、私達としても、やはり、そういった形で、子供の環境を守るためには、そうい

った保護者あたりの理解が得られなければ、だめだということです。

これは、議員さんもご承知のように、教育委員会のというのは、合議制でござい

ます。私独自で判断ができるものではございません。

私としましては、やはり、今言いましたように、協議をさせていただいて、方向

づけをしたいというふうに思っております。

○議長（三森義高君） ３番 田上更生君。

○３番（田上更生君） どうも、まともに答えていただけませんけれども、私の結論が

急ぎすぎるのかなというふうにも思いますけれども、同じような内容で、学校設置

者として、町長のご意見を。

○議長（三森義高君） 町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） 今、いろいろ教育長は、立場上、そういうお話がございました
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が、先ほど申しましたように、ノーでございますと、どうか、わかってくれんか

な。ノーでございます。

○議長（三森義高君） ３番 田上更生君。

○３番（田上更生君） 今、はっきりとノーというようなことで、町長の方からご答弁

をいただきました。地域にとりましては、ほっとしている部分もあろうかというふ

うに思います。

このような水質についての、高森町、全国の分水嶺サミットなり、水の生まれる

里というようなことで、熊本市との水関連の協定もあります。やはり、このような

部分については、慎重に慎重に議論を重ねていただきまして、これから、そういう

部分については、結論を出していただきますように、お願いを申し上げるところで

ございます。

これをもちまして、私の質問を終わらせていただきます。どうもありがとうござ

いました。

○議長（三森義高君） ３番 田上更生君の質問を終わります。

－－－－－－－○－－－－－－－

○議長（三森義高君） ４番 甲斐直三君。

○４番（甲斐直三君） ４番 甲斐でございます。

今日は、先ほど来から、議員さんからも言われましたように、初めての日曜一般

質問の開催でございまして、傍聴の方々の背を受けながら、質問をしていくに、少

し緊張をしております。

町長におかれましては、この町財政危機の打破し得るリーダーシップを発揮して

いただくために、私は、（１）過疎対策について、（２）町の医療と福祉の現状、

（３）介護保険についてということで、お伺いをしていきたいと思っております。

明快なご答弁を期待をしておるものでございます。

今、会期中の国会もテロ対策特別措置法が１１月１日に停止し、また、前防衛事

務次官の軍事専門商社との癒着ということで、相次ぐ不祥事の問題、また、後ほ

ど、任期の問題も触れさせていただきますが、依然として、不透明であります。

県は、九州新幹線の全線開通、あと３年４カ月でございましょうか、開業を見据

えて、「阿蘇、豊かな水、火の国」をキーワードとした認知度向上の戦略をまとめ

て、力を入れておるようでございます。

町としましても、私が１番の過疎対策ということでございますけれども、これ

も、活性化ということも意味も込めまして、どのように進められようとされるの
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か、これからお伺いを申し上げます。どうぞよろしくお願いします。

○議長（三森義高君） 町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） ４番議員さんのご質問にお答えを申し上げます。

過疎対策はどうかというご質問が大きなウエートだったように思いますが、ご存

じのように、過疎対策というのは、なかなか、一言で片づけていかれない、明日治

る品物でもございませんし、何とかして、この過疎対策というのは、私、高森町だ

けの問題だけでなく、国上げて、過疎対策というのは、今、していただいておると

ころでございます。

そしてまた、高度成長期におきます都市部への人口流出、いろんな国全体的な規

模から申しますならば、だんだんだんだん１日１日と、私どもの町は過疎になって

いくばかり、その対応といたしまして、いろんな国の施策の中に辺地債、過疎債と

か、そういう債を付けて、面倒を見るような言葉がございますが、 終的には、２

割なり、３割なり、 終的にはお返しをしていくのが、今の現状であろうかと、そ

のように思っております。

私の町といたしましても、本町における人口は、先日の合併５０周年の記念の時

にも申し上げましたが、昭和３５年の１１月には、１万３,９３４人の人口でござ

いました。それから、減少の一途をたどりまして、本年度の１１月３０日現在、

７,５２３人と、本当に過疎になっておるところでございます。この約５０年の間

に、６,４１１人減少したと、パーセントで申しますならば、４６％減少をいたし

ております。早い話が、半分に減ったということでございます。

ちなみに、平成１５年１２月に国立社会保障人口問題研究所が発表いたしており

ます、私どもの将来の人口増は、平成２７年には６,０７８人になるんじゃないか

というようなデータがここに出ております。これは、あくまでも、データでござい

ますから、何ら今までの推移を分析された結果がそのような言葉であると、という

ことは、今から６００人ほど人口減になるというような計算になろうかと思いま

す。

しかしながら、いろんな、今現在、私どもがやっていますいろんな地域的に、過

疎対策、そしてまた、高齢者対策、少子化対策、なかなか思うようになっておりま

せんが、国も地方をなくするということはあり得ないということでございます。国

土を守るという意味では、私どもが一番地元におって、毎日毎日、守っているおか

げて、熊本市内の水も日本有数でございますが、地下水で全部賄うと、そのような

熊本県でございますし、また、地下水一つにいたしましても、過疎、過疎という中



－ 84 －

でも、過疎の中で、お守りをしていく、大沙汰になりますと、年間、田んぼに水を

張っていただきまして、どこに私、水が出るかわかりませんが、いろんな調査をし

た結果、大津町に水を溜めたが一番、熊本市内に流れ込むというような、もちろ

ん、５０年、１００年かかって流れ込むものだと思いますけども、そういうお話が

あってございます。

今現在、私も、この過疎は何とかせにゃん、道路整備でん、何もそうですが、や

はり、私どもが過疎を悲観的だけじゃなくて、そういう見方だけじゃなく、減っ

た、減った、お年寄りが増えた、増えたと、そういう悲観的だけの問題だけじゃな

く、何とか、過疎対策、高齢者対策をしながら、皆さんの意見を聞きながら、やっ

てまいろうと、そのように思っております。

その意味でも、今、道路整備もできる限り、利便性のあるところから、緊急性が

あるところから、危機管理道路から、できる限り、早い機会に、そういう安心し

て、過疎ではなく、過疎じゃないというような、いろんなハード面もしてやってい

こうと思っておりますし、また、今のうちの過疎対策、申しますと、先ほど、お話

がありましたけども、ライフ面、いろんな面からしていこうと、そのように思って

おります。

本当に過疎対策というのは、こうして、こうしてというのは、なかなか１、２、

３、４、５というふうには行っていないのが現状です。しかしながら、これは、私

どもに、今課せられた大きな問題でございますから、誠心誠意、過疎対策をしてい

こうと、そのように思っておりますので、よろしくお願いいたします。

○議長（三森義高君） ４番 甲斐直三君。

○４番（甲斐直三君） 自席よりお許しいただきます。

再度、質問をさせていただきますが、今、町長さんの方から難点な過疎対策とい

うことに述べられました。大変、これは、私達の町にとっては、この過疎というの

は、大変誰がお考えされても、難しいことでございます。けれども、何か、やらな

きゃ、このままでは衰退をたどるのは目に見えているような感がいたします。

基幹産業であります農業をとりましても、今、取り巻く環境は年々厳しくなって

おるようでございます。ましてや、原油高騰による農業経営の存続の危機を感じる

方が大半ではないかと思っております。

町長は、一次産業であります、この農業振興を政策の大きな柱であるということ

を訴えておられますけれども、国の失策であります、私は失策と思っております

が、生産調整による減反、あるいは、休耕等での耕作放棄者が増えて、過疎が進
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み、今では、限界集落とも言う名が付いた消滅をしていく集落の危機さえも出てお

るようでございます。

町長は、どのような異常事態を対処されようとしておられるのか、再度、お聞き

をいたします。

○議長（三森義高君） 町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） なかなか、一言で答弁するのは難しゅうございますけども、本

当にご存じのように、私どもの町は、農業が第一次産業の基幹産業でございます。

これは、決して忘れることのない事実でございますが、今、認定農業者、また、農

業委員会の方々、いろんな方々とお話を申し上げながら、ご相談申し上げておりま

すけども、大変、農家を取り巻く現状は厳しいものがございます。

一般的に、私どもが言うなら、高冷地野菜をやるとか、トマトとか、イチゴと

か、いろんな問題が、今はクローズアップされておりますナスの方は、ブランド化

されたというような雰囲気になっておりますが、まだまだ、トマト一つ見るにいた

しましても、大変な農家には厳しい思いがされております。どのようにするかとい

うのは、私も、農協の方々とも、ＪＡさんでございますが、いろんな機会あるごと

にお話をしたり、また、一緒に東京の方にも陳情に行ったりとか、たび重ねており

ますけども、未だに、米の値段にいたしましても、なかなか思うようにいっていな

い。打つ手がない。ただ、今現在、申しますならば、やはり、農地が荒れています

こと、そしてまた、後継者不足、もちろん、高齢者、大変遊休農地が増えておりま

すものですから、その分は、そういうことに関しましては、農業委員会の方にも是

非、お願いをし、就農をしていただく、また、新しく農業に従事をしていただく方

々を募集しながら、そして、いいサービス、高森町としてのできる範囲内のお出で

いただく方々にサービス、またいろんな税の面とか、そういうものを今後、進めて

いこうと、そのように思っております。

いろいろと輸入輸出ございます。輸入の方は、大変外国の方も強うございます。

野菜だけじゃなく、肉、いろんなものがそうでございますが、輸出の方は、工業国

でございまして、自動車関連、そういうコンピュータ関連、そういうものにつきま

しては、大変すごい勢いで進んでおります。その分が今、申しますように、地域の

格差、都市との私どもの格差が開いている部分だろうと、そのように思っておりま

す。

先ほど申しましたように、私どもがおってこそ、初めて、日本の国は成り立って

いるものと自負をいたしているところでございますし、その自負のかわりに、何ら
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かの形で、援助を受ける、そのように今お願いをいたしております。

大変申し訳ございませんけども、単純なお金を計算いたしますなら、平成１１年

に２４億円余りの交付税がございました。今現在、特例を入れてまで、特別債まで

入れてまで、１９億円近くでございます。今、６億６,０００万円ほど減になって

ございます。これが、三位一体改革で、今、私どもにしわ寄せが来た分です。それ

と、また、農業、第一次産業がやはり、景気が良くないということで、自主財源と

いうことで、温泉・たばこ・軽自動車・固定資産、私どもが一般的で言う自主財源

に対しましては、約５億７、８,０００万円ほどございましたが、今現在、４億

７、８,０００万円です。約１億円ほど、自主財源も減になっております。そうい

うことを含めまして、ちょっと質問の内容は変わりますが、工業団地誘致、また、

１１月１３、１４日にいたしました南鉄によりますＤＭＶによります何とか観光客

をということで、今努力をいたしております。

どのような結果が出るかというのは、なかなか私どもも判断が付いていないんで

すけども、一つ一つ、先ほど申しましたように、皆さんと一緒になって、やらんこ

とには、どうにもならないということでございますので、なかなか、これといった

策は、情けない話、ございませんが、私が申しましたように、基幹産業である農業

につきましては、今後も精一杯できる限りのご支援を申し上げながら、また、側面

からも応援を申し上げていきたいと、そのように思っております。

○議長（三森義高君） ４番 甲斐直三君。

○４番（甲斐直三君） 農業問題もなかなか町長さんの方からもはっきりした答えが出

ないと大変難しいということでございますけれども、単純な質問になるかと思って

おりますが、この新幹線の開通に伴う観光客の通過型から逗留型というような板に

何とか、新幹線が開通しますと、今、申し上げましたように、３年４カ月しかござ

いません。県の方は、天草と阿蘇、それから、水と火の国ということで、県南の方

は八代と玉名の方、駅ができるということでございますので、県庁所在地の周辺を

活性化するためには、県の方もしっかり考えられておるようでございますけれど

も、この新幹線の観光地、宮崎県の方に飛んでおりますこの３２５号線、２６５号

線、この観光客をただ通過型にするよりも、また、町が指をくわえて、これを見守

って、そのままの状態でするよりも、何か、戦略構想と言いますか、もうぼつぼつ

打ち出しをして、客の呼び込み、あるいは、この泊まり型、逗留型の施設というの

も考えていっていいんじゃなかろうかと思っております。

あくまでも、町の中心部が活性化をしなきゃ、山東部は、とてもじゃないが、今
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のままで衰退をしていくのが、どうでも見えているのじゃないかということを、先

ほども申し上げましたが、先般、認定農業者の会ということがございました。それ

に行政・議会と併せて、懇談会ということに、これに参加をさせていただいたわけ

でございますけれども、認定農業者の会の８０名の方達の中からも、やはり、今、

私達もやりたいけど、どうでも、やっぱり行政の方から、あるいは、ＪＡ関係、関

係機関の方からも何か指導がないものかということで、思案をされておるのは確か

でございます。単純に申しますれば、町の通過型を農産物のブランド化、要する

に、ブランドが何が高森町にあるかというと、これによって、ブランド化という、

ブランドという農産物も今のところは見当たるものがございません。そのために

も、ひとつ、道の駅と申しますか、要するに、直配の施設の場所をこの周辺に設置

をしまして、それから、活気を持たせるというような、これも１つの案ではなかろ

うかと思っております。

これは、私が、ただ、私の考えだけでございまして、今後、ご検討をしていただ

きますならば、やはり、高森町はある程度は、農産物を中心にした町の活性化には

手とはなるんじゃないかと思っております。

次に、私は、町の人口と地方交付税の推移予想という、これ、大変難しい定義を

させていただきました。総務省は、本年度から地方交付税総額の１０％に導入する

新型交付税ですか、この影響について、都道府県と市町村別の変動額の試算を発表

をいたしております。熊本県内では、熊本市の１億１,０００万円というトップに

１４市町村が減額となったということでございます。新型交付税は、従来の交付税

配分額が複雑なことから、人口と面積を基本に簡素化するための導入であるという

ことでございます。自治体間の配分額のデータ量を抑えるということのためのよう

でございますけれども、人口の少ない本町におきましても、除雪費の加算を、寒冷

地の割り増し等の事情に応じた調整廃止を行なったと言いますが、本町の場合は、

減額ですか、増額ですか。これをお聞きしたいということで、質問をさせていただ

きます。よろしくお願いします。

○議長（三森義高君） 総務課長 岩下健治君。

○総務課長（岩下健治君） ただいまのご質問の除雪費については、本町は該当いたし

ておりません。

○議長（三森義高君） ４番 甲斐直三君。

○４番（甲斐直三君） じゃあ、１４市町村の中には入っていないということでござい

ますね。
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再度、質問をいたしますが、住民の間では、財政問題の不安が強いと、それか

ら、長期の見通し、要するに、私は１０年ということでここに掲げておりますが、

この１０年ということは、大変、長いようで短うございます。

それから、３点目に住民のサービスの低下が非常に心配であるということでござ

いますが、今、人口という言葉、先ほど、町長の方から減るということをお伝えに

なりましたけれども、再度、その点からお願いを申し上げます。

○議長（三森義高君） 町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） 今、ご質問でございますが、町と人口の減、また、地方交付税

の推移についての１０年後はどうかというご質問だろうと思います。人口につきま

しては、先ほど申しましたのが、推計が出ているということで、何ら悲観するもの

ではないと、６００人減れば、６００人増やす方法を考えればいいわけですから、

何も減る減ると、そんな悲観することはないと思いますが、交付税につきまして

は、国が持っている品物でございまして、私どもがいくらやる、これしこやるじゃ

なくて、大変、交付税は難しいものがございます。ただ、今、新聞で、少しだけ安

心というか、楽観はできませんけども、東京・愛知・神奈川、東京は約３,０００

億円法人税等出しますと、地元に全体的なものを約４,０００億円ほどを配分しま

すと、そうやって、地方の活性化をやるというふうになってございます。

それと、今、一生懸命私どもがお願いをする、私一人でじゃなくて、日本全体の

地方の方々、地方自治体がお願いすることは、真の財政改革をということで、今、

お願いをいたしておるところでございます。１２月２日の日にも日曜日の日も、私

も三森議長と一緒にお話を聞いたところでございます。少し安心したのは、地方の

ガソリン税の方の道路の整備につきましては、今の暫定、３０年も暫定だそうでご

ざいますが、再度、１０年間を持つと、これは道路網整備がまだまだ地方は遅れて

いるという意味で、１０年はやりますということが、 近、新聞報道されたところ

ではなかろうかなと、そのように思っております。そういうことが、もしも、なく

なった場合は、私どもの町の事業は、３分の１、もしかしたら、２０％ぐらいま

で、道路網整備は、２０％ぐらいしかできないような状況になるんじゃなかろうか

なと、半分というようなことを言いますけれども、決して、それも地域によりまし

て、配分があるわけでございますから、うちの町あたりは、本当に道路網整備一つ

にいたしましても、本当に２０％ぐらいの事業しかできないような状況が来るんじ

ゃなかろうかなというようなことを想像しながら、この前も、１２月２日の日には

行ったんですけども、おかげさまといいますか、やはり、地方の見直しと、この参
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議院選挙の後の地方の見直しというのは、本当に政府の議員の方々も力を入れてし

ていただいておりますので、楽観はできませんが、少しは期待はできるんじゃなか

ろうかなと、そのような、今気持ちになっているところでございます。なかなか、

１０年後を見計らって、お話をと言われても、本当になかなか１０年一昔が、今は

３年一昔、１年一昔のように、日替わり弁当のように変わっていく時代でございま

すものですから、なかなか明快なお答えができないということでございます。ただ

ただ、できる範囲内を、そして、私どもの町も本当に今後、いろんな交付税だけじ

ゃなく、また、事実ができるような、自主財源のもとに、ある程度はできるように

がんばらにゃいかん、そのように思っております。道路網整備にいたしてもそうで

す。日の尾峠線もそうでございます。今、熊本県で、私が言うまでもなく、税をい

ただかなくていい団体は大津町だけでございます。その前は、苓北町というのがご

ざいましたが、あそこは火電があるところでございますけども、 近は、やはり、

原油の値上げか、内容は私は知りませんが、あそこも全く、交付税を 近は交付さ

れております。今、熊本県では大津町だけが不交付団体です。私どもも、そういう

ことが、是非、たとえ夢にいたしましても、国の力に頼らないで、何とかできるよ

うな、そのような方策をしていくべき、そのために、日夜努力をしているところで

ございますので、明快なお答えではございませんが、よろしくお願いをいたしま

す。

○議長（三森義高君） ４番 甲斐直三君。

○４番（甲斐直三君） 医療機関の確保と福祉施設は万全であるかということに触れさ

せていただきます。

これ、後ほど、議員さんの方から合併の質問が出ますので、とおりだけをちょっ

と質問させていただきます。

県は、旧合併特例法によりまして、平成の大合併と、県内の市町村は、９４から

４８ということになっております。県は、さらに、旧合併法の下で、合併をしなか

った自治体の再編を託そうと２００５年度から２００９年度の末まで期限を切って

おります。合併に際し、特別配置がおかれる市町村合併、これですね。これが、新

法というのが、２００５年に出ております。後２年半で切っております。１７の１

万人以下の市町村に限り、先般から潮谷県知事の方から私達の議員の方にも書簡が

届いております。この内容が、このままあなた達の町が合併しないで、単独の道を

進めれば、今後、増加が予想される医療・介護・行政サービスの対応ができない

と、まさしく、これは、督促状のようなものでございました。
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この医療に関しまして、町長、お答えができますならば、お願いをいたします。

○議長（三森義高君） 町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） 今現在、介護保険法等についてご説明を申し上げますが、高森

町におけます６５歳以上の人口は、１１月現在で、２,４１９名の方々がおられま

す。その中で、介護の認定を受けられる方は３５６名でございます。約１４.７％

に当たります。

内容といたしましては、要支援の１、２、認定の１０４名、要支援の１から５ま

での方々が２５２名おられます。そういう面を含めまして、いろんな４０歳以上の

方からお願いをしながら、平均すれば、高森町は３,９００円、介護保険料として

納付をしていただいております。いろんな地域によりましては、５,０００円のと

ころもあれば、４,０００円のところもあるかと、そのように思っております。他

町村のことは把握しておりませんけども、今現在、私どもは３,９００円の介護保

険料をいただいております。

今後は、先ほど、１番議員さんからもご質問がありましたように、後期高齢者と

いうことで、７５歳以上の方々が広域事業ということで、熊本県１つに、広域組合

ができてございます。その理事長は、熊本市の市長さんでございます。その中で、

今から後期高齢者７５歳以上の方々が、介護保険料と一緒に後期高齢者保険も一緒

にお支払いになっていくような、そのような制度であろうかと思います。確かに、

１万円近くになると、厳しくおっしゃいましたが、この後期高齢者というのも、私

どもが町で独自でお願いするわけじゃなくて、国の施策のもとに、熊本県一つに後

期高齢者制度と、７５歳以上制度ができたわけでございまして、お金が足らんらど

うだからということで、決して、後期高齢者、そういう地域を認定があったわけで

はございませんで、これは、日本全国都道府県ことごとく、１つずつ広域事業とい

うことでできたようでございます。

福祉関係におきまして、今現在は、説明申し上げましたが、私どもも制度を、私

どもが勝手になかなか改正するというのはございませんけども、今後の取り組みで

は、平成１８年４月から、私どもの大幅な見直し、要支援法というのがございまし

て、今の状況を少しでもいいように、悪化を防ぐために、介護予防サービスとか、

いろんな新設をしてまいりたいと、そのように思っておりますし、また、地域的に

は、人それぞれに合った介護サービスを提供するようにがんばってまいりたいと、

そのように思っております。

町といたしましても、その問題に対しまして、いくつかの市町村でも廃止となっ
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たとか、いろんな予防法とか、いろんなございますが、私どもも、要介護状態にな

らないために、皆様方に介護予防に力を入れられまして、高齢者が安心して暮らし

ていけるまちづくりにと、努めて、現在いるところでございます。

○議長（三森義高君） 関連していますので、住民福祉課長 佐伯秀和君。

○住民福祉課長（佐伯秀和君） 今、４番議員さんの方からお話がございましたよう

に、町長、幅広くお答えをいただきましたが、私は、絞って、医療について、お答

えをさせていただきます。

医療機関については、すでにご存じのように、私どもの町に公営のものはござい

ませんで、民間のお医者様が開業をしていただいておりますが、一般診療所、内科

・外科含めまして、私どもの方に４件ございますのはご存じのとおりでございま

す。これは、人口１万人当たりにしますと、国の場合が７.６３件ございます。そ

れから、県の基準でいきますと８.０３件ほどございますが、私どもの方では、こ

の１万人の人口に引き直すと、５.３１ということでございますから、国や県に比

べて少し診療所数が少ないかなという感じはいたしております。

それから、歯科につきましては、３件ほど開業いただいておりますが、これにつ

きましても、人口１万人当たり、全国レベルで５.２２、それから、県レベルで４.

３８、私どもの方では１万人に直しますと３.９８ということですから、これも、

国・県に比べますと、開業所数が若干少ないとは思いますが、今のところ、初期診

療については、事足りているかなと思います。

しかし、これも、町部に全部ございます関係上、山東部の方には、こういう医療

機関については、ご不便を与えているのかなという感じはいたしております。

私の方は、今、ご質問がございました小さいところに絞って、答弁をさせていた

だきました。ありがとうございました。

○議長（三森義高君） ４番 甲斐直三君。

○４番（甲斐直三君） 私もちょっと質問するあれが、もうちょっとわからなくて、大

変、福祉というのは、難しゅうございまして、大体、これから介護保険の方に移り

たいと思っておりますが、介護保険の方に移らせていただきます。

介護保険と言いますと、今、１番の議員であります立山議員も大変、今までの職

業柄に大変お詳しい方でございまして、先の質問の中にもその中を、質問を抜きま

して、私なりの質問をさせていただきたいと思っております。

この介護保険というものは、大変、難しいものもございますけれども、今、町長

の方が説明をされました、この後期高齢医療制度と、これは、現行の老人保険制度
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が来年の４月１日に新制度になるということの意味合いでなかろうかと思っており

ます。

その内容は、都道府県ごとに市町村が加入する広域連合が制度を運営し、診療報

酬体系７４歳以下の高齢者には別立てとなり、原則として、対象者全員から保険料

が徴収されるということになり、独立した医療制度になるということですね。

それで、７５歳以上の方からも保険料が賦課されるということですかね。それに

つきまして、３点ほど、ちょっと疑問点がございますので、福祉課長の方で結構で

ございます。月額１万５,０００円以上の年金があれば、年金から天引きされる

と、今度の新制度はですね、それと、２点目が、保険料を納められない場合は、保

険証を取り上げられるか、窓口で全額を支払わないで資格証明が発券されるので、

そうなれば、全額負担ということですかね。それから、３番目に、お尋ねいたしま

すのが、診療報酬に包括制が導入されようとしております。７５歳になれば、必要

な医療を受けられることに制限が加えるのではないか、この恐れがあるということ

でございますので、この３点ほど、福祉課長、ご説明いただきますと、大変わかり

やすくなると思いますが。

○議長（三森義高君） 住民福祉課長 佐伯秀和君。

○住民福祉課長（佐伯秀和君） それでは、お答えをいたします。

ただいま、ご質問がございましたように、来年４月から後期高齢者の医療制度と

いうのが発足をいたしてまいります。その準備に翻弄されているわけですが、残念

ながら、まだ小さいところ、国の議会の方で決定されていない事項がたくさんござ

います。したがいまして、概略でお話をさせていただくことになろうかと思います

が、お話のように、１万５,０００円、これは、介護保険もそうなんですが、月に

１万５,０００円以下の年金の方からは普通徴収でお納めをいただくということに

なります。それから、１万５,０００円以上の方については、当然、その年金の中

から源泉徴収ですから、さっ引いて年金をお支払いになるという制度でございま

す。

それから、２番目の納められない方については、医療を受けられないのかという

話でございますが、これは、国民健康保険も同じような制度を行っておりますが、

資格証明、まだ、私どもの町では資格証明を発行いたしておりませんけれども、資

格証明を持って、病院の窓口に行かれますと、１０割、医療費そのまま取られて、

後で発行された証明を持って払い戻しをしていただくというようなことの医療を受

けることになるかと思います。まだ、これは、確定いたしておりませんので、そこ
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まで厳格に適用するかどうかということは、まだわかっておりません。

それから、包括制ということは、これは、重複受診等があるわけです。非常にお

年寄りの方は、私どもの方からもレセプト点検をしながら、そういうことがないよ

うに指導はいたしておりますが、病院に行かれますと、この病気はあの病院がい

い、ここがいいとか、いろいろ行かれるわけですよ。同じ病気で、血圧であれば、

眼科なんかもそうなんですが、あそこの先生がよかといいなると、そっち行ってみ

なる、こっちがいいというと、同じ病気でそっちに、大体、先生方の見立てといい

ますか、それは一緒なんですけれども、そういうことがないように、レセプトを点

検しながら、指導していくというようなことは、当然、今後は続いて、ちょっと今

はなし崩し的に、それを黙認して、医療費を払っている状況もございますけれど

も、医療費が高騰している中では、無駄のないような制度というのは、構築されて

いくだろうというふうに考えております。

以上でございます。

○議長（三森義高君） ４番 甲斐直三君。

○４番（甲斐直三君） この後期につきましては、まだまだ、中身、考える余地がある

ということのご説明をいただいたような気がいたします。

昨年の７月からでしたか、介護保険法が改正されまして、要介護１の大部分に当

たる介護の軽い人達を、新段階の要支援１、２として、別枠の新予防給付、これに

されたと、これは、昨年の１０月でございましたか、今まで受けられたサービスが

限定されたことをはじめ、ケアプラン作成や介護報酬の面で、サービス切り捨ての

仕組みが幾重にも組み込まれたような感じがいたします。

課長、その点をご説明お願いいたします。

○議長（三森義高君） 住民福祉課長 佐伯秀和君。

○住民福祉課長（佐伯秀和君） 確かに、昨年の４月から介護保険法が大幅に改正をな

されておりまして、お話のように、従前なかった要支援１、２というのが出てまい

っております。これ、介護は、基本的な考え方が、やっぱりお年寄りのお気持ちの

中には、 期は自分の自宅で迎えたいという、私どものアンケートの中でもそうい

うことがたくさん出ているわけですが、それが反映されております。

したがって、要介護に進まないために、私どもの方で包括支援センターなるもの

を直営で、今やっております。要支援については、介護に進まないようなケアプラ

ンを、今作成をしております。これ、一番変わってまいりましたのは、施設とお使

いになる方が１回いくらで契約されておったのが、すべてそうなんですが、要支援
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１、２については、月々の上限額が決まっておりますので、その範囲内でお使いに

なるということですから、逆に言いますと、施設から言えば、例えば、デイサービ

スなんかは、週に１回来られる方も、２回来られる方も、３回来られる方も、月々

の金額が一緒なんです。上限なものですから。それで、サービス低下というのは、

そのようなこと、今まで２回、自分のお金を出して、１回５００円お支払いになっ

て行っていた方が、この制度によって、１回でないと使えなくなったということ

で、若干後退したという印象を、私どもの方にも苦情も寄せられている。これは、

十分、ご納得いただきますように、私どもの包括の職員が入りまして、この方につ

いては、２回必要であれば２回と、施設の、それから、ご家族の方、ご本人さん交

えて、十分協議した中で、そういう利用の仕方をさせていただいているのが、実情

でございますし、ご不満、同じような方が、向こうのばあちゃんな、２回行きよる

なって、何で私は１回かというようなお話もございますけれども、そのあたりは、

十分ご理解いただくように、ご説明をしながら、利用していただいている実情でご

ざいます。

以上でございます。

○議長（三森義高君） ４番 甲斐直三君。

○４番（甲斐直三君） 本当、これにつきましても、大変ややこしいような状態で、私

達も本当の話がわかりません。なおさら、高齢者の方達の受給されます点、見まし

ても、納得のいくような説明をされますように、お願いをしておきます。

次に、先般、７月２日でございましたか、熊本フレインさんから町の社会福祉協

議会の方に、車椅子５台を寄贈されましたということを広報たかもりの方に載って

いたようでございます。

そのような介護予防品、車椅子とか、電動ベッドとか、こういうような軽度の人

に対し、福祉用具の貸し出しの制限はありますですか。お願いします。

○議長（三森義高君） 住民福祉課長 佐伯秀和君。

○住民福祉課長（佐伯秀和君） リース事業につきましても、介護度具合によって、従

前より厳しくなってまいりました。というのは、例えば、電動ベッドなんか、お使

いになることによって、身体が本当に使わなければならない筋肉等がだんだん落ち

ていくということで、介護が進んでまいるわけです。そういうことから、もう少

し、やっぱりそう進まないように、自助努力をしていただこうというのが、基本的

な考え方でございます。

電動車椅子にしても同じですね。杖でも使って、時間をかければ歩いていけるん
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だけども、やっぱり電動車椅子を使った方が便利がいいということで、お使いにな

ることによって、歩く筋力等が低下するということになりますので、基本的には、

介護度が進まないためには、自助努力をやっぱりやっていただく以外にないもので

すから、基本的には、そういう基本的な考え方の中で、今までお使いになっている

方々からお返し願うとなると、やっぱり介護が厳しいというような言葉になって返

ってくるわけですけども、現実的には、その方のために、お使いにならない方がい

いという考え方でございます。

それは、もう今、お話になったように、十分、そのようなことは、説明をしてご

納得をいただいて、場合によっては、お返しをいただくということでございます。

それから、どうしても使いたいということになると、それは、自費購入をしてい

ただこうということになるかと思います。

○議長（三森義高君） ４番 甲斐直三君。

○４番（甲斐直三君） 後になりました。私も本当、今まで福祉・介護・医療関係も

人ごとのような気持ちで今までやってまいりましたけれども、来年の４月からは、

もうこればかりじゃありません。他の飲酒類等も値上げをされますし、生活にされ

ます日用品、あるいは生鮮食品等々にもよく調べてみますと、２,０００種類ほど

は来年の４月も上がっているやつもありますけれども、やはり、燃料の、原油の高

騰についた関係で、大変に苦しい状態が今後は続くと思っております。

私、一言だけこの場で申し上げさせていただきますのは、福祉の医療のデイサー

ビスの問題でございました。８月７日に、ある事業所から送迎の中で、私達の山東

部の方ですが、方が、事故に遭いまして、１人は尊い命が奪われました。１人は、

今でも、入院をされております。これも、私もずっと調べてみましたけれども、保

険の方は、十分な対応をされております。今度は、その病院からどんどん変わりま

すということでございますけれども、保険会社の方もずっと対応をされております

けれども、やはり、こういうような事故があった場合、乗っている人達は身体の不

自由な方等々でございますので、今後、こういうことが二度とないような形で、町

長さんでも結構でございますが、ご指導方をよろしくお願いをいたしまして、私の

質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。

○議長（三森義高君） ４番 甲斐直三君の質問を終わります。

お諮りします。

しばらく休憩したいと思いますが、ご異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］
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○議長（三森義高君） 異議なしと認めます。しばらく休憩いたします。ただいま、３

７分でございますので、１時２５分から再開したいと思います。ようございます

か。それでは、１時２５分から再開いたします。

－－－－－－－○－－－－－－－

休憩 午後０時３５分

再開 午後１時２７分

－－－－－－－○－－－－－－－

○議長（三森義高君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

５番 甲斐廣國君。

○５番（甲斐廣國君） ５番 甲斐です。

私は、改選後、初めて質問することになりました。しばらくの間、入院もしてお

りましたし、まだ、体調も本当ではございませんけれども、病気に打ち勝つために

も、自分に言い聞かせながら、やっと、質問要旨をまとめてきましたので、どう

ぞ、一部、４番議員さんが質問された部分もありますけれども、重複した部分につ

きましては、簡潔にしたいというふうに思っておりますので、どうぞ、よろしくお

願いをいたします。

３点に絞って、今日、町村合併の行方と町の財政、それから、企業誘致につい

て、３番目に、観光振興とその宣伝、マップと言いますと、その方法について、お

尋ねをしていきたいというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いをい

たします。

初に、町村合併の行方と町の財政について、このことにつきましては、明日も

県から来て説明会があるということでございますけれども、潮谷義子知事から直々

に、お便りもいただきましたし、また、熊日でも１面に掲載をされました。合併し

なかった町村に一日も早く、議論に入るようにというような要望でございます。

さっきから何度も財政状況厳しい、合併しなければどうにもならんというような

ご意見も伺っておりますが、はっきり言って、今、今日現在、こういった県の要請

を受けながら、藤本町長として、どういうお考えをお持ちであるかを、まず、お聞

きをいたしたいというふうに思っております。

よろしくお願いします。

○議長（三森義高君） 町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） ５番議員の甲斐議員さんのご質問にお答えを申し上げます。

合併について、どのようなお考えかということでございますが、私は、日ごろか
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ら、町村合併問題につきましては、避けては通れない問題であると、そのように思

っておりますし、合併につきましては、地域住民の意思に基づく自由なものである

と、そのように思っております。また、県知事の潮谷知事からの方も強制的なもの

はあり得ないというようなご返事を伺っております。

なかなか、それこそ、合併は傷みを伴うものでございまして、良し悪しが、先ほ

ど申しましたが、なかなかメリットが見えない部分、なかなか難しい部分がござい

ます。そういう意味におきましても、先日来よりも、東京に、国会の方に行きまし

ても、決して、強制的な合併はしていただかないように、そのようなことを意思を

伝えてきたところでございます。

財政的にはどうかということでございますが、住民サービスがどうなのか、その

辺のことにつきましては、今の合併町村その後の状況等をいろいろ判断いたします

が、なかなか、目に見えていないというのも現状だろうかと思います。

高森町にとりまして、どのような状態があるべき、また、どのような将来像を描

くべきかは、今後、見極めながら、進めていくべきだろうと、そのように思ってお

ります。

このような前提につきまして、各議員さんのご意見等も今後、伺いながら、そし

て、議論をし、判断をさせていただきまして、 終的には、住民の皆様方の意思を

問い、それに基づき、高森町の将来は決定したいと考えております。

よろしくお願いを申し上げます。

○議長（三森義高君） ５番 甲斐廣國君。

○５番（甲斐廣國君） 自席から質問をさせていただきます。

新法が２２年３月末で切れるということでございますし、それまでに、何とか、

まとめてほしいというのが、県の要望のようでございます。私達から言わせます

と、現況の阿蘇の今の形ができあがったのは、やっぱりこれは人のせいにしてはい

かんと思いますけれども、県の指導力なり、国の政策といいますか、そういうもの

がもう少ししっかりしておったならば、こういった形は生まれてこなかったんじゃ

ないかという、今もそういう気持ちを持っておるところでございます。

私達の新しい議員さん３人おられますけれども、議員の中でも、先の合併につい

ては、真剣にとらえて、阿蘇南部１つならば、もうまとまろうという気持ちで進ん

でおった矢先に、３村が合併するということで、立ち上げられたわけでございます

けれども、それをすぐ、振興局なり、県は認めたということで、いわば、我々は、

捨てられたというか、そういう形になったのが、現実じゃないかというふうに思っ
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ておるところでございます。

それで、今度も、やっぱりさっきから言われるように、すべての問題、大変私達

も苦慮をするところはございます。阿蘇郡は、幸いにして、医療・介護、それから

消防のことにつきましても、あるいは、し尿処理、それから、霊照苑あたりもでき

ておりますけれども、できる限りのことは、この広域連合で進めておりますけれど

も、あとで財政問題については、質問をいたしますけれども、我々が望んでおった

中部１、南部１、北部１の構想が崩れ去ってしまった今現状ですね。残された西原

・高森・小国・産山といったところで、合併を進めようと言われて、果たして、で

きるのかと、非常に疑問を持っております。

それともう１つは、今、新しく南阿蘇村ができ、また、阿蘇市ができあがってお

りますが、まだ３年足らず、本当に合併処理も完全にできあがっておらないうち

に、受け入れされるのか、それも、大きな疑問じゃないかというふうに思っており

ます。そもそも、合併というのは、人間の結婚と全く同じじゃないかというふう

に、私はとらえておりますけれども、相手がありますし。どんなにこっちが申し込

んでも、向こうが受けんなら、これはどうしようもないです。

それで、本当言うならば、明日、説明会がありますが、県にも強く申し入れるつ

もりであります。今度も、皆さんも配布されました大きなマップをいただいており

ます。ああいった構想をちゃんとつくったら、もう少し強い姿勢で町村を説得する

なり、指導するなりが、私は必要だというふうに思っています。

そういうことで、今、町長は、成り行きをまたないとしょうがないというような

考え方であろうと思いますけれども、もし、町村長会議なり、あるいは、県の会議

に行かれて、その新しい町村の雰囲気なり、何か、つかんでおられたら、お聞きを

したいというふうに思っております。

○議長（三森義高君） 町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） 町村合併のことにつきまして、今、ご質問であったかと思いま

すが、県から指名されました平成の合併案では、Ａ案・Ｂ案・Ｃ案と、いろんな案

がございました。

その中で、私もちょうど議員でございましたが、５町村一緒になるということ

で、西原さんの方ははっきり当初から、こっちにはかたりませんという意思表示が

してございましたから、旧蘇陽町・高森町・白水・久木野・長陽ということで、大

体話は進んでいたのが現実でございます。

いよいよ、現実を見るということで、久木野の庁舎でいろんな報道関係の方々か
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らお出でになりまして、調印あらかじめ決めますよということになりましてから、

３村だけというふうなお話がございました。また、その３村だけという話の中に、

５町村の話をする下に、３村でしたらどうなりますよという、そのような書類もで

きてございます。計画もございました。だから、当時の今村町長、蘇陽町長の後藤

町長さんは、あまりにも私どもをばかにしているというか、あまりにもおかしいん

じゃないかと、あくまでも５町村が一緒になってやるというようなお話でございま

したから、その下にすぐ３村の計画ができてきているということは、どういうこと

かということで、昼ご飯の食べんで、帰ったような記憶がございます。

その時に、皆さんと一緒に隣の総合センターで課長さん、議員さんも一緒に、そ

の前町長さんの腹決めがあったんじゃなかろうかなと、そのように記憶をいたして

おります。

それと、今現状の町村合併につきましては、南小国町とございます。産山もまだ

まだ単独でございますが、なかなか、町村長さんにいつ合併しなはるですか、どや

んごつがいかんとですかというのは、なかなか他町村のことは、聞き難うございま

して、また、向こうの方も高森はどがするがいたとは、まだ１回も聞きにございま

せんものですから、あとは、国の方針、いろんな指導に基づきまして、先ほど申し

ましたように、 終的には、住民の方々の意見を尊重し、決定をしたいと、そのよ

うに思っております。

○議長（三森義高君） ５番 甲斐廣國君。

○５番（甲斐廣國君） 住民の方々の意見を尊重しながらということでございますけれ

ども、その住民の意見を尊重するということでございますが、これは、まだ説明会

の中で、いろいろ話も出てくると思います。

しかし、何らかの形は、やっぱりつくらにゃならんというふうに、私達も考えて

おりますが、まずもって、県の説明を受けて、そして、これも非常に難しいと思い

ます。合併をせえと言っても、相手がまだはっきりせんことを持ち上げて、住民説

明会をしても、これもどうかというふうに思っておりますので、非常にこの問題に

ついては難しい。しかし、町民は合併せんで立つのかと、これ、財政的な問題、あ

るいは、先ほどからもいろいろありましたけれども、高齢化社会で、本当に小さな

町村で、財政的に成り立っていくのかという心配がたくさんございます。

そこ辺を考えた上で、県なり、あるいは、国なりに、こういう事情だと、だか

ら、やっぱし、昔の結婚じゃありませんけれども、ぴしゃっとした方向、阿蘇はこ

ういう形でいくぞというような方向を示していただかんと、住民説明もどんなに議
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員さんにこんなお手紙をやっても、前には進みませんよというような強い要望をし

ていただかんと、何も目的もない、相手もおらん、結婚相手もおらん、それに合併

を進めということじゃ、前に進まないと思いますので、そういう形を要望していた

だいて、つくっていただきたいなというふうに思っております。

そこで、財政の方にお聞きをしたいと思いますけれども、先ほどからいろいろあ

りました。もう毎年毎年、改革、見直し等をされまして、また、議会でも行財政改

革委員会をつくりまして、本当にお互いが血のにじむというか、そういう気持ち

で、議員削減もやったし、また、庁舎内の機構改革、それから、 終的に、職員さ

んの定数を減らす、あるいは、給与まで大幅カットということで、 終議会で非常

に職員の皆さん方にも、大変な傷みを与えることに、私はお詫びを付け加えて、説

明をしたつもりでございます。

しかしながら、残念ながら、いろんな形が、今、できております。本当にこれ

は、残念で仕方がありませんけれども、一日も早く、円満な解決ができるように、

私も望むところでございますが、財政の方に伺いますけれども、これだけ言って、

これだけ改革をし、まだ改革が一部残っておりますけれども、もう民間に委託しな

ければならない部分は１円でも利益が上がるならということで、今進められており

ますし、精一杯、やるところてまでやってきて、それで成り立たないのか、成り立

つのか、非常に難しい予測ではあろうかと思っておりますけれども、詳しいという

か、説明をしていただきたいというふうに思っています。

○議長（三森義高君） 総務課長 岩下健治君。

○総務課長（岩下健治君） 町の財政は大丈夫かという大きな質問でございますけれど

も、これは、ただいま、どこの町村を見ましても、当然、これは、財政難だ、また

財政は厳しいんだという言葉が使われておるかと思います。

また、国の税制改革等であります三位一体改革によりまして、地方交付税が削減

され、国庫補助金負担金の改革は、合わせて、実施されました税財源の移譲が追い

つかないというのが、現状でございます。

しかしながら、５番議員さんおっしゃいましたように、私達も１８年３月に、高

森町集中改革プランを策定しまして、事務事業、また、組織の改革、合わせまし

て、歳出の削減に現在取り組んでいるところでございます。

また、再度の、このプランの見直しも進めておりますし、事務事業の見直しにつ

きましても、現在、取りまとめ中でございます。

今、申し上げましたように、行財政改革の推進という、困難な状況にありますこ



－ 101－

とは、もうどなたが見られましても、ご案内のとおりだというふうに考えておりま

す。

例えば、町債の償還にいたしましても、借りる方を４億５,０００万円で決定を

いたしまして、それに対します現在の償還金が７億５,０００万円から８億円とい

うように、削減額といたしましては、毎年借銭が２億５、６００万円減っていくよ

うな歳入歳出の構造を、シミュレーションをいたしておるところでございます。

何分にも、ここ３年、２０年、２１年、２２年というのが、償還金の一番ピーク

時でございます。これに債務負担を起こしておりますそれぞれの債務負担行為にい

たしましても、また、これ、２０年、２１年、２２年というのが、一番のピークで

ございます。中でも、広域農道の開発、広域開発事業の広域農道にいたしまして

も、毎年７,６００万円ほど、支払いする、これが２２年度まで続きます。そうし

ますと、その後は、大体２,７００万円ぐらいで、年間収まるということでござい

ますので、少しは、この３年を何とか乗り切れば、今の交付税の今年の削減額にい

たしましても、４.数％、また削減するということでございます。今、国におかれ

ましても、法人事業税の議論がなされておりますけれども、このことにつきまして

も、２兆６,０００億円のうち、県の方の配分がそうだということでございますの

で、さっき東京と愛知県・大阪府等のそれを地方に返した上で、出た余剰金３,６

００万円を全国の市町村に配分するということでございます。

この算出の基準が決まっておりません、まだ。いくらかは、何千万か来るであろ

うというふうに予測はしておりますものの、いわゆる過疎地域等に重点を配分をす

るということだけでございますので、「１００％大丈夫か」と言われると、私達も

「はい、そうでございます」ということでなくて、それに向けて、努力をしている

というのが、今の現状でございます。大体３７億前後のところまでいけば、ここ３

年は乗り切れるというふうに考えております。その後は、今言いましたように、起

債関係の償還金で、債務負担の償還金が減りますので、それで２、３億の財源が３

年後、いわゆる２３年度からは出てくるんじゃないかというふうに考えておりま

す。

ちょっと答えにならなかったかもしれませんけれども、そういうことで、財政計

画をシミュレーションはいたしておりますので、ご理解をいただきたいというふう

に思います。

○議長（三森義高君） ５番 甲斐廣國君。

○５番（甲斐廣國君） 今、総務課長からお話がありましたけれども、少しだけは安心
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したかなというふうに思っています。

やっぱり、国はいろいろな政策を、今打ち出しておりますし、参議院選後、特

に、地方に対しては、手厚い支援をしていこうというような政策も立案がされてお

るところでございます。それに期待するじゃないですけれども、三位一体の改革の

中で、地方に税源を譲るとか、いろいろ地方にすべては任せるとかということを言

われてきましたけれども、こういった山村には税源が全くと言っていいほどないと

ころに、交付金に頼らないと、本当に生きていけない地域でございますから、交付

金がないならば、いろいろ、我々が住民の声を聞いて、執行部に要望しても、でき

ないのが、今は現実じゃないかというふうに思っております。

もう予算の配分、来年ももう入っておられると思いますけれども、大変だという

ふうに思っておりますが、この合併問題と財政については、 後の質問にしますけ

れども、大方の住民がよそのことになりますが、合併すれば何とかなる、合併した

ら、少しは良くなる、そういう安易な気持ちで合併されたところがほとんどじゃな

いかというふうに、私は思っております。

その関係上、合併したところからは、合併して何もよかことは見てこんと、そう

いう声が一杯ですね。それでありますから、もし、本当に破綻するような形になっ

て、飛び地でも合併しなきゃならんというような状況になれば、しっかりした住民

に対する説明、我々は生きるための方策であって、良くするための方策じゃない、

それぐらいのはっきりした説明会をしないと、大変なことになるんじゃないかとい

うふうに、私は思っておりますが、今、財政課が言われましたように、議員、それ

から、町民、執行部一体となって、今、努力すれば、何とか乗り切れるんじゃない

かというような予想もありますが、これは、全く予想でございますから、わかりま

せんが、もし、合併することになったら、そういう説明会をしていただいて、前に

進めてほしいなというふうに思っております。

合併と財政のことにつきましては、以上で質問を終わります。

次に、企業誘致について、お尋ねをしたいというふうに思っています。青山製作

所、今、増設工事がどんどん進められております。高森で唯一の大きな団地でもあ

りますし、工場でもあります。今回、議員さんも何人か、本社工場、お視察になっ

て、そして、大幅な拡張工事が進められておりますけれども、増設に伴う雇用の見

通しなり、あるいは、それに対する雇用の方法なり、これは、もう１企業さんでご

ざいますので、要望しかできないと思いますが、見通し等がはっきりしておりまし

たら、説明をよろしくお願いをいたします。
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○議長（三森義高君） 町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） 今、企業誘致等について、お話、そして、今、青山製作所様の

増設についてのご意見かと思います。

青山製作所さんは、高森町が誘致をした４社企業の１社でございまして、大変、

自動車関連のボルトづくりとか、そういうふうにお聞きをいたしておるところでも

ございます。

また、今、私どもの町からも約８０名ほどの従業員がございまして、また、今後

は、 終的に、１１０名体制ということを、平成１９年１２月に予定をされて、ご

報告を受けているところでございます。 終的には、来年の６月ごろに、工場がで

きあがり、それから、本格的なということでございます。

ただ、私どもが大変ありがたいなと思いますのは、今、青山製作所さんは、熊本

工場ということで、ここに法人化はされてございません。会社の法人税とかそうい

うものにつきましては、本社の方にいくわけでございまして、今はございません。

今回は、土地をいろいろ模索をする中に貴重な土地を提供し、また、貴重な土地を

お貸しをしていただいた方々とか、そういう話を交えまして、今回は、熊本で完成

したものをつくりあげるということで、会社が、今回は、私どもの町に法人税とし

て、６月以降は入る予定になっております。ただ、法人税がいくらとか、それは、

ちょっと私もわかりませんが、これだけの自動車関連の景気で、そして、高森町工

場は、一番近いアジア・中国向けの自動車関連だそうでございます。トヨタとダイ

ハツともう１つ何かとおっしゃいましたが、ちょっと私もちゅうには覚えておりま

せんけども、そういうお話でございました。

この会社が増設することにおきまして、かなりの法人税なりは、期待ができる

と、そのように思っております。それこそ、いろいろと申しますように、捕らぬ狸

の皮算用ばかりじゃいけませんものですから、あることだけは事実でございますか

ら、是非、一生懸命誘致企業にも賛同いたしたところでございます。

雇用計画は、平成１９年４月に、今、８０名体制を、平成１９年１２月に１１０

名体制、そして、平成２０年に新卒者を含めますトータルで、阿蘇地域から５５名

ぐらいを予定をしてございます。阿蘇地域からですね。そのうちに、今、いろんな

ご紹介があってございますが、高森高校の卒業生をできる限り雇用していただくよ

うにというのは、先搬お願いをいたしております。

○議長（三森義高君） ５番 甲斐廣國君。

○５番（甲斐廣國君） 今、町長から 後に、高森高校からという説明がございまし
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た。全く、私も同感でありまして、増設しよるが、少しは雇わすだろうかというよ

うな話がございまして、私も今年はちょっとあまり出とらんけん、ようとわからん

ばってんが、それは聞いてみますたいというような話をしておりますが、やっぱり

せっかく高森にこれだけの大きな会社ができあがっておりますので、高森高校な

り、あるいは、高森に住む人を雇用するように、強く要望をしていただきたいとい

うふうに思います。

そして、さっきお話がありましたように、ここが本社みたいな機能になるという

ことで、大きなかどうかわかりませんけれども、法人税も入ってくるということで

ございますので、大変うれしいことじゃないかというふうに思っております。

そういうことで、さっき言いましたようなことにつきましては、極力、要望を重

ねてほしいなというふうに思っております。

続いて、山東部に計画されて、私達、図面までいただいて、もうできるものと安

心をしておりましたが、風力発電、なかなか、山東部においては、いろいろ企業誘

致というか、誘致をしても、なかなか、いろんな問題が、山東部にしても、下でも

同じでございますけれども、ありまして、実現をしていないのが実情であります。

こういったものなり、あるいは、後でちょっと観光のことも質問いたしますけれ

ども、何かをせんと、あれもだめ、これもだめ、それもだめじゃあ、皆すっからか

んになって、山東部は誰もおらんごつなったぞと、イノシシやシカが住む場所にな

ってしもうたと言われんように、これは、何かを誘致する、そういう気持ちを常に

持ち続けてほしいなというふうに思っておりますが、風力発電について、今現在、

どのような形になっておるのか、ご質問をいたします。

○議長（三森義高君） 町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） 山東部におきます、いろいろと今、５番議員さんがおっしゃい

ましたように、図面もできあがり、さあいざというふうになっておるのを現実でご

ざいますけれども、私どもの新エネルギービジョンの中にも、この地域に対する、

また、地球温暖化対策に向けても、自然の資源を利用する型ということで、大きく

国の方もバックアップをしてございます。

なかなか、この風力発電の方も平成１７年度から風力調査を各地域で５カ所ぐら

いで、今、やっております。観測しておりますが、現在まで、なかなか、風力を調

査する中に、一時的にとても風力、風の力といいますか、測定に達せなかったりと

か、また、総合的に電気を送る送電線といいますか、そういうところがあまりにも

遠かったりとか、また、電波の障害になるとか、電気を買っていただく、売電でご
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ざいますが、売電は、今、九州では九州電力株式会社だけでございますが、そこは

売電の予約でございます。

全体的に、今、３.何％ほどの全体的な風力の電源を、売電を補いなさいという

ことで、国の方からも指定され、今、進めておられますけども、なかなか、クジが

ございまして、各地域、やはり、私どもと一緒で、風力を目玉にし、そして、売電

をするということに多くの地域からお願いがあり、なかなか、クジに今のところ当

たっていないのも現状でございます。

今現在も決して、国挙げて、この地球温暖化対策にはされておられますので、私

どもも発電施設、また、その発電施設を観光にも利用しながら、今後も進めていこ

うと、そのような考えでおります。

他の新エネルギーに向けましても、今後、いろんな地域のそういう観光を含めた

新エネルギー対策に、その促進に努めてまいりたいと、そのように思っておりま

す。

○議長（三森義高君） ５番 甲斐廣國君。

○５番（甲斐廣國君） 時間が過ぎておりますので、急ぎたいと思います。

今、なかなか難しいというようなお話でございますので、はっきり申し上げて、

あの計画はもうぱあになったということでございますか。

○議長（三森義高君） 町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） 決してぱあになったということではございません。決してそう

いう意味ではございませんので、ご理解をいただきたいと思います。

○議長（三森義高君） ５番 甲斐廣國君。

○５番（甲斐廣國君） 私達山東部の住民にとりましては、１基が４億ということで、

８０億の投資をするんだというような話で、本当に夢のような気持ちであったわけ

でございますので、あきらめずに、一つ、その実現できるように、努力をしてほし

いなというふうに思っております。

それでは、 後の質問に入りますけれども、観光のことについて、今日は、うち

の非常に町長さんは見ておられると思いますが、うちの部落からも来ておられま

す。私は、写真を持ってきました。これ、後で見てもらいたいと思います。こうい

う写真ですね。これがどこにあるか、わかる人おりますか。観光課もわからんでし

ょう。私は、５枚、デジで撮って、拡大してきておりますが、これ、ちょうど、私

の庭というといけませんけれども、窓を開けるとすぐ前にある高尾野の大銀杏でご

ざいます。樹齢６００年とも言われる、３００年という人もおるし、根回りがちょ
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うど１０メートルほどあります。樹高は４０メートルほどあります。大体、私はこ

の紅葉の時期に、阿蘇南部全部回りましたけれども、どこにもこんなきれいなとこ

ろは全くありません。全く、南郷谷いっぱい回っても。

福岡から毎年、写真を撮りに来ておられます。こんなきれいなところが、わず

か、車で１０分ぐらいのところにあるのに、宝の持ち腐れじゃないかと、今年は、

叱咤激励されましたので、わざわざ、一番いい時に写真を撮ってきたわけです。

今朝も来る時に、そこ清栄山を下ってきましたが、清栄山に登る人、今朝も５０

人ほど、男女、中年の方が、皆リュックを背負って登っております。年間、私は、

実数はよくわかりませんけれども、ほとんどマイクロバスあたりで、相当数来てお

られます。こういった近くにありますので、しっかり、ひとつ、宣伝をしていただ

いて、地域興しの一躍にしてもらうならという気持ちで、井上英雄さんも今日、来

ておられますけれども、井上英雄さん、毎年写真を撮って、そして、もうあらゆる

人に配っておられます。ぴしゃっと枠に入れて。こんなきれいな場所がございます

ので、議員さんもですが、職員の皆さんも、また、町民の皆さんも是非、足を運ん

でいただいて、ひょっとしたら、一心行の桜よりももっと私はその時期はきれいじ

ゃないか。銀杏と紅葉が非常に一所にあるわけですよね。本当にすばらしいなと思

いながら、近くで見ておりますと、灯台もと暗しで、何かということでございます

けれども、初めて見られた方は、目の覚めるような思いがすると思います。是非、

高森の観光の一端に加えていただいて、そして、宣伝をしていただくなら、清栄山

と一緒にお願いをしたいというふうに思っております。

そして、高森独自のもっと阿蘇南のパンフレットはいただいております。けれど

も、もう少し、大きく、高森独自の宣伝も必要じゃないかと思いますし、あらゆる

来客のあるところに、そういったものを貼っていただいて、宣伝をするならばと、

もっと効果が上がるというふうに思っております。

それで、このチラシ、このチラシともう１つ、秋の味祭のチラシを私はちょうど

大阪空港に行く時に、待合室のところに、これたくさんはさめてありましたので、

目を留めたら、あらっと、湧水の字だけが見えましたので、持ってきたわけですけ

れども、あそこじゃ、ほとんど見ておると、誰も出発ロビーですから、持っていき

よりません。こういったものについても、置く場所、宣伝の方法、もう少し無駄金

にならんようにしていただきたいというふうに思います。

宣伝みたいな形になりましたけれども、産業課長、一言、ご返答をよろしくお願

いします。
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○議長（三森義高君） 産業観光課長 後藤正三君。

○産業観光課長（後藤正三君） 今の巨木の話についてですけども、その巨木について

も、私、行ったことあります。と言いますのも、甲斐議員さんがおっしゃいました

ように、巨木、銀杏については、高尾野のが有名なんですけども、他にも永野の方

の祖母神社、ちょっと雷でやられて倒れたんですけども、あそこも有名な木があっ

たし、山鳥の方にも夫婦なんとか、名前を忘れたんですけども、実際、巨木巡りは

どうだろうかということで、昨年の、私が担当していた時に観光案内人講座をやっ

ていたんですけども、その中で、巨木巡りツアーということで、通常、歩きじゃな

くて、車で高森管内をほとんど回っております。吉見神社とかですね。それについ

ても、こういう巨木で有名な、その時の講師の人が、大きく話されたのかもわかり

ませんけども、この木は西日本一とか、この木は九州で一番よとか、その時話され

ていました。その辺については、実際に、どういうふうに観光に載せるというまで

行っておませんけども、実際に、そういう巨木巡りツアーをしたらどうだろうかと

いうことで、実際に高森町を全部回っております。そういう巨木だけを見に、大体

食事付きで１０時ごろ出て、２時ぐらいには帰れる、車で回りますと、そのぐらい

には帰れるコースがなんとかつくれるんじゃないかということで、実際にそこを歩

いてみました。

それをパンフレットにと言いますと、パンフレットをどういうふうにつくってい

くかということで、非常に難しいところがあると思います。以前、教育委員会で

は、かなり昔ですけども、銘木一覧ということで、今はなくなっている木もありま

すけども、そういう大きな木とか、巨木とか、有名な木を冊子につくられた経緯も

ございます。

そこら辺も調べまして、確かに、１つの巨木というのは、観光客として、非常に

数は少ないとは思いますけども、確かに興味を持って、見に来られる方がいらっし

ゃいます。そこら辺につきましては、今後も検討していきたいと思っております。

それから、今言いましたパンフレット等の置き方についてですけども、これにつ

きましては、確かに、場所によっては、なかなか見てくださらないと、しかし、置

いておかないと、全く情報が伝わらないという両面がございます。それで、パンフ

レットにつきましては、できるだけ多くのいろんな場所に置いております。特に、

イベント等につきましては、阿蘇管内のホテルですね、ホテルとか宿泊された方に

は、ホテルではわざわざ、ホテルに泊まっていただくためにも、いろんなイベント

がありますよという情報が逆に、阿蘇管内ではほしいということで、ホテルとして
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も、あるホテルによっては、こういうことがやっていますよとか、来週やりますよ

というのをわざわざ配っていただいているホテル、場所によっては、空港みたい

に、ただぽんと置いてあって、どうしても、場所、いいところに置いても、次の人

が来てまた置くというような状況で、効果のない部分もあります。

それから、福岡方面の物産館、旅行会社、それから、行政機関に送ったり、いろ

んなことはやっております。ただ、それが場所によっては、あまり有効に活用され

ていないというのが現状でございます。

今後の、現在、どういうことをやっているかと言いますと、町が作成しています

のは、高森町の観光案内マップということで、このぐらいのやつに地図を載せたや

つをやっております。

それから、今、先ほど、甲斐議員さんもお持ちでしたけど、南阿蘇観光連絡協議

会では、南阿蘇ということで、春・夏・秋・冬ということで、シリーズで、南阿蘇

のいろんなやつを持ち込まれてやっております。

それから、今後ですけども、観光協会さんでは、高森町ガイドブックということ

で、今まで非常に観光のお店とか見づらいということで、それにつきまして、１つ

の番号を入れたり、地域を入れたり、番号を入れたり、それから、ポイントの場所

に、ここに何がありますよというのを、今計画されております。

それから、観光交流センターを中心としまして、地域づくりワークショップとい

うのを今計画しております。これにつきましては、デザインセンターと組んでやる

ようにしておりますけども、これにつきましては、まずは、地域の人にワークショ

ップやって、どういうポイントがあるということで、今言いました巨木も入れる

し、１つの店も入れるし、観光地というのは、大体皆さん、ご存じですけども、そ

ういうふうに、特徴を一つずつ見つけていこうと。それをどういうふうに観光マッ

プ等にリンクさせていくかという、この地域づくりワークショップというのを、今

年度中か来年度中に始めるように計画しています。これにつきましても、観光協会

等主に中心として、やっております。

それから、今のような巨木等につきましては、ホームページとかを利用すれば、

すぐにでもちょっとやれるのかなと思っております。現在、観光協会の方のホーム

ページがちょっと古いということで、改善をされております。

それから、私達とすれば、今言いましたように、新しくパンフレットとか大々的

につくるにはかなりの予算がかかります。それですので、できれば、新聞とか、い

ろんなメディアの方にはイベント、いろんな内容のがありましたら、情報を出し
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て、記事にしてもらうやり方を極力とるようにしております。基本的には無料です

ので。後は、テレビ局、新聞社が取材に来るか来ないかという問題もありますけど

も、そういう形で、なるだけ情報を外に出すようにしております。

以上でございます。

○議長（三森義高君） ５番 甲斐廣國君。

○５番（甲斐廣國君） ちょうどの時間ぐらいになってまいりましたので、本当にいろ

いろたくさん質問をいたしましたけれども、懇切丁寧にお答えをいただきましたけ

れども、さっき、観光課長のお話でありますが、巨木マップは、私達も知っており

ます。しかし、枯れ木を見るんじゃなくして、こんなきれいな紅葉の時期がありま

すよという宣伝をしていただきたいというふうに思っておりますので。

これで、私の質問を終わりたいと思います。お世話になりました。

○議長（三森義高君） ５番 甲斐廣國君の質問を終わります。

お諮りします。

しばらく休憩したいと思いますが、ご異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 異議なしと認めます。しばらく休憩します。ただいま、２時２

０分でございますので、３０分から始めたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。

－－－－－－－○－－－－－－－

休憩 午後２時２０分

再開 午後２時３０分

－－－－－－－○－－－－－－－

○議長（三森義高君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

７番 甲斐正一君。

○７番（甲斐正一君） ７番 甲斐です。

まず、一般質問に入る前に、お礼を申し上げたいと思います。先の台風５号によ

ります上津留地区の被害におきましては、本当に皆様方の深いご理解のもとで、入

札の運びとなり、現状復帰にしているところでございます。この席を借りまして、

厚くお礼申し上げます。

さて、ただいまから、通告に従いまして、一般質問に入りたいというふうに思い

ます。

第１点目、有害鳥獣駆除対策、さらに、２点目といたしまして、高齢化対策につ
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いて、質問させていただきます。内容につきましては、お手元に配布どおり４点で

ございます。どうか、この４点につきまして、答弁方、よろしくお願いしたいとい

うふうに思います。

有害鳥獣駆除対策については、町はもとより、県・国において、様々な対策をも

って、対応されているところにつきまして、感謝を申し上げる次第でございます。

さて、本町は、広大な面積の７２％が森林でありますし、また、そのうちの７１％

の約８,２００ヘクタールが人工林でもございます。阿蘇郡市内でも有数の森林面

積を誇っています。また、耕作面積も２,５７０ヘクタールに及び、阿蘇市・南阿

蘇村に次いで、管内３位となっています。

このように、本町にとって、基幹産業である農林業に重大な被害を及ぼしている

有害獣、イノシシ・サル・シカについて、その被害の状況を把握されている数字で

結構ですので、町長にお答えをお願いいたします。

○議長（三森義高君） 町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） 議員さんのご質問にお答えを申し上げます。

環境省の調査によりますと、有害鳥獣生息分布は、ここ２０年間で、イノシシは

１.３倍、ニホンザルは１.５倍、ニホンシカは何と１.７倍に拡大していると調査

結果が出ております。

また、その保護数も、ここ１０年の間に、イノシシは５.１倍の９万８,０００

頭、ニホンザルにつきましては２倍の１万４,０００頭、ニホンシカにつきまして

は３.４倍の６万４,０００頭に達している状況にあります。

これに伴います被害額は、約１００億円を超える数字となっております。また、

本町におきましても、農業被害額は、９,１００万円に及ぶものとなっておりま

す。阿蘇外輪の山東部に集中しているのが現状であります。

また、これからの有害駆除に対しましては、障害となっております鳥獣保護区に

ついても、休暇村一帯が保護区になっておりますが、本年１１月から、今まで７０

０ヘクタールの保護区でございましたが、今回は、４８０ヘクタールに縮小して、

ただいま対応をいたしているところでございます。

○議長（三森義高君） ７番 甲斐正一君。

○７番（甲斐正一君） ただいま、町長の答弁の中で、大変イノシシ・ニホンザル・シ

カが大変増えているような統計でもあります。また、捕獲数もかなりとられている

ようでございますが、本町における被害状況については、９,０００万円という大

変な被害であります。
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しかしながら、まだ、これは森林以外、さらに、家庭菜園の詳細まで入れると、

多額な被害だろうというふうに思っておるわけでございます。

本当に、これだけの甚大な被害に対し、その駆除の機関となる捕獲隊の編成や、

駆除機関、さらには電気牧柵に対する補助について、現状報告をお願いいたしま

す。町長、お願いします。

○議長（三森義高君） 町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） まず、駆除隊について、お答えを申し上げます。現在、町内に

は、５駆除隊が編成されております。また、隊員数は４３名で、登録者が６１名ご

ざいますが、そのうちの７０％が隊員として登録をなされております。

また、これらの方々の駆除隊に対する補助金といたしまして、１隊当たりに年間

５万円、人数割に当たりますと５,０００円で、総額４６万５,０００円を支出をい

たしております。

また、有害獣につきましては、シカについては、１頭当たり１万円、サルにつき

ましては３万円を補助をいたしております。

なお、本年度におきます補助報告は、現時点におきましては、シカのみではござ

いますけども、２５頭捕獲したというふうに報告を受けております。駆除につきま

して、許可につきましては、シカ・サルにつきましては、県の許可が必要でござい

まして、イノシシにつきましては、権限移譲によりまして、私どもの町の許可とな

っておるものでございます。この期間内におきまして、通年どおり駆除ができるよ

う、まだまだ、甲斐議員の方からおっしゃいましたように、本当の意味での解決策

にはなっていないかなと、そのように思っております。

ただ、駆除隊につきましても、大変、今、若い方が猟をするということがなかな

か少のうございまして、また、そして、猟をしなはる方が大変高齢者の方々が多う

ございまして、なかなか対策が思ったようにできていないような気がいたしており

ます。

これだけは、勝手に銃砲というのは、もちろん危険物でございますから、大変厳

しいものがございまして、県の許可、そして、そういうところがありまして、そし

てまた、鉄砲も打ちにいかにゃいかん、直接、鉄砲はやんならんということでござ

いますけん、射撃場に行って、ちゃんとした免許証をとって、大変難しゅう、やか

ましいシステムになっておるように聞いております。今までは１つのスポーツとし

て、今まであったかと思いますが、 近では、スポーツとして扱う若い方々がおら

れるのも現状ですから、そのこともご報告を申し上げております。
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また、電気牧柵につきましては、予算の範囲内でＪＡの方々と調整をお願いしな

がら、農家の方々が応募が多く、１セット当たり１万円を現状として、補助をいた

しております。

本年度から３市町村によります竹田市・高千穂町・高森町、広域による対策協議

会を発足いたしまして、国直轄の補助事業として、対策を講じ、今、よく数字はわ

かりませんが、約８００万円ほどの国の直轄の補助をいただいて、今進めていると

ころです。

大変、国・県も有害駆除につきましては、熱心に取り組んでいただいておりま

す。私どもも、まして、これだけ山東部、山を抱えておりますから、皆さん方が、

ご迷惑がないように、少しでもできれば、電気牧柵等につきましても、できる限り

の応援はしていきたいと、そのように思っております。

○議長（三森義高君） ７番 甲斐正一君。

○７番（甲斐正一君） ただいま、駆除隊員が４１名、さらに、狩猟者数が６１名とい

うことでございます。大変、高齢化の進む中で、狩猟者も高齢化になっているのは

間違いないというふうに思いますが、全体が、駆除隊になっていただくよう、町と

しても取り組んでいただければ幸いかなというふうに思っております。

さらには、今、電気牧柵、町長が１万円という補助ということでございます。大

変、あれ１セット買うと、７万いくらかかかったんじゃないかというふうに記憶し

ております。１セットがですよ。しかしながら、それは、１セットでございまし

て、大体の機械によるびぐによる能力というのは、２.５キロメートルほどは線を

張れるというふうに書いてございます。１セットの中には２.５キロメートルの線

は入っていないというふうに思いますが、やはり、こういう大きな基幹産業でござ

いますので、５割ぐらいの補助を付けていただければ幸いかなというふうにも思っ

ております。

私が質問しようというふうにっておりましたところまで、町長の方が先に何か、

頭がいいもので、先々までいきなるもので、どうもこうも、私もやりにくいところ

がございますが、そういうことで、町長、お願いしたいというふうに思っておりま

す。

それでは、２点目の有害鳥獣に関する行政の取り組み状況と今後の政策について

を取り上げたいというふうに思っております。先ほどから答弁いただいております

基幹産業である農林業において、この有害鳥獣による農林業に対する被害は甚大な

ものであり、これらの対策に金銭面を含め、山東部におきましても、本当に労働力
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にも苦慮されておるところでもございます。高齢者が多く、行政の手助けなくして

は、離農も考えなければならない深刻な状況下にあると思っております。

具体的な政策については、先ほど、町長が国直轄型と言われましたが、おそら

く、ここら辺がこのような政策になるんじゃないかというふうに思いますが、町長

のもう少し具体的なお話をしていただきたいというふうにお願いします。

○議長（三森義高君） 町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） 具体的な政策につきましては、まず、私どもの方も、県の方に

も直接、お伺いしながら、現状を訴えてまいっております。県と私どもの町といた

しましても、この第３次特定鳥獣保護管理計画というのを基本に、熊本県有害鳥獣

駆除対策事業補助金ということについて、私ども、先ほど申しました３町村に、約

七百数十万円の補助が、今来ておるところでもございます。

報奨金制度とか、いろんな頭数を取れば、それに対して、おサルさんには３万

円、シカさんには１万円と、そういういろんな報奨金制度もございますけれども、

その報奨金制度だけでは、本来の有害駆除の対策はちょっと違うんじゃなかろうか

なということで、今、３町村一緒になって、補助金の交付金規則というのがござい

まして、農業振興補助金によります先ほど説明いたしました駆除隊への５万円と

５,０００円ということが、今なされておるところでございます。

今後、県といたしまして、やるのは、平成１９年度から３カ年にわたりまして、

高森・竹田・高千穂地域有害補助防止対策協議会というのを発足いたしまして、国

直轄で行っております。その会長に、高森町、この町長が、会長を務めるというこ

とで、今進めているところでございます。

何で、３町村が必要かと申しますと、山がつながっておりまして、こちらの方か

らやりますと、高千穂に入ったり、竹田の方から駆除隊がお出でになりますと、高

森の方に入ったり、これは、それぞれの駆除隊というのは、他県には入られないと

いうのが現状です。他県に入る場合は、当然、大分県は大分県の許可を願う、宮崎

県は宮崎県の許可を願ってやるようになっておりますものですから、この対策だけ

につきましては、一緒に３県合同という名前が付いて、対策に、今、いたしている

ところでございます。

今後、駆除隊も今、計画をしておりますので、その資料を作成するということに

なっております。具体的には、シカとサルの牧柵を約１２セットで４,８００メー

トル、約１２４万２,０００円、イノシシ用の牧柵で７０セットで約２万８,０００

メートルで、４４２万８,０００円を計画をし、３県で一緒に対策をしようという
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ふうに立ち上げているところでございます。

できる限り、国・県にもお願いをしながら、有害駆除については、進めてまいろ

うと思っております。何分にも、県境を越えた有害駆除対策を行うということでご

ざいますので、なかなか、対策が息が合わなかった分だったり、また、お仕事をお

持ちでございますものですから、一緒にやるというのは、なかなか難しゅう分がご

ざいます。そこを何とか、各町村の駆除隊の方々にお願いをしながら、今進めてお

ります。

農林業の経営が安心して行えるような環境づくりが目的でございますので、今後

とも、この補助事業については、随時、実行に移し、安心ができるような対策を

と、そのように思っております。

○議長（三森義高君） 町長の説明がありましたけれども、詳細に、産業観光課長 後

藤正三君に振りたいと思います。産業観光課長 後藤正三君。

○産業観光課長（後藤正三君） 今、町長が説明した件につきまして、もう少し具体的

にご説明させていただきたいと思います。

これは、国の直轄、１００％補助事業の８３０万円でございます。農業競争力強

化対策事業ということで、高森町・竹田市・高千穂地域鳥獣害防止広域対策協議会

を設立しております。その中で、今、町長が申しました総合防除技術体系の実証及

び確立ということで、電気牧柵に対するあくまでも試験的な補助です。

それから、もう１つは、現在、菊陽町にあります株式会社九州自然環境研究所に

生態調査を依頼しております。と言いますのも、電気牧柵だけを補助すればいいと

いう補助事業ではなくて、根本的な解決を図ろうということで、現在、イノシシ・

サル・シカを捕獲しまして、センサーをして、どういうふうな移動をやっていると

いうことをやっております。特に、サルにつきましては、雌ザル、非常に捕獲しに

くいそうですけども、センサーをつけて、どういう移動体系があるかということ

で、根本的な解決策を図ろうということで、その調査をやっております。その中

で、地域の鳥獣害情報マップということで、どういうところにこういうふうに生息

しているというのを実際の地図上で落としていこうということです。

それから、アドバイザーを派遣していただきまして、電気牧柵というのは、 終

的な守りですね、自分を守るんじゃなくて、それだけやっていたらどんどん増えま

すので、そういうアドバイザーの人に来ていただいて、根本的な解決を図る勉強会

なり、そういうことを進めていこうということで、全体的に８３０万円の１００％

補助で、一応３年間事業で実施しております。
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ただし、さっき町長が申しました金額につきましては、高森町だけにそれだけじ

ゃなくて、あくまでも、３市町でそれだけの金額ということをご理解いただきたい

と思います。

以上でございます。

○議長（三森義高君） ７番 甲斐正一君。

○７番（甲斐正一君） 大変細かい説明がございました。これは、１１月３日に熊日新

聞に載ったのを、私、聞いておったわけでございますが、市町村が計画策定し、捕

獲や駆除実施特別交付税などで財政面も支援ということで、まだ、法案も何も通っ

ていないということでございますが、一応、国に立案しながら、これを通していこ

うじゃないかというのが、今なされておるというふうに思います。

そういうことで、やはり、国もそのような力を入れているし、やはり、鳥獣害と

いうのは、もう本当に増えてもいかん、少なくてもいかないような状況でございま

す。ですから、大変、今の産業課長のお話じゃないけど、１市２町でそのような広

域的なやり方でやっていただくというのは、本当にありがたいものであります。大

変、私もここまで役場まで来る間に、これは、もしかしたら、北海道みたいに動物

に危険というような標識もいるんじゃないかなというような、大げさに言えばです

よ、そのようなことを感じながら、役場の方にも来たところでございます。大変、

ちょくちょく、シカなどはよく見ますようになったわけです。そういう中で、先ほ

ど申し述べました本町の農林業を取り巻く情勢は農産物の価格低迷に加え、燃料費

の高騰に合わせ、肥料・飼料の値上がり等、非常に厳しい状況である。この上、有

害鳥獣の被害となる農家にとっては、死活問題であるし、町当局におかれまして

も、耕作放棄地の増加、山林伐採地の放置など進んでおるんじゃないかというふう

に思っております。産業課長もゆっくりあった時は、一遍見ていただきたいという

ふうに思っております。

今後、行政の有害鳥獣駆除対策に積極的に、具体的な取り組みを切にお願いする

次第でもあります。また、先ほどから言っております１市２町における鳥獣害防止

広域対策事業のますますの取り組みに期待を申し上げ、有害鳥獣駆除対策について

は、質問を終わります。

次に、高齢化対策についてを質問いたします。現在、都市と地方の格差が問題視

されており、地方６団体においても、その格差解消のため、国に対して、要望がな

されているとお聞きしている。そのような中で、日本においては、長寿社会となる

現在の日本の発展を支えてきた団塊の世代が間もなく高齢化いたします。そのため
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にも、６５歳以上の高齢者が急増し始めるというふうに思っております。

現在においても、高齢者がびっくりするほどにスピード的に進んでおり、特に、

地方においては、高齢化が大きな波となって襲いかかっているのは皆さんもご承知

のとおりというふうに思っております。

そのような中で、高齢者の方達には、今現在、私達が住んでいる高森町を本当に

築き上げていただいた大切な人ばかりでございます。財産であるわけでございま

す。私は、高齢者の方には、住み慣れた地域で、少しでも長く生活していただき、

そして、気持ちよい日々を送っていただきたいというような気持ちで、住みやすい

まちづくりを実現していただきたいというふうに、町長にお願いするものでもござ

います。

高森町における高齢者がおかれた現状と問題点、さらには、今後の高齢者に対す

る福祉政策について、どのように考えておられるか、基本的な考えをお答えいただ

きたいというふうに思います。

○議長（三森義高君） 町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） 今、甲斐議員さんの今後の高齢者に対する福祉政策の基本的な

考え方ということでございます。本町の進める福祉政策につきましては、私の目指

すまちづくりにもありますとおり、核家族化や過疎化などの地域によります配慮し

た福祉行政を行っていこうと思っておりますし、また、お年寄りや障害者にやさし

い環境づくりを目指したいと思っております。

本町の現在の状況といたしましては、高齢化率は、年々上昇いたしております。

さらには、山東部におきましては、半数近くの方が６５歳以上になる地域も出てお

ります。

私も高齢者の方々が住み慣れた地域で少しでも長く生活をしていただきたいとい

う考え方が、高齢者の政策の基本であろうかと、私自身もそのように思っておりま

す。

やはり、地域に長く住むためには、健康でなければならないと思います。健康に

不安があれば、自然と医療施設へ入院や施設入所というような形になるかと思いま

すが、そのようなことから、高齢者の方が健康的で、生き生きとした生活が送れる

ような考え方のもとに、今後、高森町の高齢者対策に対する福祉政策を進めてまい

ろうと、そのように思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。

○議長（三森義高君） ７番 甲斐正一君。

○７番（甲斐正一君） 高齢者の方々が健康的で、生き生きとした生活を送れるような
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考えのもとに、今後の高齢者に対する福祉政策を行っていきたいと言われました。

そこで、担当課長にお聞きしますが、現在の高森町の高齢者数と高齢化率につい

て、教えていただきたいというふうに思います。

また、国や県では、法律に沿った高齢者対策が行われておりますが、町村におい

ては、身近な問題として、独自の対策も考えなければならないと思っております。

高森町における高齢者がおかれた現状と問題点について、担当課では、把握されて

いる範囲内で結構ですので、ご答弁をよろしくお願いいたします。

○議長（三森義高君） 住民福祉課長 佐伯秀和君。

○住民福祉課長（佐伯秀和君） ただいま、ご質問いただきましたことにお答えをさせ

ていただきます。

平成１９年７月３１日現在の数字でございますけれども、高齢者数は２,４５７

人、高齢化率は３２.６９％でございます。

参考といたしまして、本町におきます高齢者数と高齢化率の推移を申し上げます

が、１０年前の平成９年当時は、高齢者数は２,０２５人、高齢化率２５.５％でご

ざいました。このように、国レベルでももちろんのこと、特に、地方におきまして

は、相当なスピードで高齢化が進んでいる現状でございます。

また、本町における高齢化が置かれた現状と問題点につきまして、把握している

範囲内でお答えいたします。

本町におきます高齢化の詳細な現状を申し上げますと、高森地区は、高齢者数

１,２８７名、率で２９.８３％、色見地区は高齢者数３４３、高齢化率は２５.９

５％でございます。一方、山東部でございます野尻地区は、高齢者数３７３人、高

齢化率は４７.１６％、草部地区は高齢者数４５４人、高齢化率は４１.６９％とな

っております。

申し上げましたように、山東部の高齢化が進んでいる現状であると認識いたして

おります。問題点の高齢化対策といたしまして、先ほど、町長の方からもお答えを

させていただきましたけれども、高齢者の方が住み慣れた地域で少しでも長く生活

していただきたいと考えておりますので、現状、保健師の派遣などを行っておりま

すが、現状といたしましては、個々の対応まで手が届いていないのが実情でありま

すことから、今後は、社会福祉協議会などと協調しながら、予防介護事業に重点的

に取り組む方向を模索していきたいと考えております。

以上でございます。

○議長（三森義高君） ７番 甲斐正一君。
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○７番（甲斐正一君） ただいま、答弁で本町における高齢化率が本当に急スピードで

進んでいると、私も実感いたしました。特に、山東部においては、高齢化のスピー

ドは平坦部に比べると、一段と早いものがあると感じております。

近の報道等でありますとおり、都心部においては、高齢者の孤独死など、高齢

者が孤立化しており、一部では、自治組織が立ち上がって、高齢者の孤立化対策に

取り組んでいるところもあるようでございます。

地方の長所であります地域や隣近所のつながりの深さ、希薄になっているとは言

え、まだまだ地域近所のつながりが深いものというふうに思っております。高齢者

対策は、進めなければならないと思っておりますが、私は、山東部に住む議員とし

て、地域の高齢化を憂える者の一人であるが、時代の流れでありますし、仕方ない

ということではございますけれども、町長におかれましては、高齢者の福祉政策を

早急にしていただくとのことですので、その部分は安心しておりますが、合わせ

て、平坦部・山東部を問わずに、町独自の魅力ある過疎対策も考えていただきます

よう、加えてお願い申し上げます。

それでは、第２点目の中高年層の健康づくり対策について、質問をさせていただ

きます。

中高年層は、もちろんでありますが、あらゆる年代で、その年代に応じた健康づ

くりをしなければ、多くの人が不健康となり、医療機関において、治療を行い、多

額の医療費が必要となってくるのはもちろんであります。現代においては、住民の

方々が係わる疾病は、様々なものがありますが、担当課では把握しておられる範囲

内で結構ですので、過去の現在の主な疾患の違いがわかれば、教えていただきたい

と思います。

それから、同じく、来年度から始まります特定健康診査特定保健指導は、どのよ

うな目的で、どのような内容で行われる予定なのかを教えていただければ、結構と

思います。答弁、よろしくお願いいたします。

○議長（三森義高君） 住民福祉課長 佐伯秀和君。

○住民福祉課長（佐伯秀和君） それでは、まず、過去と現在の住民の方々が係る疾病

の移り変わりについて、お答えを申し上げます。

過去と現在におきましては、高血圧や高脂血症など、継続的に多く疾病の変化は

あまりあっておりませんが、次に、来年度からお尋ねでございました、来年度から

新たに実施されます特定健診健康検査特定保健指導について、お答えをいたしま

す。
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今までは、老人保健法や医療保険、各法に基づいて、市町村や企業、医療保険者

が健診を実施してまいりましたけれども、各健診の役割分担が不明確であり、受診

者に対するフォローアップが不十分であるとの指摘に基づき、今回から各保険者が

責任を持って健診を実施しなければならなくなったところでございます。

目的といたしましては、主に、生活習慣を原因とするメタボリックシンドロー

ム、内臓脂肪症候群に着目した健診を、国は４０歳から実施することになっており

ますけれども、町では３０歳から実施することといたしております。

異常の有無に早期介入を行うことにより、その後の保健指導などを通して、生活

習慣の改善を行うことで、様々な生活習慣病の発症を予防することといたしており

ます。

生活習慣の改善を行うことによって、健診の内容についても、従来、実施してま

いりました住民健診と同様の集団検診方式で実施をいたし、内臓脂肪型肥満に着目

した生活習慣病予防のための保健指導を必要とする人を抽出するための健診項目と

して、血液科学検査、肝機能検査、血糖検査などの検査項目となっております。

以上でございます。

○議長（三森義高君） ７番 甲斐正一君。

○７番（甲斐正一君） ただいま、課長の方から予防ということでございます。本当

に、 近の疾患は高血圧などの生活習慣を原因とした疾病が急増しているというふ

うに思います。

近、よく、先ほど、課長が申しましたように、メタボリックシンドロームとい

う言葉を、私もよく聞くわけですが、内臓脂肪型肥満に起因して、糖尿病や高血圧

病など、発病する人が増加しているということでございます。早い段階に予防を行

えば、これらの疾病に係ることはなく、医療機関に行くこともなく、医療費も軽減

できるんじゃなかろうかというふうに思っております。是非とも、せっかく、保健

師さんがおられますので、指導していただきたいというふうに思っております。

住民の負担がいろいろ増加していく中で、少しでも負担が減じられるように、行

政はもちろん、住民も努力をしていかなければならないと思います。その点で、こ

の特定健康診査は、住民が健康に関心を示す絶好の機会であると思いますので、社

会被保険者全員が健診を受けるようにしていただきたいというふうに思います。

昨年度の住民健診の受診率はどうなっているのか、また、今回の特定診査の受診

率がどのような影響を及ぼしていくのか、併せまして、町長が考えておられます中

高年層の健康づくり対策についての考え方をお聞きしたいというふうに思います。
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○議長（三森義高君） 町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） 甲斐議員さんのご質問にお答え申し上げます。

今、平成１８年度の住民健診の受診率につきましては、国民健康保険の被保険者

レベルの数字が出ておりますが、受診率は約３３％となっております。

また、先ほど、担当課長が説明したとおり、来年度から各保険者特定健康診断特

定保険指導を行わなければならないことになっております。この特定健診の受診率

の増加や減少に及ぼす影響につきましては、甲斐議員が心配なされている住民負担

の増加に直接的に影響を及ぼしてくることになっております。

高森町が保険者であります国民健康保険につきましては、後期高齢者医療保険に

支援金として負担しなければならない負担金が受診率の目標値と達成できなければ

ならない約１,０００万円ほどの負担増となりますが、逆に、受診率の目標値は達

成し、達成成績が良ければ、約１,０００万円の負担減となる予定となっておりま

す。

このことは、国民健康保険税に直接関係することになり、行政と住民の努力次第

で、住民の負担は、減じてくると思っております。

このようなことから、今後の中高年層の健康づくり対策につきましては、来年度

から始まります特定健診診査を、特定指導に重点に取り組むとともに、将来の高森

町の姿として、誰もが住みよいまちづくり、誰もが住みたくなるような町が見える

ようにしていきたいと、そのように思っております。

○議長（三森義高君） ７番 甲斐正一君。

○７番（甲斐正一君） どうもありがとうございました。

今回の私の一般質問は、有害鳥獣駆除対策について、さらには、高齢化が進む高

森町の今後についてを議題としたわけでございます。先ほど、町長が申しましたよ

うに、住みよい町、また、住みたくなるまちづくりをどのようにつくるかが、一番

のポイントじゃなかろうかというふうに思っております。

今後、高齢社会を迎える中で、本当に弾力あるまちづくり、そして、ともに生き

がいのある大きな政策をしていかなければならないというふうに思っております。

後に町長さんを中心に、職員一丸となってがんばっていただきますよう、お願

い申し上げ、一般質問を終わります。

どうもありがとうございました。

○議長（三森義高君） ７番 甲斐正一君の質問を終わります。

－－－－－－－○－－－－－－－
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○議長（三森義高君） ８番 相馬俊行君。

○８番（相馬俊行君） ８番 相馬です。

今日は、私を含めて、７人の質問者ということで、大変時間も経過しております

し、皆さん方、大変お疲れだと思っております。もうしばらくの間、ご辛抱願いた

いと思っております。

私、藤本町長さんになられましてから、初めて、一般質問をするわけでございま

して、いささか緊張もしておりますし、初めて、議員に当選してきたことを思い出

しまして、初めて一般質問をしたことを思い出しまして、新鮮な気持ちで、改めて

質問を行いたいと思っております。

本日は、「ソフトの村」についてと、町村合併ということについてと、大きな２

点について、質問をいたしますけれども、町村合併につきましては、５番議員さん

の方からもありましたし、できるだけ、簡潔に、そして、重複する部分につきまし

ては、なるべく避けたいと思いますけれども、やむなく、重なる部分はお許しをい

ただきたいと思っておるわけでございます。

まず、「阿蘇ソフトの村」について、質問をさせていただきますけれども、阿蘇

ソフト村につきましては、確か、瀬井町長さんだったかと、随分前のことでござい

ますので、昭和６０年に事業の着手がされておりますけれども、事業の趣旨が「阿

蘇の豊かな自然環境の中にコンピュータソフトウエアの研究開発、コンピュータ技

術を駆使した芸術・文化活動等の各種知的操作活動の拠点形成を図り、次世代に向

けて新しいまちづくりを目指す」という趣旨のもとに、事業の概要が計画予定地を

２６.４ヘクタールに、道路・上下水道・防災施設等を整備した上で、企業等に分

譲すると、ソフト村の中核施設として、センターハウスを県が建設するということ

で、昭和６３年に「阿蘇ソフトの村構想」の実施計画を策定、平成２年に、用地交

渉に着手されておりまして、計画の７２.７％の用地を平成３年に用地を確保した

ということで、その後、平成４年にバブル崩壊によりまして、大変企業進出が困難

となりまして、この計画そのものが宙に浮いたというような形になっておるわけで

ございます。

事業着手から約２２年を経過しておりますし、早急な解決が求められておるわけ

でございますけれども、これまでの経過、及び計画等がございましたならば、ま

ず、お知らせを願いたいと思います。よろしくお願いいたします。

○議長（三森義高君） 町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） ソフト村用地を含みます企業誘致対策についての今までの経過
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をご報告を申し上げたいと思います。

阿蘇ソフト村構想につきましては、今、議員さんがおっしゃいましたように、昭

和６０年９月に、ソフトウエア関連の研究開発企業集積立地するということで、そ

して、高度の技術を研修開発、育成、交流の場を提供し、新しいタイプの地場産業

の創設というふうに、県の方から目的がなされ、その目的のために、用地の買収が

なされております。

また、用地の買収につきましては、今、おっしゃいましたように、完全ではな

く、一部の土地がまだ売買ができていないのが現状であろうかと、そのように思っ

ております。

また、計画策定後には、バブルが崩壊いたしまして、経済情勢が大きく変化した

ことから、未収地及びまた地域的に未だその活用がなされておりません。

その後、本町では、そのような用地の現状を打開するために、手段といたしまし

て、平成１６年に矯正施設を誘致したらどうだろうかということで、建設すること

で、ソフト村用地を候補地の１つとして取り組みましたが、ご承知のように、良い

ところまではいったような気がいたしますが、 終的には漏れたということでござ

いました。

また、県の動きといたしましても、平成９年から土地の有効活用ができない状況

から、企業の保養所や研究所も誘致の対象として、企業に対するアンケート調査や

企業訪問、本年度も企業現地案内等も行われております。

また、県庁内部におきましても、阿蘇ソフト村用地有効利用連絡協議会等も開催

をされておりますし、また、この新幹線が通るということで、この見直し等も一緒

になされているようにお聞きをいたしております。

そして、また、俵山トンネル等が開通いたしましたし、熊本空港からも約４０分

という交通アクセスが大変改善をされたということで、今、県の方にいたしまして

も、鋭意各企業の誘致に一生懸命取り組んでいただいております。

私も機会あるごとに、県企業局等に連絡しながら、１つでも早く、是非、ソフト

村再利用についてをご検討をお願いを申し上げているところでございます。

○議長（三森義高君） ８番 相馬俊行君。

○８番（相馬俊行君） 町長、ただいま、矯正施設の件につきましても、お話がござい

ましたけれども、これは、確認のためにお聞きをいたしますけれども、平成１６年

に企業等特別委員会を立ち上げまして、議会も一緒になって、賛否両論ありました

けれども、その中で、 終的にソフトの村を候補地にするということで、計画をさ
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れ、議会の方もいろいろ賛成・反対ありました。また、地元におきましても、賛成

もあれば、反対もあったということの中から、矯正施設の問題がありまして、 終

的に、町長おっしゃいましたように、もう一歩のところまでいったけれども、 終

的には、よそのところに決まったという経緯がございます。

町長さんの気持ちの中に、再度、この矯正施設をというお考えはあるのかないの

か、まず、それをお聞きしたいと思います。

○議長（三森義高君） 町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） 先ほど申しましたように、平成１６年の企業誘致の中の、また

ソフト村に矯正施設をということで、各地域にお願いにご説明を申し上げながら、

回ってきたところでございますが、先ほど申しましたように、後一歩というところ

でございましたということと、この矯正施設は、国の政策でございまして、いつも

かつもは、なかなか企業誘致というような形ではありませんものですから、犯罪

者、ちょっと言葉が悪うございますが、犯罪者を収容する場所が１１０％というよ

うなところで、いろんな地域で手が挙がりました。今のところは、ご存じのよう

に、山口県に１カ所、島根県に１カ所と、そのような矯正施設ができてございま

す。

今は、国にもお聞きしますが、予定はないということでございます。

○議長（三森義高君） ８番 相馬俊行君。

○８番（相馬俊行君） 国の政策の一環だから、予定はないということで、町としても

予定はないと認識をさせていただきました。

ちょっとこれ、余談ですけれども、阿蘇郡市７市町村で世界文化庁遺産の暫定的

な認定にちょうど提案されていますね。ですから、特に、この阿蘇郡内、矯正施設

は、個人的な意見ですけどね、不向きであろうと、私は思っております。

それはそれとして、いろんなところを町長さんも一生懸命になって、これは、町

の事業ではございません、県の事業ですけれども、町としても、このままというわ

けにはまいらないと思っております。地元の方々、地権者の方々も一日も早く、せ

っかくの用地が有効的な利用をされるように願っておられるわけでございますけれ

ども、なかなか、こういう時でございますので、非常に難しいのはよくわかりま

す。しかしながら、このソフトの村につきましては、事業の趣旨がソフトウエア関

連ということになっております。ですから、これは、県の方に、町としてもお願い

されておると思いますけれども、緩和を、ソフトウエアだけじゃなくして、いろん

な企業と申しますか、いろんな教育的なこともいいでしょうし、それから、分譲も
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いいでしょうし、いろんなことで、県の方に働きかけを強く町としてもお願いをし

たいなと思っております。

町長さんの考えをお願いいたします。

○議長（三森義高君） 町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） 今、議員さんがおっしゃいましたように、ソフト村関連と言い

ますのは、少し、昔のバブルの前のような状況ではございませんで、県の方にもこ

のソフト村と固定せず、もっと窓口を広げて、いろんなものに利用ができるように

していただきたいとうことを再三、陳情いたしておりますし、確か、相馬議員と一

緒に陳情したような、県に行ったような気がいたします。何とか、そこの場所をあ

くまでも、ソフト村、ソフト村と言いますと、限られた利用価値ということですか

ら、もう少し広げていただきたい。いろんな企業をどなたが来ても、十分使えて、

そして、今、議員さんがおっしゃいましたように、自然を破壊するようなことでは

なく、確かに、文化遺産も、阿蘇文化遺産は外れましたが、今回は、阿蘇文化遺産

ということで、出してございます。全体に、阿蘇に文化を網を掛けるということで

ございますものですから、少し、私も文化遺産には、これ以上の網を掛けていただ

くのは、私自身は納得できませんと、なかなか、環境庁さんというのは、やかまし

ゅうございまして、木を切っちゃいかん、道路掘っちゃいかんと、本当の１種・２

種・３種と、いろんな地域で押さえがございます。これ以上に網を掛けていただく

のは、私は、何ら文化遺産として認めていただかなくても結構ですよというような

お話をしたところ、これ以上のネットは掛けませんと、ただ、今のこのままを文化

遺産にしたいんですからという話でございました。

文化遺産ですから、火祭りとか、私どものあります風鎮太鼓とか、そぎゃんとは

文化遺産ではありませんでしょうかと言ったら、そうじゃなくて、全体、見たまま

を文化遺産にしたいというようなことで、暫定的に、今、国の方に出してございま

す。

それと、今、ちょっと話が逸れましたけれども、もう１つは、今の現状をソフト

村の現状を考えますには、昨年、３年前から企業といいますか、大学の方からお出

でをいただいております。もちろん、大学はもちろんご存じのように、帝京大学で

ございますが、学生の方々がアジア・中国相手にした観光を勉強したいと、経済観

光学科と聞きましたが、そのようなのはどうだろうかということでお話をしてござ

います。今年も約３０名ほどお出でになり、３泊４日で、各ホームステイしていた

だき、職員の方々にご迷惑掛けて、今やってきたところでもございます。
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それと、 近、もう１つは、県の企業局の方から、９月１９日の日にさわかみ投

信株式会社というか、投資信託会社がございます。そこから、約６００名から１,

０００名の社員だそうでございますが、本社ごと持ってきたいと、そのような県か

らのお話がございました。９月１９日の日に県の方と会社の方から来られていま

す。私どもも、できるだけ、私どもの投資会社は、光ケーブル、そういうもので十

分間に合いますから、それさえ設備できれば、楽しみできるというような費用でご

ざいましたから、十分、案内をしてお帰りになっていただきました。その後、返事

はございませんけども、できる限り、ソフト村に限らず、何ら、自然破壊がないよ

うな、そのような誘致にしていただきたいと、県の方にも企画係長達と一緒にお願

いにまいっているところです。

今のところは、これといった県からの企業の方は、これが今、１件、来ているの

が現状でございます。

○議長（三森義高君） ８番 相馬俊行君。

○８番（相馬俊行君） 大学及び企業からも今のところ話が来ているということでござ

いますけれども、町長、おっしゃいましたように、自然破壊がないようなことでお

願いをしたいというようなことでございます。

ソフトの村の周辺を見てみますと、非常に分譲、ペンション、いろんなことが、

いろんな建物が建っております。このことにつきましては、９月議会で１０番議員

さんですかね、質問もあっておりましたけれども、非常に、乱開発と申しますか、

もうやりたい放題と申しますかね、来てくれるのは大変ありがたいと思いますけれ

ども、排水等を含めたいろんな害が出る恐れも出てきておりますので、本来なら、

もう少し早く、環境条例等を、町独自の条例等を設置されるということが必要だと

思っております。特に、ソフト村あたりを企業誘致されていきますと、その辺が非

常に大事になってくるだろうと思っております。ひとつ、この点につきましても、

お尋ねをいたします。

○議長（三森義高君） 町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） 今、議員がおっしゃったとおりでございます。本当に、乱開発

といいますか、なかなか小さく開発され、そしてまた、いろんな不動産の方々も、

地域の方々がお世話したりとか、なかなか規制を掛けるというのが、なかなか難し

い分がございまして、私どもも本当に一歩手遅れではございますけれども、今、お

っしゃいましたようなことは、十分考えていかなければならないと、そのように思

っております。
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○議長（三森義高君） ８番 相馬俊行君。

○８番（相馬俊行君） この点は、早急に、庁舎内で検討されますよう、要望をしてお

きます。

それから、 後に、企業誘致と申しますと、大変難しいことですけれども、我が

高森町を眺めてみますと、非常に農業・林業の衰退、商業の衰退、ですから、町も

衰退するというような悪循環になっております。農業そのものは、町独自でこれだ

け冷え込んでまいりますと、町独自で手の打てるようなことではございません。国

策として、食料の自給率あたりを上げて、７０％なり、８０％なり、するような国

の政策として、掲げていってもらわんと、全国の農村、冷え込んでしまうわけでご

ざいます。

ですから、町独自で、少しだけ手を打っても、どうにもなる問題じゃございませ

んけれども、そういうわけで、どこの町村、どこの市も企業誘致に紛争しておると

いうような現状じゃなかろうかと思っております。

何日か前のテレビの放送でもあっておりしましたけれども、どこかのある市長さ

ん、企業誘致の土地を確保しておるけれども、何十年とそのままになっておる、で

すから、全国の企業を回っておると、非常にどこの市町村も努力されておると思い

ます。ですから、厳しいから来ん来んと言ったって、もう来ないわけですね。です

から、やはり、首長自ら出向いていって、見つけてくるということも、首長の大き

な仕事と思っているわけでございます。

藤本町長は、副町長も置いておられません。非常に多忙と思いますけれども、こ

こは、副町長どうされますかわかりませんけれども、それは、町長の判断ですから

申しませんけれども、企業誘致をするからには、それなりの予算と申しますか、そ

れなりのことをきちっと当初予算で組んで、企業を探してくるぞというような強い

気持ちがなければ、この自然豊かな高森町でございますけれども、なかなか来てく

れないと、そう思うわけでございます。

ですから、必要な予算は、予算とあげてもらって、そして、企業誘致を進めると

いうようなことは、大事であろうと思っておるわけでございます。非常に厳しい財

政状況の中ですから、なかなか難しい面もございます。ございますけれども、努力

はする必要があるということでございます。この点、町長のお考えをお聞きいたし

まして、この質問は終わります。

○議長（三森義高君） 町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） ありがとうございます。
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本当に、今、企業誘致というのはやはりトップセールス、ほとんどの町村長の方

々が自分で各企業を回っておられるというのはよく話も聞きます。私も時間がある

限り、各企業を、その企業もある程度は、こういう自然環境の豊かなところでござ

いますから、ある程度は把握をしながら、企業誘致、そしてまた、何らかの形で今

の湧水の水を有効利用ができないかなと、そういうことで、各社を今回っておりま

す。

職員も減らしながらでございますけれども、必ず、職員も一緒に対応するという

ことで、一緒に各企業を訪問を今いたしているところでございます。

また、予算等につきましては、本年度、平成１９年度は終わりますが、２０年度

の予算等につきまして、また考慮してまいりたいと、そのように思います。

○議長（三森義高君） ８番 相馬俊行君。

○８番（相馬俊行君） 続きまして、第２点目の町村合併に移りますけれども、町村合

併につきましては、５番議員さんからも少し触れられました。非常に難しいことで

ございます。しかしながら、避けて通れないということでございまして、先ほどか

ら話があっておりますように、潮谷知事の方から書簡という形で、各議員それぞれ

にも送ってきておると思いますけれども、非常に、町にとりましても、町の将来に

とりましても、大きな問題でございます。

平成の大合併で合併した町村が、果たしてうまく行っているかというと、決して

そうではない。そういう気がします。近辺の町村も見てみますと、旧蘇陽町・南阿

蘇、それから、小国の先の上津江・中津江辺りの状況を眺めてみますと、非常に合

併せんがよかったというようなことをお聞きいたします。それだけ、合併は難しい

ということだろうと思っております。

上津江だったか、中津江だったか、どちらかですね、日田市と合併したおかげ

で、ますます、過疎化が進んだと、今までは、中津江役場にいろんなことを頼みに

行っても行けば、即解決をしてくる、返事ももらっておったけれども、今では、日

田市まで回って、返事もなかなか来ないというようなことも出ておりました。非常

に町村合併は難しゅうございます。

県の方からは自主的な合併を進めるということで、書簡の中に送ってきましたマ

ップを見てみますと、合併の方向性と申しますか、県の方から示した組み合わせで

ございますけれども、阿蘇地域におきましては、阿蘇中北部及び南部また阿蘇地域

一帯での広域的な合併と、２案示されておるわけでございます。

ですから、県の方が一本に、阿蘇は全部一緒になりなさいというような強い指導
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をやってくれるなら、その方がまだ考え方はしやすいわけでございますけれども、

依然として、これは、５番議員さんおっしゃいましたように、依然として、自主合

併をしなさいと、南は南、北部は北部というような考えを出されました。非常にあ

いまいだと思っております。今さら、こう言っては失礼ですけれども、南阿蘇と合

併をできるかというような町民の意識もございます。

ですから、どうしても合併を進めるというならば、県の指導で、阿蘇郡は一本に

という形でした方が、高森としても、本町としても、選択しやすいというような気

がします。

私は、合併がいいと思っておりません。単独がやはり、いいわけです。単独でい

けるなら、単独が一番いい、住民サービスも行き届きます。単独でいく努力は是非

ともせにゃいかんと思っておりますけれども、単独なのか、合併なのか、非常に難

しゅうございます。しかしながら、町の長として、決断をされる時が来ると思いま

す。まずは、町長さんのお気持ちをお聞きいたします。

○議長（三森義高君） 町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） 市町村合併につきまして、先ほど、５番議員さんの方にも申し

上げましたが、やはり、５町村の当初の合併がつまずき、私どもと旧蘇陽町の方が

結果的には外れた結果になっております。

また、蘇陽町さんにつきましては、ご存じのように、山都町ということで、外れ

てございます。

私自身は、いつもこの前から合併、県からの指導、いろんなお話をお伺いいたし

ます時には、合併はあれだけしようと思っとっとに、何でさせんかいたと、合併し

ようと思ってもできん町村はどぎゃんすりゃ財政はいいですかと、そういう質問を

いたしたことがございます。やはり、この阿蘇という大きなブランドを抱えて、南

阿蘇村とか、高森町じゃなく、阿蘇が１つならと、その１つになるためには、日の

尾峠が必要ですよということを、今一生懸命お話をしているところです。もちろ

ん、道路がないわけじゃございません。ぐるっと国道が回ってございます。５７号

線、今の広域、どこも行けば、約５０分、大戸ノ口の方に行けば、約４０分で総合

庁舎まで行くわけでございますけども、この日の尾峠線になれば、ちょうど１０キ

ロございます。２０分で行くようになります。そうすれば、今、確かに５７号線沿

いの４車線化は進めてございますが、一の宮の広域から私の町を通れば、そして、

上の山都町と、上の山都町は、もう新聞等でご存じのように、中九州高速道路が御

船のインターから延岡の方に向かって進んでございます。旧矢部町ですが、もう測
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量も終わり、着工なされております。そうすれば、ちょうど旧蘇陽町の山口病院と

ございますが、あの近くに図面上では、インターができるようになっております。

ということは、私の高森町からそのインターまで２０分で高速道路に乗るようにな

るというふうに、私は思っております。

そういう意味では、この近い将来、この日の尾峠ができれば、高森町が阿蘇郡の

真ん中になると、そのように私は、自負をいたしております。高速道路、向こうか

ら大分の方から、今、竹田の方に向かって、中九州高速というのができてございま

すが、今、大津の本田技研のところで止まっております。旧旭志村のところで、水

脈か、何か、私はちょっとようと説明は受けておりませんけども、トンネル工事の

ところで、ちょっと今、ストップをしております。

これは、当然、今の赤水のところから、大分につなぐ大きなメイン道路でござい

ます。ということは、山鹿・菊池、そして大津の本田技研、それを通じて、一気に

砕石山があります的石ですが、あの下をくぐって、赤水に出、それが大分の竹田市

の方につながる道路だろうかなと、昔の坂梨、坂がいっぱいありますが坂梨という

場所の道路は改良ができないというような判断のもとに、その大きな道路ができて

いるのだろうと、そのように、私自身は考えております。

それと、５７号線をつなぎますと、約、今度は、逆に、高森町を真ん中にして、

この高速、山都町、そして、高千穂、この３県またがるとなれば、これは、待った

なしの高森町はどうしても今行き詰まったような感がございますが、これがつなが

れば、高森町が真ん中にならんことにはどうしようもない、そのように思います。

だから、いろんな町村長さん方がおっしゃいますには、何かあんたげばかりが儲

かるな、道路ごんつあるけん、えらい本気にならんわいと、そういう町村の方もお

ります。

やはり、これから、まっすぐ行くなら、一の宮の阿蘇神社の先のパチンコ屋のと

ころに出ますものですから、そしたら、阿蘇市の方が、途中から道が横に入れば、

阿蘇市の方が寂しくなるというような考えのもと、各町村、メリットもあり、デメ

リットもあり、いろんな損得を考えながら、今やっているところでもございます。

やはり、今、議員さんがおっしゃいましたように、合併をやれば、阿蘇は１つだ

と、そのように思っております。

それと、もう１つ、付け加えますけども、 終的には、住民の方々の判断に任せ

ますということでございます。

○議長（三森義高君） ８番 相馬俊行君。
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○８番（相馬俊行君） 合併を選ぶならば、阿蘇は１つという、町長のお考えだと承り

ました。

当然、そうなりますと、日の尾峠線は、是非とも、進めなければならない案件だ

と思っているわけでございます。日の尾峠は日の尾峠としておきまして、もう１

つ、単独という選択があるわけですね。単独で申しますと、非常に厳しゅうござい

ますけども、全国的にこの単独を選んだ町村あるわけでございますね。

そういう中で、全国の模範となるような町、村独自の政策を打ち出しながら、合

併せんでも済むというようなところも出てきておるわけでございます。新聞等の社

説あたりを読んでみますと、そういった全国的には、合併せんでもいい町村もある

と、ですから、国は、１万人未満の町村を強制的に合併を進めるべきではないとい

うような社説も出ておりました。ですから、高森も単独でいく道はあるわけです

ね。

しかしながら、それは、それなりの町の独自の政策を今のような政策では、とて

もいけませんけれども、町独自の政策を議会なり、職員の方々なり、町民の方々な

りと協議をしながらやっていくという方法もあるわけですね。非常に厳しい道です

けれども、これが一番住民サービスを考えた場合には、一番いい選択ではなかろう

かと思っているわけでございます。

非常に難しい道ですけれども、町長の単独の道というのはありませんか。

○議長（三森義高君） 町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） 単独、できるものなら、私どももそのように思っているのも現

状でございますが、先ほど、財政面だけ総務課長の方が、３年後の財政面だけご報

告を申し上げたような気がいたしますが、今の現状から、この交付税の見直し、地

方間の格差、都市との差、それが今、来年度４月以降に交付税として、どのような

形でお示しがあるのかが、まだ検討がつきません。

やはり、一番大事なのは、もちろん、しっかりした気持ちが一番大事ではござい

ますけども、やはり、財政面というのが一番大きく、そして、今、高齢者社会でご

ざいまして、扶助費等につきましても、１.６倍ほど、高森町は、平成１１年に比

べれば１.６倍ほどかかってございます。これは、まだまだ、負担がまだまだ増え

てくるというふうな計算を今して、３年先のことを総務課長が申し上げたんだろう

と、そのように思っております。

気持ちとしては、できる限り、いろんな情報も取りながら、単独で進めていこう

と、腹はそのように、単独でやっていけると思うておりますが、やはり、今、合併
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は避けては通れないというようなお話のとおりでございまして、いろんな指示もご

ざいます。また、いろんな町村とのお話し合いもございます。それをよく見極め

て、そして、議員の皆さんともよくご相談申し上げて、今後は進めていきたいと、

そのように思っておるところです。

今、知事さんの方からそういう内容的なものを、私も来ておりますが、強制的な

ことはしないというようなお話でございますから、十分、内部につきましては、詳

細に検討して、今後、結論を出していこうと、そのように思います。

○議長（三森義高君） ８番 相馬俊行君。

○８番（相馬俊行君） 後に、確認だけさせていただきます。

終的には、住民投票あたり、住民のお考えを聞いた上で決めるということです

か。

○議長（三森義高君） 町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） はい、今、議員にお答えいたしましたように、判断は、 終的

には、住民の皆さんの意思を問いたい、住民投票で決めたいと、 終的にはそのよ

うに思っております。

○議長（三森義高君） ８番 相馬俊行君。

○８番（相馬俊行君） 町村合併は、非常に難しゅうございます。非常に厳しゅうござ

います。しかしながら、町の長として、町の首長として、私情を捨てて、２０年、

３５年の高森町を描きながら、リーダーシップ発揮されまして、どうかひとつ、町

長のリーダーシップをお願いをされますように、切にお願いを申し上げまして、一

般質問を終わります。

お世話になりました。

○議長（三森義高君） ８番 相馬俊行君の質問を終わります。これで一般質問は終了

しました。

－－－－－－－○－－－－－－－

○議長（三森義高君） 以上で、本日の日程は全部終了しました。本日は、これで散会

します。

傍聴者の方に一言、お礼を申し上げたいと思います。本日は、始まって以来の日

曜日議会を開催いたしましたところ、多数の傍聴者の参加をいただきまして、大変

ありがたく感謝を申し上げる次第でございます。今後におきましても、なお一層の

行政への関心を持っていただきますよう、心からお願いを申し上げまして、お礼の

言葉といたします。本日は誠にありがとうございました。お疲れさまでした。
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－－－－－－－○－－－－－－－

散会 午後３時４６分



１２月１７日（月）

（第３日）
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平成１９年第４回高森町議会定例会（第３号）

平成１９年１２月１７日

午前１０時００分開議

於 議 場

１．議事日程

開議宣告

日程第１ 意見案第４号 割賦販売法の抜本的改正に関する意見書について

日程第２ 付託案件の委員長報告並びに採決について

日程第３ 特別委員長報告について

日程第４ 委員会の閉会中の継続調査申出書について

２．出席議員は次のとおりである。（１０名）

１ 番 立 山 広 滋 君 ２ 番 森 田 勝 君

３ 番 田 上 更 生 君 ４ 番 甲 斐 直 三 君

５ 番 甲 斐 廣 國 君 ６ 番 後 藤 和 昭 君

７ 番 甲 斐 正 一 君 ８ 番 相 馬 俊 行 君

９ 番 三 森 義 高 君 １０ 番 後 藤 英 範 君

３．欠席議員は次のとおりである。（０名）

４．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名（１４名）

町 長 藤 本 正 一 君 教 育 長 渡 邉 哲 郎 君

総 務 課 長 岩 下 健 治 君 住民福祉課長 佐 伯 秀 和 君

税 務 課 長 桐 原 一 紀 君 産業観光課長 後 藤 正 三 君

建 設 課 長 瀬 井 公吉郎 君 会 計 課 長 佐 伯 実 範 君

教育委員会事務局長 色 見 隆 夫 君 総務課長補佐 村 上 源 喜 君

住民福祉課長補佐 長 尾 和 博 君 税務課長補佐 後 藤 秀 希 君

産業観光課長補佐 甲 斐 敏 文 君 建設課長補佐 後 藤 和 幸 君
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５．本会議に職務のため出席した者の職氏名（２名）

議会事務局長 古 澤 建 生 君 議会事務局係長 古 庄 良 一 君



－ 137－

開議 午前１０時００分

－－－－－－－○－－－－－－－

○議長（三森義高君） おはようございます。

これから、本日の会議を開きます。

お諮りいたします。

お手元に配布してあります日程にしたがって、議事を進めたいと思います。これ

にご異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 異議なしと認めます。それでは、日程にしたがって議事を進め

ます。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第１ 意見案第４号 割賦販売法の抜本的改正に関する意見書について

○議長（三森義高君） 日程第１ 意見案第４号、割賦販売法の抜本的改正に関する意

見書についてを議題といたします。

本案について、趣旨説明を求めます。提出者を代表いたしまして、１番 立山広

滋君。

○１番（立山広滋君） おはようございます。１番 立山です。

提出者を代表いたしまして、割賦販売法の抜本的改正に関する意見書について、

趣旨説明を行います。

高齢者に対する寝具・リフォーム工事等の次々販売被害、呉服等の展示会商法

等、クレジット悪質商法被害が全国で多発し、ついには、多額のクレジット債務に

負われた消費者が自らの命を絶つ深刻なケースすら発生している。

このような被害が発生する要因としては、クレジットは、代金回収と商品の引き

渡しを分割したシステムであり、販売事業者が消費者の資力等を無視した勧誘を行

うなどの構造的危険性を有しているにも係わらず、現行割賦販売法が被害防止に向

けた法改正を行ってこなかったこと等が上げられる。

このようなことから、クレジット悪質商法被害の防止と消費者の被害回復、さら

には、消費者にとって安心・安全なクレジット社会を築くため、国会及び政府に対

して、割賦販売法改正に当たり、１、クレジット事業者の既払い金返還責任（無過

失行動責任）、２、クレジット事業者の不適正予審防止義務、３、箇条予審防止義

務、４、契約書型クレジットに関する規制強化、５、指定商品（権利役務）制及び

割賦要件の廃止、上記の事項を実現するよう、強く要請し、趣旨説明といたしま
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す。

○議長（三森義高君） 趣旨説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑

はありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 質疑なしと認めます。

討論を行います。討論はありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 討論なしと認めます。

お諮りいたします。

本意見案については、原案のとおり採択したいと思います。これにご異議ありま

せんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 異議なしと認めます。よって、意見案第４号、割賦販売法の抜

本的改正に関する意見書については、原案のとおり採択することに決定いたしまし

た。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第２ 付託案件の委員長報告並びに採決について

○議長（三森義高君） 日程第２ 付託案件の委員長報告並びに採決を議題とします。

－－－－－－－○－－－－－－－

議案第５３号 公有財産の取得について

○議長（三森義高君） 議案第５３号、公有財産の取得については、建設経済常任委員

会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。建設経済常任委員長 田

上更生君。

○建設経済常任委員長（田上更生君） おはようございます。３番 田上でございま

す。

建設経済常任委員会に付託されました議案第５３号、公有財産の取得について、

１２月１３日午前１０時から、第３・４委員会室において、産業観光課より後藤課

長、甲斐課長補佐、及び岩下商工観光係長に出席を求め、詳細に説明を受け、慎重

に審議いたしました結果、全委員異議なく可とすることに決定いたしました。

なお、湧水トンネル公園における物産品販売等については、観光客等の苦情もあ

っていることから、早急に出店場所等について見直すとともに、その基準を明確化

し、町の観光イメージの低下とならないよう十分なる対応を図る必要がある等の意
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見が出されたことを申し添えます。

以上、報告終わります。

○議長（三森義高君） 委員長の報告が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 質疑なしと認めます。

討論を行います。討論ありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 討論なしと認めます。

お諮りいたします。

本案については、委員長の報告のとおり決定したいと思います。これにご異議あ

りませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 異議なしと認めます。よって、議案第５３号、公有財産の取得

については、委員長の報告のとおり可決されました。

－－－－－－－○－－－－－－－

議案第５４号 職員の自己啓発等休業に関する条例の制定について

○議長（三森義高君） 議案第５４号、職員の自己啓発等休業に関する条例の制定につ

いては、総務常任委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。総

務常任委員長 甲斐直三君。

○総務常任委員長（甲斐直三君） おはようございます。４番 甲斐直三です。

総務常任委員会に付託されました議案第５４号、職員の自己啓発等休業に関する

条例の制定については、１２月１１日午前１０時から、第３・４委員会室におい

て、総務課より岩下課長、村上課長補佐に出席を求めまして、詳細に説明を受け、

慎重に審議した結果、全委員異議なく可とすることに決定いたしました。

以上、報告終わります。

○議長（三森義高君） 委員長の報告が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 質疑なしと認めます。

討論を行います。討論ありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］
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○議長（三森義高君） 討論なしと認めます。

お諮りいたします。

本案については、委員長の報告のとおり決定したいと思います。これにご異議あ

りませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 異議なしと認めます。よって、議案第５４号、職員の自己啓発

等休業に関する条例の制定については、委員長の報告のとおり可決されました。

－－－－－－－○－－－－－－－

議案第５５号 政治倫理の確立のための高森町長の資産等の公開に関する条例の一部

改正について

○議長（三森義高君） 議案第５５号、政治倫理の確立のための高森町長の資産等の公

開に関する条例の一部改正については、総務常任委員会に付託してありましたの

で、委員長の報告を求めます。総務常任委員長 甲斐直三君。

○総務常任委員長（甲斐直三君） ４番 甲斐です。

総務常任委員会に付託されました議案第５５号、政治倫理の確立のための高森町

長の資産等の公開に関する条例の一部改正については、１２月１１日午前１０時か

ら、第３・４委員会室において、総務課より岩下課長、村上課長補佐に出席を求め

まして、詳細に説明を受け、慎重に審議しました結果、全委員異議なく可とするこ

とに決定いたしました。

以上、報告終わります。

○議長（三森義高君） 委員長の報告が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 質疑なしと認めます。

討論を行います。討論ありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 討論なしと認めます。

お諮りいたします。

本案については、委員長の報告のとおり決定したいと思います。これにご異議あ

りませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 異議なしと認めます。よって、議案第５５号、政治倫理の確立
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のための高森町長の資産等の公開に関する条例の一部改正については、委員長の報

告のとおり可決されました。

－－－－－－－○－－－－－－－

議案第５９号 高森町税条例の一部改正について

○議長（三森義高君） 議案第５９号、高森町税条例の一部改正については、総務常任

委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。総務常任委員長 甲

斐直三君。

○総務常任委員長（甲斐直三君） ４番 甲斐です。

総務常任委員会に付託されました議案第５９号、高森町税条例の一部改正につい

ては、１２月１１日午後１時から、第３・４委員会室において、税務課より桐原課

長、後藤課長補佐、及び色見税務係長に出席を求め、詳細に説明を受け、慎重に審

議しました結果、全委員異議なく可とすることに決定いたしました。

以上、報告終わります。

○議長（三森義高君） 委員長の報告が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 質疑なしと認めます。

討論を行います。討論ありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 討論なしと認めます。

お諮りいたします。

本案については、委員長の報告のとおり決定したいと思います。これにご異議あ

りませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 異議なしと認めます。よって、議案第５９号、高森町税条例の

一部改正については、委員長の報告のとおり可決されました。

－－－－－－－○－－－－－－－

議案第６０号 高森町国民健康保険税条例の一部改正について

○議長（三森義高君） 議案第６０号、高森町国民健康保険税条例の一部改正について

は、文教厚生常任委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。文

教厚生常任委員長 甲斐廣國君。

○文教厚生常任委員長（甲斐廣國君） ５番 甲斐です。
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文教厚生常任委員会に付託されました議案第６０号、高森町国民健康保険税条例

の一部改正については、１２月１２日午前１０時から、第３・４委員会室におい

て、住民福祉課より佐伯課長、長尾課長補佐、及び杉田国民健康保険係長に出席を

求め、詳細に説明を受け、慎重に審議いたしました結果、全委員異議なく可とする

ことに決しました。

報告終わります。

○議長（三森義高君） 委員長の報告が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 質疑なしと認めます。

討論を行います。討論ありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 討論なしと認めます。

お諮りいたします。

本案については、委員長の報告のとおり決定したいと思います。これにご異議あ

りませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 異議なしと認めます。よって、議案第６０号、高森町国民健康

保険税条例の一部改正については、委員長の報告のとおり可決されました。

－－－－－－－○－－－－－－－

議案第６１号 高森町保育所入所児童の費用徴収条例の一部改正について

○議長（三森義高君） 議案第６１号、高森町保育所入所児童の費用徴収条例の一部改

正については、文教厚生常任委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求

めます。文教厚生常任委員長 甲斐廣國君。

○文教厚生常任委員長（甲斐廣國君） ５番 甲斐です。

文教厚生常任委員会に付託されました議案第６１号、高森町保育所入所児童の費

用徴収条例の一部改正については、１２月１２日午前１０時から、第３・４委員会

室において、住民福祉課より佐伯課長、長尾課長補佐、及び白石福祉係長に出席を

求め、詳細に説明を受け、慎重に審議いたしました結果、全委員異議なく可とする

ことに決しました。

報告終わります。

○議長（三森義高君） 委員長の報告が終わりましたので、これから質疑を行います。
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質疑ありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 質疑なしと認めます。

討論を行います。討論ありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 討論なしと認めます。

お諮りいたします。

本案については、委員長の報告のとおり決定したいと思います。これにご異議あ

りませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 異議なしと認めます。よって、議案第６１号、高森町保育所入

所児童の費用徴収条例の一部改正については、委員長の報告のとおり可決されまし

た。

－－－－－－－○－－－－－－－

議案第６２号 高森町奥阿蘇特産品加工場条例の一部改正について

○議長（三森義高君） 議案第６２号、高森町奥阿蘇特産品加工場条例の一部改正につ

いては、建設経済常任委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めま

す。建設経済常任委員長 田上更生君。

○建設経済常任委員長（田上更生君） ３番 田上です。

建設経済常任委員会に付託されました議案第６２号、高森町奥阿蘇特産品加工場

条例の一部改正について、１２月１３日午前１０時から、第３・４委員会室におい

て、産業観光課より後藤課長、甲斐課長補佐、及び荒牧農林振興係長に出席を求

め、詳細に説明を受け、慎重に審議いたしました結果、全委員異議なく可とするこ

とに決定しました。

なお、指定管理者への移行に当たっては、協定書の内容について、十分なる検討

を加えるとともに、住民の理解を得られる指定管理者制度となるよう要望するもの

であります。

以上、報告終わります。

○議長（三森義高君） 委員長の報告が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 質疑なしと認めます。
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討論を行います。討論ありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 討論なしと認めます。

お諮りいたします。

本案については、委員長の報告のとおり決定したいと思います。これにご異議あ

りませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 異議なしと認めます。よって、議案第６２号、高森町奥阿蘇特

産品加工場条例の一部改正については、委員長の報告のとおり可決されました。

－－－－－－－○－－－－－－－

議案第６３号 高森町観光交流センター条例の一部改正について

○議長（三森義高君） 議案第６３号、高森町観光交流センター条例の一部改正につい

ては、建設経済常任委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。

建設経済常任委員長 田上更生君。

○建設経済常任委員長（田上更生君） ３番 田上です。

建設経済常任委員会に付託されました議案第６３号、高森町観光交流センター条

例の一部改正について、１２月１３日午前１０時から、第３・４委員会室におい

て、産業観光課より後藤課長、甲斐課長補佐、及び各係長に出席を求め、詳細に説

明を受け、慎重に審議いたしました結果、全委員異議なく可とすることに決定いた

しました。

なお、観光交流センターは、収益を目的とした施設でないことは理解できます

が、特に、食のスペースの有効利用は、大きな課題であり、また、イベント会場と

しての利用促進を図ることも重要であることであります。このようなことから、指

定管理者への移行に当たっては、十分に協定書の内容等について検討を加えるとと

もに、各種団体が連携し、有効利用できる体制づくりと住民の理解を得られる指定

管理者制度となるよう要望するものであります。

以上、報告終わります。

○議長（三森義高君） 委員長の報告が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 質疑なしと認めます。

討論を行います。討論ありませんか。
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［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 討論なしと認めます。

お諮りいたします。

本案については、委員長の報告のとおり決定したいと思います。これにご異議あ

りませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 異議なしと認めます。よって、議案第６３号、高森町観光交流

センター条例の一部改正については、委員長の報告のとおり可決されました。

－－－－－－－○－－－－－－－

議案第６４号 高森町営住宅条例の一部改正について

○議長（三森義高君） 議案第６４号、高森町営住宅条例の一部改正については、建設

経済常任委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。建設経済常

任委員長 田上更生君。

○建設経済常任委員長（田上更生君） ３番 田上です。

建設経済常任委員会に付託されました議案第６４号、高森町営住宅条例の一部改

正については、１２月１３日午後１時から、第３・４委員会室において、建設課よ

り瀬井課長、後藤課長補佐、及び工藤住宅係長に出席を求め、詳細に説明を受け、

慎重に審議いたしました結果、全委員異議なく可とすることに決定いたしました。

報告終わります。

○議長（三森義高君） 委員長の報告が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 質疑なしと認めます。

討論を行います。討論ありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 討論なしと認めます。

お諮りいたします。

本案については、委員長の報告のとおり決定したいと思います。これにご異議あ

りませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 異議なしと認めます。よって、議案第６４号、高森町営住宅条

例の一部改正については、委員長の報告のとおり可決されました。
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－－－－－－－○－－－－－－－

議案第６５号 高森町特定公共賃貸住宅条例の一部改正について

○議長（三森義高君） 議案第６５号、高森町特定公共賃貸住宅条例の一部改正につい

ては、建設経済常任委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。

建設経済常任委員長 田上更生君。

○建設経済常任委員長（田上更生君） ３番 田上です。

建設経済常任委員会に付託されました議案第６５号、高森町特定公共賃貸住宅条

例の一部改正については、１２月１３日午後１時から、第３・４委員会室におい

て、建設課より瀬井課長、後藤課長補佐、及び各係長に出席を求め、詳細に説明を

受け、慎重に審議いたしました結果、全委員異議なく可とすることに決定いたしま

した。

報告終わります。

○議長（三森義高君） 委員長の報告が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 質疑なしと認めます。

討論を行います。討論ありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 討論なしと認めます。

お諮りいたします。

本案については、委員長の報告のとおり決定したいと思います。これにご異議あ

りませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 異議なしと認めます。よって、議案第６５号、高森町特定公共

賃貸住宅条例の一部改正については、委員長の報告のとおり可決されました。

－－－－－－－○－－－－－－－

議案第６６号 平成１９年度高森町一般会計補正予算について

○議長（三森義高君） 議案第６６号、平成１９年度高森町一般会計補正予算について

は、各常任委員会に付託してありましたので、各委員長の報告を求めます。総務常

任委員長 甲斐直三君。

○総務常任委員長（甲斐直三君） ４番 甲斐です。

総務常任委員会に付託されました議案第６６号、平成１９年度高森町一般会計補
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正予算につきましては、１２月１１日午前１０時から、第３・４委員会室におい

て、総務課より岩下課長、村上課長補佐、それから岩下財政係長、広木企画係長、

甲斐財産管理係長に、また総務係長は上京のため出席ができません、欠席されてお

ります。また、同じく１２月１１日午後１時から、税務課より桐原課長、後藤課長

補佐、それから、岩下固定資産係長、色見税務係長、甲斐地籍調査係長に出席を求

め、詳細に説明を受け、慎重に審議した結果、全委員異議なく可とすることに決定

いたしました。

以上、報告終わります。

○議長（三森義高君） 文教厚生常任委員長 甲斐廣國君。

○文教厚生常任委員長（甲斐廣國君） ５番 甲斐です。

文教厚生常任委員会に付託されました議案第６６号、平成１９年度高森町一般会

計補正予算については、１２月１２日午前１０時から、第３・４委員会室におい

て、住民福祉課より佐伯課長、長尾課長補佐及び各係長に出席を求め、また、同じ

く午前１１時１５分から、教育委員会より渡邉教育長、色見教育委員会事務局長及

び各係長に出席を求め、詳細に説明を受け、慎重に審議した結果、全委員異議なく

可とすることに決しました。

以上、報告終わります。

○議長（三森義高君） 建設経済常任委員長 田上更生君。

○建設経済常任委員長（田上更生君） ３番 田上です。

建設経済常任委員会に付託されました議案第６６号、平成１９年度高森町一般会

計補正予算については、１２月１３日午前１０時から、第３・４委員会室におい

て、産業観光課より後藤課長、甲斐課長補佐及び各係長に出席を求め、また、同じ

く、午後１時から、建設課より瀬井課長、後藤課長補佐及び各係長に出席を求め、

詳細に説明を受け、慎重に審議いたしました結果、全委員異議なく可とすることに

決定いたしました。

以上、報告終わります。

○議長（三森義高君） 各委員長の報告が終わりましたので、これから質疑を行いま

す。質疑ありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 質疑なしと認めます。

討論を行います。討論ありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］
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○議長（三森義高君） 討論なしと認めます。

お諮りいたします。

本案については、各委員長の報告のとおり決定したいと思います。これにご異議

ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 異議なしと認めます。よって、議案第６６号、平成１９年度高

森町一般会計補正予算については、各委員長の報告のとおり可決されました。

－－－－－－－○－－－－－－－

議案第６７号 平成１９年度高森町簡易水道事業特別会計補正予算について

○議長（三森義高君） 議案第６７号、平成１９年度高森町簡易水道事業特別会計補正

予算については、建設経済常任委員会に付託してありましたので、委員長の報告を

求めます。建設経済常任委員長 田上更生君。

○建設経済常任委員長（田上更生君） ３番 田上です。

建設経済常任委員会に付託されました議案第６７号、平成１９年度高森町簡易水

道事業特別会計補正予算については、１２月１３日午後１時から、第３・４委員会

室において、建設課より瀬井課長、後藤課長補佐及び岩下水道係長に出席を求め、

詳細に説明を受け、慎重に審議いたしました結果、全委員異議なく可とすることに

決定いたしました。

以上、報告終わります。

○議長（三森義高君） 委員長の報告が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 質疑なしと認めます。

討論を行います。討論ありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 討論なしと認めます。

お諮りいたします。

本案については、委員長の報告のとおり決定したいと思います。これにご異議あ

りませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 異議なしと認めます。よって、議案第６７号、平成１９年度高

森町簡易水道事業特別会計補正予算については、委員長の報告のとおり可決されま
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した。

－－－－－－－○－－－－－－－

議案第６８号 高森町一般職員の給与に関する条例の一部改正について

○議長（三森義高君） 議案第６８号、高森町一般職員の給与に関する条例の一部改正

については、総務常任委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めま

す。総務常任委員長 甲斐直三君。

○総務常任委員長（甲斐直三君） ４番 甲斐です。

総務常任委員会に付託されました議案第６８号、高森町一般職員の給与に関する

条例の一部改正につきましては、１２月１１日午前１０時から、第３・４委員会室

において、総務課より岩下課長、村上課長補佐に出席を求め、詳細に説明を受け、

慎重に審議した結果、全委員異議なく可とすることに決定いたしました。

以上、報告終わります。

○議長（三森義高君） 委員長の報告が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 質疑なしと認めます。

討論を行います。討論ありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 討論なしと認めます。

お諮りいたします。

本案については、委員長の報告のとおり決定したいと思います。これにご異議あ

りませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 異議なしと認めます。よって、議案第６８号、高森町一般職員

の給与に関する条例の一部改正については、委員長の報告のとおり可決されまし

た。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第３ 特別委員長報告について

○議長（三森義高君） 日程第３ 特別委員長報告についてを議題といたします。

議会広報特別委員長の報告を求めます。議会広報特別委員長 甲斐直三君。

○議会広報特別委員長（甲斐直三君） ４番 甲斐です。

議会広報特別委員会の報告を行います。
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議会広報特別委員会につきましては、１２月１４日午前１０時から、第３・４委

員会室において開催し、１２月定例議会の広報誌づくりについて検討を行いまし

た。この結果、議会だより「絆」第３１号につきましては、２月１２日に発行をす

ることに決定をしております。今回の初の日曜日開催となりました７名の各議員各

位の一般質問を中心に、条例改正、一般会計補正予算等について編集をすることに

しております。また、一般質問されました議員さん達には、早めに原稿をお願いし

たいと思っております。

以上、報告終わります。

○議長（三森義高君） 以上で特別委員長の報告を終わります。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第４ 委員会の閉会中の継続調査申出書について

○議長（三森義高君） 日程第４ 委員会の閉会中の継続調査申出書についてを議題と

いたします。

各常任委員長並びに議会運営委員長から所管事務及び所掌事務のうち、会議規則

第７５条の規定によって、お手元に配りました調査事項について閉会中の継続調査

の申し出があっております。

お諮りいたします。

各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありません

か。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（三森義高君） 異議なしと認めます。よって、各委員長の申し出のとおり、閉

会中の継続調査とすることに決定いたしました。

－－－－－－－○－－－－－－－

○議長（三森義高君） これで、本日の日程は全部終了しました。

一言、お礼の言葉を申し上げたいと思います。

１０日から始まりました本会議も１２月議会、本日をもって終了することとなり

ました。また、昨日は、日曜議会ということで、一般質問を提案いたしましたとこ

ろ、各議員さん、また、各町長はじめ執行部の皆さん方にご了解をいただき、結果

として、大変すばらしい一般質問の機会ではなかったろうかと思います。議会の議

員の皆さん方の一般質問も本当に町を思う気持ちの中での一般質問ではなかったろ

うかと思います。これに対し、議長といたしましても、大変ありがたく感謝申し上

げるところでございます。また、町長をはじめ執行部の皆さん方にも、この議会に
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関します感謝とお礼を申し上げたいと思います。

最後になりますけれども、来年度すばらしい新春を迎えられますよう、ご祈念を

申し上げ、本日のあいさつにかえたいと思います。

会議を閉じます。平成１９年第４回高森町議会定例会を閉会いたします。どうも

お疲れでございました。

－－－－－－－○－－－－－－－

閉会 午前１０時３５分
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。

高森町議会議長
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